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　昨年7月に外国人船員問題タスクフォースが結

成され、本年3月の同タスクフォースの解散まで

の間に、この問題への踏み込んだ対応が如何にあ

るべきかの検討が行なわれた。この過程を今一度

振り返り、来る課題への取組みの一助としたい。

　タスクフォースが結成された昨年7月の時点で

は、日本船主は日本商船隊に乗組む外国人船員賃

金に関する2004年1月以降のベンチマークの100ド

ルの値上げ問題に直面していた。100ドルのベンチ

マークの値上げは、E体船主全体では約50億円の

コスト負担の増加を意味し、他人任せにはできな

い船主経済上の大きな問題であった。

　当協会では従来外国人船員問題への不関与の姿

勢を20m年から「緩やかな関与」へと方針を変え、

更にタスクフォースのタスクは「より踏み込んだ

対応体制」の検討ではあったものの、既に現実の

大きな問題が目前に迫っていたわけである。

　このような状況のなかで、タスクフォースは次

の取組みを行なった。第1に日本船i主の主要な船

員供給国であるフィリピンにミッションを送り、

船員供給国としてのニーズに直に接することにし

た。第2に昨年9月から開始されたIBF交渉に国

社側の人材を送り込んだ。結果として、ITFと対峙

する雇用者側交渉団（JNG）の基本的な考え方は、

日本船主協会が唱える原則（①船員の賃金は船員

居住国の物価水準に見合うものであること。②労

働協約は船員の出身国組合と雇用者の間で交渉さ

れるものであること。③iTFによるFOCキャンペ

ーンおよび他政策を容認しないこと）に一致して

いることが確i認でぎた。第3に今後の交渉体制の

構築に向けて、JNGのメンバーである国船協との

関係強化に取り組んだ。前述の通り、他入任せに

できない一大事を乗り切るための選択肢はいくつ

かあったものの、結果的には日本船出も参加した

新たな国際船員労務協会が交渉を担い、日本船主

協会は政策を担当するとの大まかな整理を行い、

当協会および会員各社は外国人船員問題に取り組

むこととした。

　2006年以降の賃金交渉は来年から本格的にスタ

ートする。既にJNGメンバーによる水面下の勢力

争いやインパクトのある値上げの要求が出てくる

であろうことも聞こえてくる。船員供給国の事情

に基づいた適正な賃金・労働条件等の決定に向け

て、適切かつより踏み込んだ姿勢を取ることが、

日本船主協会および会員各社に期待されるいわば

大きな転換点の年であったと認識している。
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■株式会社商船三井営業調醒長蛯原公一郎■

　2004年の外航海運市況を振り返ると、コンテナ、

ドライバルク、タンカーの主要三分野のいずれに

おいても従来に無いほどの市況高騰が起こり、更

に今後とも長期間にわたって市況水準は高原状態

で推移すると思われる状態となったことを最大の

ポイントとして挙げたいと思う。

　コンテナ輸送の需要拡大は楽観的な予想すら上

回り、アジア発の東西航路では年率15％を超える

荷動き増となった。北米向けについては、最近数

年間にわたって荷動きの筆頭を占めている住宅関

連貨物に加えて薄型テレビなどの新商品に向けて

消費が底堅く、また、欧州はユーロ高に加えて今

後はEU拡大の経済効果が効きだし、まずは低価格

商品の消費が伸びると想像するとアジア製品の市

場が拡大すると思われ、2ケタ台の荷動きの伸び

はしばらく続くであろう。今後数年間にわたり高

水準の船腹供給が予定されているが、強い荷動き

に吸収され需給が急速に緩むことは無さそうであ

る。発展途上国の経済不振の影響で長年にわたっ

て伸び悩んでいた南北航路の荷動きも急速に拡大

し採算が改善されたことも、かつては好業績とい

われた年であっても航路別採算はまだら模様であ

ったことと比べると大きな違いである。

　製品貿易の拡大によってアジア発航路での大型

コンテナ船大量投入となり、中国をはじめとする

アジア各国の港湾整備も旺盛な投資によってコン

テナターミナルなどの整備が急速に進み、反動で

日本の主要港の斜陽化が懸念される事態となった。

　一方、港湾インフラが荷動きに追いつかない状

況が欧米で顕在化してきた。南カリフォルニアで

は突然に取扱能力の限界という問題が突きつけら

れた形となったが、ターミナル能力、鉄道の輸送

能力といった施設、要員の不足に加え、環境規制

もあり、インフラ問題の速やかな解決は期待しに

くい。今後数年間、ピーク・シーズンにおいては

インフラ制約が船舶の航海日数を伸ばし、スペー

ス供給量の伸びを抑える結果になるので、コンテ

ナ・サービスの需給の緩和を更に先送りすること

になると思われる。

　各分野とも現象的には中国景気が目下の市況の

原因だが、背景にはやはり米国を始め先進国諸国

の経済の変質がある。米国では現職ブッシュ大統

領が再選され、9・11テロ以降の財政支出拡大か

ら反転して経常収支の改善を目指した政策への変

更が必要と指摘されているが、米国経済の第三次

産業依存の進行は海外への生産移転と輸入商品へ

の依存度の上昇を引き続き高めると考えると、消

費財の輸入増加という基調は変わらないだろう。

　中国経済は景気抑制政策が採られており景気の

冷え込みが心配されたが、最近発表された統計か
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らは依然として高い成長水準が続いていることが

観察される。今年初めの頃のバブル経済的状況か

ら考えれば当然で必要なことであったと思われる。

程度問題ではあるがいくらか経済の成長ペースが

落ちたとしても、依然として世界で最も高い成長

水準であることに変わりはない。国内の経済格差

が拡大し社会不安が懸念されるが、解消のために

は今後は内陸や東北での経済発展が必要であり、

成長への投資は今後とも高い水準で継続されよう。

　2003年にゴールドマン・サックスが発表した調

査レポートによって“BRICs”と言う呼び名が世間

に広まったが、2004年は中国に加えてロシアが国

際経済のなかで目立つ存在として再登場してきた

年として記憶されるだろう。先行した中国、ある

いはエネルギー資源国ロシアほどではないが、ブ

ラジルはひところの経済不振を脱しつつあるよう

であり、インドも新政権のもとで従来よりも開放

的な経済運営を進めるのではないかと期待される。

　バルカーの滞船はいったん緩和したが、再び混

雑してきた。需要の増加に対応して生産国では生

産、流通の両面で能力増強投資が行われているが、

なかでも輸送インフラが急増する需要に追いつく

にはまだまだ時間が掛かりそうである。滞船が解

消されれば需給ギャップは当然緩和されるが、そ

れでもタイトな状態は続く。

　タンカー市況は、米国と東アジアの石油需要拡

大を背景に高い水準で乱高下した。米国は国内生

産がなだらかに減少しており、輸入依存を強めて

いる。中国は新規の油田開発にも取り組んでいる

が国内消費の増加に追いつくほどの産出増は期待

できそうも無い。本来、もともとは純輸出国であ

ったインドネシアが純輸入国に転じるなど、海上

輸送需要が伸びている。原油の調達先が中東のみ

ならず西アフリカなどの遠方へ拡がり海上輸送需

要を押し上げている。近距離資源であるサハリン

・プロジェクトで石油生産も本格化することは国

民経済としては朗報だが、当面は海上輸送需要に

大きな影響を与えるほどではない。シベリア原油

を太平洋パイプライン経由で日本海側へ輸送する

方向へ進んでいるようだが、肝心な東シベリアで

の油田開発の状況も不透明であり、東アジア諸国

は当分の問、中東などからの海上輸送に依存せざ

るを得ない。

　コンテナ船、バルカー、タンカー、さらにはLNG

船とどの分野でも大型船への需要が高まっている

のに対し、1990年代後半の韓国の造船設備拡張以

降、世界の大型船の建造設備は増えていない。中

国での拡張が実際に生産に反映されるのは2015年

に向けて実現すると言われている。コンテナ、資

源輸送ともに大型船が主役となったマーケット状

況だが建造能力の不足で輸送能力の供給面でボト

ルネックを生じている。造船業界の手持工事量は

海運の好況を受けて4年分に達すると言われる程

の大量の受注残を抱えるほどに増加した。受注残

の更なる増加が起きると流石に将来の供給圧力が

懸念されるが、竣工までのリード・タイムの長さ

から目先の海運市況に供給圧力として働く状況と

はなっていない。

　以上のような環境の観察からは2005年も市況は

堅調に推移するであろうと結論付けたい。
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1．外航海運各社は大幅な増益を達成

　2004葎9月中間決算では、堅調な荷況と運賃

回復のもと外航海運各社は増収となり、燃料費

および用船料の高騰や海外諸港における船混み

に伴うコスト増などの収益圧迫要因はあったも

のの、継続的かつ大幅なコスト削減が奏功し、

軒並み大幅な増益となった。大手3社はコンテ

ナ・ドライバルク・．タンカーの全部門で増収と

なり、経常べ「スで2期連続の最高益を達成し

た。

2．水先制度の抜本改革が進む

　2003年10月の当協会の水先制度抜本改革の申

し入れを受け、国土交通省は、およそ半世紀ぶ

Dに水先制度の抜本的な見直しを行うこととし、

本年3月、「水先制度のあり方に関する懇談会

（座長：杉山武彦一橋大学学長（当時：副学長））」

を設置した。同懇談会では、①水先区・強制対

象船舶の範囲のあり方、②水先人免許制度・水

先人の養成・懲戒等、③水先人会・水先業務の

運営のあり方、④水先に関する国の関与のあD

方など全般的な議論が行われており、本年度中

に取りまとめが行われる。

3．外航海運政策推進検討会議の設置

　国土交通省海事局および当協会は、本年6月、

「外航海運政策推進検討会議」を設置し、海運

税制、第二船籍制度等を含む諸課題について検

討を行った。

　今後、国民経済に対する外航海運産業の貢献

等についてさらに議論を深め、早期に取りまと

める方向にある。

4．当協会の組織改革を決定

　当協会は、2003年にタスクフォース等を設置

し海運業界の構造改革を強力に推進してきたが、

その中の課題の1つである当協会の組織改革に

ついて、本年11月、その概要をとりまとめた。

　この改革には、シンプルかつ効率的な組織等

を目指し、理事を始めとする役員等員数の削減、

常設委員会の統合、事務局組織の見直しなどが

盛り込まれてレ、る。事務局本部組織は2005年1

月に再編されるなど、できる（≒ころから順次実

施され、2005年4月（もしくは6月の通常総会

時）に完全実施する予定。

5．船員をめぐる諸問題に新たな展開

　国際船員問題タスクフォ」スでの検討結果に

基づき、日本商船隊に乗組む外国人船員の労働

協約交渉への関与のあD方については、．当協会

は「政策」を、当協会の会員会社も加盟して改

組された国際船員労務協会は「交渉」を担当す

ることで、夫々の役割を明確にし、日本側とし

て一枚岩となって取り組んで行くこととなった。

　一方、常用雇用型の船員派遣事業の創設等を

盛込んだ船員職業安定法の改正が拳年の通常国

会で成立した。これにより、2005年4月1日以

降、一定の基準を満たす船舶管理会社等は許可

を受けて船員派遣事業を営むことが可能になる

とともに、同事業の許可を受けることにより、

日本重刷を所有しない場合であっても外国籍船

に配乗される日本人船員に対して船員保険が適
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隅されることとなった。

6．海事保安に関するISPSコードが発効

’2001年9月に発生した米国同時多発テロ事件

を契機として検討されてぎた、・海事分野におけ

る国際的なテ白防止対策のためのSOLAS条約

第）皿章の改正およびISPSコード（船舶および、

港湾施設の国際保安コード）が本年7月T日に．

発効した。

また・国払おし’ても1「姫鱒舟口繕び附

際港湾施設の保安の確保等に関する法律止どし・

て同日施行された。

　同コードの実施に伴い、船舶への備付けが義

務付けられている国際船舶保安証書めパナマ政’

府からの発給遅延や、諸外国の港湾当局による

不当な入港拒否・拘留等が発生しないか懸念さ

れたが、大きな混乱が生じるごとはなかった6

7．．海上運送事業活性化3法が成立。一方》燃

　料油の高騰が内髄海運事業者の経営状態に影

　響を及ぼす

　「次世代内航海運ビジョン」を踏まえ、内航海

運業に係る参入規制の緩和、事業区分の廃止、

乗組員の労働時間規制の見直し等を内容とした

．内航海運業法、船員職業安定法および船員法の

改庄を」括して行う「海上運送事業の活性化の

ための船員法等の一部を改正する法律」が成立

した。L方、運航コズ．トの過半数を占める燃料

油価格が10数年来の高騰に見舞密）れ、内航海運

事業者にとつ．てこれまで以上に厳しい経営状況

が強いられている。

8　外航船社間協定に対する独禁法適用除外制

度見直しの動きが広がる・

外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度

はこれまで日米欧をは．じめ世界的に広く認めら

れてぎたが、2003年以降これを見直す動ぎがい

くつかの国・地域で顕在化している。

　特に、欧州（EU）および豪州においては本年

10月、現行制度の原則廃止を提案する報告案が

公表され、何れも2005年中には結論が出される

晃込みである5」方、、我が国でも本年5月に産

内面よる騨鋼発馬船鯛鰯牢に関す
禰搾価てし’る・．

．9．国民保護法が施行、内航海運業者も指定公

　共機関に選定．

r2003年に成立した武力攻撃事態対処法をはじ

めとする、いわゆる有事関連三法を受けて、国

民膿法をはじめと菊個別7清が本年9群

国会で成立し㌍。、

　海運業界か与は1内髄海運事業看16社1がご避難

住民および緊急物資の運送等の役割を担う指定

公共機関として選定された。、

10．スーパー中枢港湾指定される

　「スーパー中枢港湾選定委員会（委員長：水口

弘一中小企業公庫総裁、当協会委員：平野裕司

港湾物流委員長）」における5回にわたる審議を

受けて、本年7月23日、薗±交通省は京浜港（東

京港、横浜港）1．阪神港（大阪港神戸港）およ

び伊勢湾（名古屋港、四日市港！をス7パー車

山港湾として指定した。

　これを受けスーパー中枢港湾においては、タ

ーミナルシステムの統合・大規模化、iT三等に

向けた社会実験を開始した。
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1
■
シンプルかつ効率的な組織を目指して

き　一一当協会の組織改革にうい≒ζ↓轟弧／

　　　　　　　　　編㌦ミ怒＿ご灘寄説脇饗皆玉書誘

　昨年6月の当協会通常総会において、草刈会長

より当協会か取り組むへき課題の一つとして、‘当

協会の運営方法、財政基盤、そしてそのための最

低必要な組織体制はとうあるへきかを総点検し、

その結果に基づく改革を直ちに実行に移す「との

方針か示された。これを受けて「船協組織改革タ

スクフォース」（座長　当時太田飯野海運社長、現

在宮原日本郵船社長）を立ち上げ、’船協業務・組

織体制を見直し、自前の協会運営（即ち日本海運

振興会の補助金に依存しない協会運営）’を目指す

こととし、その実現に向けて国詞を開始した。そ

の後昨年10月に、当協会は港湾の高コスト構造を

是正するため、特別会費制度の廃止を含む水先制

度の抜本改革の申し入れを国土交通省に行ったか、

まず自らの襟を正すへく、平成16年度より日本海

運振興会からの補助金を辞退することとした。同

補助金は、当協会の15年度予算13億円のうちの約

4億円を占めていたため同額の大幅な事業費等の

削減か必要となったか、ユ6年度の予算について同

タスクフォースで検討を重ねた結果、「1毎のシンフ

ォニーファミリーコンサート」等の広報事業や、

各種調査研究事業なとの廃止・縮小による事業費

の大幅削減や管理費　人件費の見直しを行い、15

年度に比し約4億2，000万円削減する予算案を作成

した。同案は本年6月の通常総会て承認され、16

年度は同予算の下に運営されることとなった。

　同予算案の作成作業終了後、引き続き当協会の

組織の合理化に取り組むため、本年4月に「船協

組織に関する検討会」（座長　当時芦田商船三井副

社長、現在宮原日本郵船社長）をあらたに立ち上

げ、①シンプルかつ効率的な組織、②会員に対し

て質のよいサービスを提供てきる組織、③国際問

題に十分対応可能な組織’を念頭に置き、以降10

数回に亘り鋭意検討を重ね、本年9月に組織改革

案を取り纏めた。同改革案は9月22日の常任理事

会て承認を得た後、関係者の意見を踏まえなから

細部の詰めを行い、11月24日の理事会に諮り最終

的に承認された。同改革案の概要は次のとおりと

なっている。

〈船協組織改革案の概要＞

1　船協の意思決定機構

　・理事会等意思決定機構の構成メンバー数を削

　減する。

6鋤ぜんきょうDθc2004



　理事数等は会員がピーク時の200社を超えて

いた頃と変わっておらず、この頃と比べて会

員数が半減していることを勘案し、次のとお

　り員数を削減する。

副会長……6名から4名に

常任理事……14名から10名に

理　　事……35名から20名に

評議員……44名から20名程度に

監事……4名から2～3名に
・理事会開催回数は現行年6回（臨時を含める

と年7回）から臨時を含め原則年4回に減じ、

代わりに常任理事会の毎月開催を定例化する。

2．委員会・部会

　・委員会は現在の8委員会から「政策」「労政」

　　「海工務（仮称）」の3委員会に統合する。

　・「タスクフォース」については、現在常設委

　員会の下に設置されているが、機動性を持つ

　て課題を処理するため、常設委員会のみなら

　ず、常任理事会の直接傘下も可能とする。

　・部会は現在の「オーナー」「客船」を廃止する。

　なお、オーナー部会とほぼ同様のメンバーで

　活動を行っている「外航中小船主協会」につ

　いては、船協事務局が引き続きサポートする。

　　「近海内航」は内航問題に特化した組織に改

組するか、廃止するが、内航問題の受け皿組

織は何らかの形で存続させる。

3，事務局

　・本部組織を現在の4部2室（広報室を含める

　　と4部3室）から「総務」「企画」「海務」の

　　3部に統合する。

　・阪神、九州の両地区事務局は今後2～3年内

　　を目途に廃止する。但し、地区船主会自体は

　存置する。

　・部長会議の充実、適正要員規模の実現と効率

　的な人員配置、目標管理制度等の導入による

　職員のモチベーションの向上等により、事務

　局体制の効率化と活性化を図る。

4，実施時期

　・12月1日より出来るところがら着手し、明年

　　4月1日（もしくは6月総会時）の完全実施

　　を目指す。

5，Reviewの実施

　・完全実施から6ヶ月後にRevlewを行い、修正

　すべきところは修正する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務部〉

　　　　　　　　　　　　　　一
a当協

　　　　　　　　　　日本・デンマーク海運セミナリー
　　　　　　　　　　　　　　1無難雛灘羅壽運上懸灘

　デンマーク王国マルグレーテ（Margrethe）2世

女王陛下の日本公式訪問に随行して、デンマーク

船主協会Knud　Pontoppidan会長（A　P．　Moller副社

長）以下同船協首脳14名とHammer　Hansen海事局

長が来日し、11月17日㈱、同国ヘンリック（Hen－

rik）心配殿下臨席の下、東京において当協会との

海運セミナーが開催された。

　当協会からは草刈会長はじめ、副会長・常任理

事など計14名が出席し、国土交通省からは矢部海

事局長他が出席した。

　セミナーでは正配殿下の開会スピーチに続き両

船協会長・海事局長が、第二船籍制度やトン数税

制、独禁法適用除外制度、海事保安問題、クオリ

ティシッビングの推進などにつきプレゼンテーシ

ョンを行い、その後、出席者間で意見交換を行っ

た。セミナー後発表したプレスリリースと出席者

リストは【資料1】、【資料2】の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　（国際企画室）
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　　　　　　　　婁
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　　　＿撰
　　1繋

　　　距纐讐

　　　、論

　　　畿、

　　　ゾむξ

晒ρ

くプレゼンテーションを行う草刈会長

▼海運セミナーの模様

三

国

　　　　　　　　　　　　　　やげ　ド　　　　　　　　　　　　　ぢ　　　ほ　　
　　　　　　　　　　奮　　　　　導　　　　　・〈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　売　　　　　　　　　　　、　　タ囁　譲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳　　　　　　　へ瀞

　　　　　　　．一轍、鑓蟹灘濃霧灘磯、鐡．1灘薫．

【酬一・．一「 {，14貞＞r・一声湯∴
　　　　　　　　　　　　　　日本イデ／マーク海逓セミナー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　含004年了1月存臼、

　　　　　　　　　　　　　　　日本ぺの公式荊・獣

…4年11肺白一1b日の弛マーク鋼妊陛下融峰己殿松式翻；際卵鞭主融と
・・マー・船主協会！…1月畑・棘で海運・・種羅・た・

・・． iー・1現下備運諸問熱する意見・糠相国嫌・・友麟を雌するとともに，

・・デ・マーク縫関儲間砥恵・資す・対話を更・廻す・・とを目的と．岬催・島

縫ゼ・ナーは、デ・マーク王国王配殿下のスピー知よ・て開会した却下は1、町抄》一

ク両国間の長きに亘る縫の歴史に黙を当て・特に醐間の貿易の徽と1912年！と糊され岬
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・デンマ」ク通商航海条約に言及された。同条約は今日も両国間の海運での協力の礎である。

　クヌジド・ポントピダンデンマーク船協会長はU998年に導入されたデンマーク第二船籍制度（DIS）

蓄よ碑002年導入のrトン数回制に関する自国ゐ経験を紹介した。これら積極的な施策によりデンマ

門ク海運界に世界と平等・共通の競争条件が付与され、諸コストが割高な国状にもかかわらず、デ

ンヤーグが重要海運国としてさらに発展することが可能になった。最後にポントピダン会長は、海

運業の利益となる薗際貿易およ．び海運サービス自由化と、国際貿易を促進する効率的で競争力ある

世界的輸送システ：ムの創造に向けた努力を継続する重要性を強調した。

　草刈隆郎日本船協会長は、日本海喜界が国際的に平等な競争条件を確保するため、トン数税制や

第二船籍制度などの新たな外航海運政策導入が不可欠であることを強調した。外航船社聞協定に対

する独禁法適用除外制度に関しでは、．草刈会長はある国・地域での一方的な法制の変更は、貿易相

手璃1．地博め関係溝制との不整冷を引き起こす可能性があり、このような事態は国際サプライチェ

ー．唐ﾉ深刻な経済的影響を与えかねないとの懸念を示した。同会長は、関係期間で国際的に合意可

能な解決策を検討すべきであると強調した。

　ヤーンハマーハンセノデンマーク海事局長は、日本とデンマーク海事当局間の良好かつ建設的な

協力の深い意義を強調した6ハマ｝ハンセン局長は、地域的な規制より世界的な協力との観点から、

IMOの枠内でのクオ，デイシッ．ビングや効率的なポートステートコントロール（寄港国による監督）

実施に向けた長期的政策㊧追及の重要性に留意した。また、海賊対策の重要性が強調された。

　矢部哲国土交通省察事局長は、旗国による施策やポートステートコントロール、インセンティブ

．制度導入を通じ、世界規模でクオリティーシッビングを達成することの重要性を強調した。矢部局

、長1ままた、海事保安向上には3つのC、即ちCoopera廿on（協力）、　Continuous　improvement　with

・expedeh66S．（経験を踏ま．えた継続的な改善）、Capaci↑y　buildi且g（能力強化）が必要であると指摘し

元。母衝に∴琴部局申事より安全で良質な灘上輸送は日・デンマークを含む国際社会の協力強化に

より実現されるべきであると強調した。r

　日本／デンマ「ク海運セミナー閉会にあたって、双方の出席者は、セミナーが所期の目的を全面

的．に達成し、極めて積極的かつ建設的に友好的な意見交換が行われたとの認識を共有した。

本セミナー後には、・女王陛下と心配殿下ご臨席の下、昼食会が開催された。

以　上
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欝懸難欝灘難欝懸欝灘難叢！鞍鎌鍵繋麟灘繊織灘

前簾2】 日本／デンマーク海運セミナー（2004，1τ．17）

　　　　　　　出席者リスト

会　社　名　　　　　　　　　　　　会社役職（船協役職）　　　　　　　　　　氏　　　名

日本／デンマーク海運当局

国土交通省海事局 局長 矢部　　哲

Danish　Marltime　Authority Dlrector　GeneraI Mr　Jorgen　Hammer　Hansen

国土交通省海事局企画課 課長 西川　　健

国土交通省海事局外再再国際機関条約対策室 室長 高原修司

日本船主協会

日本郵船 会長（JSA会長） 草刈　隆郎

川崎汽船 社長（JSA副会長） 二二　保工

新和海運 取締役相談役（JSA副会長） 鷲見　嘉一

八二汽船 社長（JSA副会長） 小林　宏志

新日本石油タンカー 社長（JSA副会長） 神田　康孝

第一中央汽船 社長（JSA常任理事） 野村　親信

飯野海運 社長（JSA常任理事） 杉本　勝之

明治海運 社長（JSA常任理事） 内Eヨ和也

日本郵船 社長（JSA常任理事） 宮原　耕治

日正汽船 社長（JSA常任理事） 大久保武彦

商船三井 社長（JSA常任理事） 芦田　二二

日本郵船 特別顧問（JSA港湾物流委員長） 平野　裕司

日本二二協会 理事長 福島　義章

日本船主協会 企画調整部長／国際企画室長 園田　裕一

デンマーク船主協会

A，P．　MのIIer・Maersk Executlve　Vlce　Presldent（DSA会長） Mr．　Knud　Pontoppidan

J，Laurltzen　A／S President＆GEO（DSA副会長） Mr，　Torben　JanhoIt

Dampskibsselskabet　Torm　A／S Managlng　DlrectQr，　CEO（DSA理事） Mr．　Klaus　Kjaerulff

Corra［Llne Managhg　Dlrec亡。「（DSA理事） Mr，　B1㊨rnαausen

Dampskibsselskabet　Norden　A／S Executlve　Vice　President Mr　Carsten　Mortensen

Dampskibsselskabet　Norden　A／S Senior　Vice　President Mr．　Jacob　Meldgaard

Dampsk｝bsselskabet　Nαden　A／S Se膚αVlce　President Mr，　Lars　Bagge　Christense「〕

Dampsklbsselskabet　Torm　A／S Executlve　Vlce　President Mr．　MichaeI　Skov

Lauritzen　Bulkers　A／S
President Mr，　Jens　Dltlev　Lauritzen

Laurにzen〔⊃ool　AB
Presldent

Mr，　Mats　J日nsson

Laurltzen　Kosan　A／S
PreSIdent

Mr．　Jan　Kastrup－Nielsen

Lauritzen　Tankers　A／S
President

Mr，　Anders　Mortensen 、

Dan｝sh＄bipowners’Association Managing　DirectQr（理事長） Mr．　Peter　Blerregaard

Da［ish　Shipowners’Assoclatlon Genera［Manager（国際企画室長） Mr．　Ren6　Plil　Pedersen

デンマーク船主協会在日本代表者

J，Laurltzen　K．K， President Mr　lb　Hansen

Maersk　K．K．
PreSIdent

Mr．」④rgen　H，　Madsen

Maersk　K，K， Vice　PreSIdent Mr，　M　Shlb日

Maersk　Broker　Japan General　Manager Mr，　C．　Pbugmand

Maersk　Tanker＄Japan Dlrecto「 Mr，　S，　Tagami

Maersk　K　K Genera嗣anager Mr　Mchael　C，　Sally

Torm　K．K． General　Manager，　Chartering Mr，　Jens　Pontoppldan

冊著F隔再@瀦　　兎
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．～ Q考資判門 〈デンマーク船主協会（DSA）の概略〉’

Danmarks　Rederiforening（英文名；Danlsh　Shipowners’A＄sociation）

所在地：Amaliegade33　DK一了256　Copenhagen　K　Denmark

ホームページ：http：〃www．danishshipping．com／index．html

E－mail：info＠shipowners．dk

　1884年設立。本部をコペンハ「ゲンに置き、ベルギーのブリュッセルに舛EU駐在員事驚所炉ある。

隙隙｝締焼湯気澱長腎等に関し・デンマーク船主の利益を代表して国内外の薦個
寄継磯！璋0等）への意見山峡に弩やるρま々・船員雇用者団体として・国内外（ρ海員組合と交渉

1嘩購師う伯・．鯛の安全蘇・華華牌関わ些事凝取り扱う・近年・髄や・・
．リーρ団体とも合併し〉加翠船社は21社r現在の会長はKnud　Pontoppld鵡斥（A．孕理011er－Maersk

剥社長）、r事務局畢はPeter　Bjerregaard氏。2005年5月のICSイISF総会は同船協のホストにより、

コペンハーグンで開催されるげ

、．〈デンマーク船協組織（HPより．仮訳）〉

理事会

事務局長

、⊥

労務部 （労働協約、労働法、船員の教育／採用、社会法、

船員問題、船用医薬品、研修）

貿易・海運政策部　　　（海運政策、市場参入、税、財務、経済政策、広報、

　　　　　　　　　　統計）
　一法務担当　　　　（賠償責伍保険競争法株式関連事項、船舶登録）

ブラッセル駐在員事務所

海務部

総務部

（船舶建造、環境・汚染問題、船舶保安、安全航行、

ISM証書関係、船員の安全・健康管理）

〔給与、不動産管理、奨学金、ローン、会計）

フェリー・小型船事務局　（カーフェリー協会および中小船主協会事項）
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講雛灘懸羅雛1懸麟雛欝灘1難縫灘灘灘灘欝灘1

社　　　　　　名 活動地域 船　隊　・業　務

A、P，　Mめller 全世界 コンテナ、タンカー、ガス、自動車資材運搬、海

纃¥造物設置、ケーブル敷設、三三
冗

A／SDampskibsselskabet　Torm 全世界 タンカー、バルク（ばら積み貨物）

DFDS　A／S 近海（北ヨーロッパ） 旅客、Ro・Ro

J，Laurltzen　A／S 全世界 リーファー（冷凍貨物）、ドライバルク（乾貨物）、

t化ガス

Dampskibs3elskabet　Norden　A／S 全世界 タンカー、ドライバルク

A／＄Em．Z，　Svitzer 全世界 曳航、サルベージ（海難救助）、海洋調査、近海バ

泣N

Soandlines　Denmark　A／S 近海（北ヨーロッパ） フェリー、Ro・Ro

Royal　ArGtic　Line　A／S 近海住に大西洋） コンテナ、一般貨物

Elsam　Kraft　A／S 全世界 ドライバルク、バージ

Tankskibsrederiet　herning　a／s 全世界 ガス、化学物質、タンカー

Alc日tel　Submarine　Networks　Marine　A／S 全世界 ケーブル敷設

Corrai　Llne　A／S 全世界 家畜運搬

Aa［borg　Portland　A／S 全世界 ドライバルク

Arctic　Umiaq　Llne　A／S グリーンランド 旅客

Rederiet　Otto　DanielSen 全世界 一般貨物、コンテナ

Difko　Selskaberne 全世界 タンカー、バルク、リーファー

TESMA　A／S 全世界 タンカー、バルク、コンテナ、化学物質、液化ガス

Rederlet　Erlk　Winther 全世界 一般貨物

Bugser　og　Blerning　Danmark　AS 近海（北ヨーロッパ） 曳航

Marsk　Olie　og　Gas　A／S 全世界 洋上作業用プラットフォーム

Amerada　Hess　APS
近海（北海） 洋上作業用プラットフォーム

《デン々一ク船協加盟会社（HPよp）ジ

、　磨、．弄．£＿r　．へ一ρ㌶噸「㌶揖．乳．Y、撒…D　一嚇研・韓億齢哺席耀瀞v晒一唱年瓢細曝漏側野椰ヒ・阿－傭’囁塘欄鷺酬か”殊階甲‘「噛　囁ねバ硝『囁『F兎帆囁囁ド「炉　甲嚇w内’
ru戸琵兎　　　　帖囁㌣「　　『F　p　内乳ア，　　≧江　㌔グ∴　急「ゴ■［「「能ヒ
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　　　　　　　　　　　《i蟻壁会議レポ≒i；卜難

　アジア船主フォーラム航行安全および環境委員

会（ASF　SNEC）第11回中間会合が、2004年11月26

日、シンガポール船主協会の主催のもとシンガポ

ールにおいて開催された。

　向会合には、日本、中国、台湾、香港、インド

ネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、

シンガポール、．タイ、ベトナムの船主協会が参加

し、当協会からは、ASF　SNECの委員を務める神

田副会長（新日本石油タンカー社長）の代理とし

て高橋秀幸同社総務部長、および事務局より半田

牧海務部長が参加し、航行安全および海洋環境に

係る諸問題につき意見交換を行った。

　主な審議概要は次のとおりである。

○海賊および武装強盗

　国際商業会議所（ICC）の下部組織である国際海

事局（IMB）による海賊被害統計資料によると、2004

年1月から9月差でに全世界で発生した海賊およ

び武装強盗の件数は、昨年同期比で27％減少した

ものの、この全発生件数のうち約47％が東南アジ

ア地域に集中していることが報告された。このた

め、同地域の沿岸国政府に対して、かかる事件を

防ぐために、陸上／海上の双方でより強力かつ効

果的な対策を取るよう要請することとした。さら

に、マラッカ・シンガポール海峡の沿岸3力国（イ

ンドネシア、マレーシア、シンガポール）によっ

て締結された海峡パトロール協定や、アジアユ6力

綱・地域会合において決定された海賊等に関する

情報共有センターの設立、またIMO理事会におい

て、同海峡の航行安全・環境問題等について2005

年7月にジャカルタでハイレベル会合を開催する

決定がなされたことなどを歓迎する意見が出され

た。

○バルクキャリアおよびタンカーの安全問題

　IACS（国際船級協会連合）では、現在各船級協

会によって異なる船体構造部材の寸法（長さ、幅、

板厚）などの設計基準を統一するため、共通構造

規則（Common　Structural　Rules＝CSR）案の作成

を行っているが、この中で不合理な腐食予備厚が

採用された場合、船体重量の大幅な増加を招く怖
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れがあることが懸念されている。

　当協会では、同規則案の作成過程における透明

性の確保や、合理的な内容となるよう慎重に検討

すべきとする内容の意見書を本年7月にIACS会長

宛に送付しており、その後、日本造船工業会もVLCC

に関する同規則案の影響評価の結果を発表し、技

術的問題点を指摘している。このため、今回のSNEC

会合においても、当協会はこれら資料を席上配布

し、出席者の理解を求めた。

　この結果、SNECとしてIACSに対して、海運業

界とオープンかつ広範な協議の場を持つことを要

請し、CSR案がIMOによって作成中のゴール・ベ

ース・スタンダードと整合性を持つ必要がある点

について指摘することとなった。

国が合意により協力して航行安全のための施設を

整備・維持するべきとしているが、マシ海峡にお

いて、これら協力を行っているのは、現在のとこ

ろ日本のみである。このため、当協会は、同海峡

の公平な責任分担のあり方についてASFで取り上

げるよう、本年4月に草刈会長名でシンガポール

船協宛レターを送付するとともに、本年5月に開

催された第13回ASFシンガポール総会においても

再度、同趣旨を説明した。

　この結果、今回のSNEC会合において本件に関

する検討が開始され、当協会の見解に一定の理解

が示された。また、SNECとしてメンバー船協に対

して、それぞれの自国政府当局に当協会の見解を

伝えるよう要請した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部〉

○マラッカ・シンガポール海峡の責任分担問題

　国連海洋法条約第43条では、海峡利用国と沿岸

r資料㌧。ジ舳。．粛安全鵬盛藩訟1

　　　　　　　　　　　　　　　　　プレスリリース．（要訳）

　　　sNECは・．本年・月～9月掴際海事局qMB）集計）｝・全世界で難し嘩賊雛雌装旧事・．

　　件の結節・・3年同蹴で27％減少したことに臆した・実数でみる之凍南ア源輝興唯．

織峯総々襟総噸繋マ10轡警蛭藻響轡’
　　　瀬9ヌ・バーは・マラ・力帯1・おや・てタグやバプの縄即欄1ζ縮醜身雌蝉求

誇れた沙目近腺件につ・・て蜘総を抱いた・麟員会は・・かか碑劣蛎心際：俳鞭
　　るとともに・沿岸国繭に対して・このような犯罪を防ぐたあに・陸キ野上ρ勘で：ゆ即か

　　つ効果的な対策を取るよう要請するものである。

　　　SNEごは、2004年7月20日にインドネシア、マレーシア、シンガポニルの滑滑3力国ゐ海軍⇒梅津
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　　．対策のため、、連携態勢による海峡パトロール協定を締結したことを歓迎した。また、東京で開催さ

　　れたアジア16力函・地域会合において、アジア地域における海賊・武装強盗事件に関する新たな情

　　報共有センターの主催者としてシンガポールが指名されたことを支持した。さらに本委員会は、最

　　近開催された夏MO理事会が、マラッカ・シンガポール海峡における航行安全、保安および環境保護

　　隔年策を検討するために、ハイレびル会合g開催（2005年7月、ジャカルタにおいて開催予定）を

　　．賦払したととに歓迎め意を表明した。

　○海事保安’

　　　SNECは、船舶および港湾施設の国際保安コード（ISPSコード）の履行に関連し、種々の問題点

　　が12月のIMO海上安全委員会（MSC）の場で提起されることに注目し｛さらにそれら問題点の多く

　　が、とISPSコζドで要求される事項の解釈や適用に関するもめであることに留意した。また、海事保

　　安を．促進するためめより効果的な方策は、協力関係と規則の共通理解を通じて行われるものと考え

　　る。6NRCは、船舶の運航を阻害した．り、船員にさらなる負担を強いたりすることなく海事保安を強

　　：化するた齢1ζド、全てρ関係者が互いに協調して対応するよう1要請するもg）であるρ・

◎唖ク・卑：画アおよびタ功一の安全問題：．

　　・1奉委立会｝ま、IACS　g）Jolnt　Tanker　Pr（オectおよびJoint　Bul琴er　Pr（オectによって作成され、パブリッ

　　1客・戸矛ン、トを求め：られて験る船体の華通構造規則（CS卑）．案についr検討を行った。

　　、・1杢i琴重患唾v200：5年7月1『同規則力1最：終化される前に・」毎運業界≒オープンかつ広範な協議の場

　　一を持つタうIIA¢Sに要請するもので南る・

　　　翠sN騨・岬餌9に、やて病中のブ→レ’ベース路、㌣ダづと撃「生を持つ必要

　∫こζ｝む石油／タ・力臨界の船舶の運航潰易パタ㌣波全対策くな棚事業発展にと・て

　　梅壷琴絃る蘇ρ騨から・r韓員会のメンバ出盛か船主と運航者がより効率的な

嬉憲駕ヒ噸船1畔鰍噸粥騨理●整備一二
　　　、戸神融業・両論雨脚安繭紬噸嚇無⑳聯用国が軽済白幡任を賄

君隷膿誰議．・かし一榊聯・。て取・扱・れるこ・糧

望鷺垂藷欝S脚搾船内に鳩そ即自騨局に脚見解を伝え

、財箏騨関鱒」7糊P。LAh・e・W
　　、∫5N君ρはgOq5年5月にM今RPOLAnnexVrが発効する、こと～またユ年上に硫黄分排出規制海域GECA）

　　㌃奉条眠薬1む、1船舶からの排ガろの劇減おタび排妻権取引φスキ「ムにつ㌣て議論し1留倶した。

5㌶本委員会は、シンガポ㌫ルにおいでS画Eご第11回申問会合を開催したSSA．に謝意を表した。
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思川W5糊EW5翻蹉W5鑓置W5韓騨》§糠羅騨蕊複縷騨蕪

　N「㌧ブ㌣！勢一＝｛∫臨．鳳iざ；ラ　・：ξ〆礼rξアr．’・：7石τ：三〕パぐ’1二γ望ジ

　船員に関する共通議題についてアジアの船主間で活発な意見交換

　一アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第10回中間会合の模様一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟三熱譜甑論、．藩鼠論仙幽。〔無二誕薫空言翫

　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会の第10

回中間会合が、ユユ月30日ジャカルタにおいてイン

ドネシア船主協会の主催により開催された。

　会合には中国、香港、台湾、シンガポールをは

じめ9力国の船主協会から31名が参加し、中国賢

覧のLi　Shan　Min議長およびASEAN船協のCarlos

Salinas副議長の下、船員に関する共通議題につい

て活発な意見交換が行われた。日本からは商船三

井の頼成船舶部長と事務局より高橋船員対策室長

が出席した。

　会合に先立つ11月29日には国際海運連盟（ISF）と

ASFによる共同セミナーが開催され、　ILO海事統合

条約およびlntemaUonal　Bargaining　Forum（IBF＊）

について当委員会の副議長でもあるSalinas氏から

講演があり、その後の質疑応答も交えて参加メンバ

ーはこのテーマの重要性についての理解を深めた。

　30日の本会合では日本からIBF交渉についての

これまでの経緯や外国人船員問題に関する当協会

と国際船員労務協会の役割等を報告し、参加メン

バーの理解を得た。また、外国人船員の賃金を大

幅に引き上げる動きに対して、もしそのようなこ

とになればアジア船主の利益が損な．われるばかり

か、アジア各国の自国籍船の船員賃金へも波及す

ることになり、ひいてはアジアの船員の雇用の不

安定化につながる懸念が大いにあると日本から問

題提起し、メンバー全員がこの動きに反対してい

くことで意見の一致を見た。

　その他、ILO海事統合条約、船員の身分証明、船

員の教育訓練、海事保安問題等についての検討を

行い、船員委員会としての意見を取り纏めて別紙

の共同宣言（【資料】参照）として採択した。

　なお、次回の第！1回中間会合は来年秋に中国の

武漢において開催される予定である。

　＊IBF；国際団体交渉協議会。2003年5月に1TF（国際運

　輸労連〉とIMEC（国際海事使用者委員会）およびIM－

　MAγ（国際船員労務協会）が合意して設立された。　IBF

　に参加する船主が運航する船舶に乗組む船員の労働条

　件を交渉する。

　　　　　　　　　　　　　　　（船員対策室）

ざ【資料L

、ASF船員委鼻会第lo肉中間会合’

．糊騨『1薇胆、

　≧ア鍔ア船羊ブオ÷ラム（AS亘》三帰委二会の第10甲中聞会議｝綿φb4年11月3Q日、ll、イ1ンド率》アφ鑓雫、カ∴．

燈曙鵜難燃ζ㌶r磐讐1轡r響：∵騨委墜話1熊
川鱗；は沖臥香港旧宅台即AS聯齢よびイ・．ドネシア・マ・一シア・マ4リピ～◎．

ン1輝一ル溶けゆ代夢岬細別二三み）ど二階し衝当肇国今嫉零㌘然

灘耀三朔響轡岬岬1∵轡τ轡甲弊弊轡や？マ
講長で効フィ別皿螂生野A）飯野南る煙・ス．サリナス、昂の励を歓，1・脚日

の午前｝ILO海事統合条約の進捗状況に関するセミナーが開催された。本会合はこのようなセミナーは有

益かつ生産的であり、アジアの癖運業界がILOの難展や他の船員に関する重要問題に関する認識を更新

するためにも非常に役立つものであると考えるb．．
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　当委員会は、瓦0海事統合条約の進捗状況について検討し、この新しい条約は意義があり、且つ現実的

であることが重要であり、全ての国が批准できる基準となることが重要であると考える。

　、当会議は、各国政府が積極的且つ公正さをもって、条約策定に関わり、自ら進んで批准し得るような

条約どすることを主張した。当会議は∴9月にジュネーブで開催され統合条約につき詳細な検討が行な

われ蓼IL・戦闘聴職議に今SFメ・・ミーが簾的に参加したことに留意した・

　当委員会は、世界のなかで大多数の船員を訓練し供給しているアジア諸国の強い要望や関心を反映す

ることを目的として2005年に開催される特別会議および2006年の海事総会へより多くのASFメンバーが

参加することを奨励した。

　当事興会1ホISPSコードが海上保安に欠かせないものとの理解がなされた時に、船員が潜在的な脅威

堺な趣その蘇とし礪牲と馳て・｝μζについ鍾木な齢を有している・

当選｝塘噸縛弊関レ船員カミ犯署扱いされかる卓について・それが松平であるばかり

．騨界が熟榊即関聯臥τ・’る時に生じているとの考えを示した・

一華献1ゆイ1些吟向聯区今力郷rおける轍に伴なう舟合員の公正な扱いに騨手引き書策

励働き轡濫衝、
半鱒は・メ、ンバr嗣駆．多照府と本件臓り櫛よう促した・

・鱗章雑纈？聯死：に即る）保轍び遺押鯛題に関するIM・／IL・翻朝齢酢
業塑ヲ刎続く醐に髄：し齢即題について鰍者の確認と調整を支継るため略メンバー

嘩ゆ卯問題に町構髄糊すうこと酬要と考えるr

給齢斥酵ゆ鯛鯵ρ確められ嬢全醐基準について協議をし洛墨型蝋礫

生ずる問題解決のための欧州での努力について留意した。当会議は米国がクルーリス．トビザを廃止する

『と爾決定およ閉麟員炉ヤ1典取得ρたや岬人的に米国領事館に出頭することを主張していることに対し

Σ鷲轡議はこ轡メ吻有鮒LO騨擬している国1こ否鋤印判

　当会議ばぐアジア0昌々が1．上陸や本船への交通のためる入国を容易にするため、新しいILO185条約

に基づく身牙証明を受け入れることを米国や他の当局1『対し奨励することを訴えた。

　当委員会は、‘船員の雇用条件に関する最近の交渉問題の進捗状況につき協議し留意したP当委員会は、

アジア船主の鱗お播アジ禰員め騨環境の購ζい野地から・現在およ捌寺来の船員の労働環

境犀ぴ福利9発畢に関するアジア船主の声牽糾合することが：重要であることを理解した・

当翠会は・瀬嘩瞭件瞬輝の蛎群お羅繍状況に船・働であるべきであり・ま
た、雇用者と船員供給国の船員の代表との交渉を通じで決定されるべきである事を改めて強調した。

　当委員会は、現在外航海運に従事するアジア船員の年齢四駅および員数について全A6Fメンバーにお

ける調査が昨年の中間会合で実施さ．れた．ことに留意した。∴

撚欝欝r｝1轡自国痛1騨郷瑚口し㈹ζ轡士にやて
士官候野選聯の不足・稚者蜘理および貝零細の不足によりアジアにおける．自国瀬の平均

年齢旨旨齢化の傾向にある。当会議は）各地1とおいて、若者が船員としてのキャ．リアについて考える意

識め高揚を図ることに関するメンバーあ努力に留意し、そのような地域においで新しく士官候補生が増

ぜんきょうp802004麟17



醐EW5閥EW5羅W5糀W5鰯W§ぎ　羅鵬騰灘糀

迦癩向熱る・と廟鮒嚇れ々・当会議は1鯛に塘で離さμた岬隠詞サプ抑鴎
、瀬締およ岬㈱・弄る耀業界が取り組解き・6つの議騨ついて駄な晦を以・貿嘩界1：：

瑠愈偽当会謬は岬灘蟹圃ア：ジア木平洋駆海影回1織関七会謹）規嘩鴫1
　（海事教育訓練機関）がアジアρ上縁職員の肇晟を支援するために協調脅繹目すべぎご．どを考慮した6、

当琴員会は・第・・回噸会髄…5年秋武鑑にr開概た・～旨の中国鵬窪し雌聯し牽・・「当1・

委員会は、、ジ瞳カルタにおいて第10回中間会合を主催したイン、ドネシア船協に対し感謬φ意を表咀し撮

犠議燦内外情報＼幽魂

　船員職業安定法は2004年の通常国会において改

正（主な改正点は船員派遣事業の許可）され、2005

年4月1日施行に向けて現在細目についての検討

が進められているところである。（平成16年法律第

7ユ一等）

【資料】船員派遣事業の適正な運営を確保するチェック方法

1．船員派遣事業の許可等

　　　　　　　　　〈申講〉
　「．申請書類一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・

　1・船員派遣事業許可申請書　　　　　　　　　　　1

　戸船員派遣事業計画書　　　　　　　　　　　　　；
　レ財務諸表、納税証明書等財産的基礎に関する書類　I

lll：諜繋船、係わる能力を諦。書翻1：

脚固焔翫適正に晒するための規程　等疑・

　　　　　　　譲総藻・

　今回の改正は、一定の基準を満たす事業者が船

員派遣元事業者としての許可を受け、常用雇用す

る船員を船員派遣先事業者の船舶へ派遣する事業

を営むことを可能にするものであり、この船員派

遣事業制度の創設により、これまで日本籍船舶を

所有しない若しくは裸傭船もしない事業者に雇用

される日本人船員に対し船員保険が適用されなか

った問題が解決する見通しとなっていることから、

その制度の詳細・動向については大いに注目され

ている。

　新制度における船員派遣元事業者としての「許

可」については、【資料】の「1．船員派遣事業の

3．船員派遣事業等に係わる申告等の制度フロー図

　

樗灘韻
1求職申込者
1船員募集に応じた船員1

i違麟に係わる申告

地　方運　輸局
（運航労務管理官等）

　その他の者

　　違反事実に係わる情報提供

「

　　報告

示指

度制くづ基に令法は「
一

「
－

　　　　　　許　可
事業所毎に許可証の交付→事業所毎に掲示

立入検査等

行政指導
行政処分
　・改善命令
　・事業停止命令
　・許可の取消　等

1一　＿　一　＿　＿　一　＿　一　＿　一　＿　r　一　＿　＿　＿　一　一　一　，
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許可等」にある審査に基づき実施され、「確認」に

ついては、本船での雇入れ公認作業において「2．

実際に船員が派遣される場合の船員法手続きを通

したチェック」のスキームに基づき実施される予

定である。

　更に、「監督」については、「3．船員派遣事業等

に係る申告等の制度フロー図」に示される様な申

告制度を設け、運輸局の船員労務官に立入り検査

などの権限を付与し強化される。

　現在、国土交通省は官労使の意見を調整の上、

通達等の詳細規定の作成に臨んでおり、当協会と

しては早期実現への協力および船社の意見の反映

に務めている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（船員対策室）

2実際に船員が派遣される場合の船員法手続きを通したチェック

○雇入契約の公認（届出）申請

・一一一一一一一 q必要書類〉一一一一一一一一・

1・公認申請書　　　　　　　　［　船員法
卜海員名簿　　　　　　　　　　　，　　労働条件　　　　明示
1・ D員手帳　　　　　　　　　　　I
l・海技免状等の資格証明書　　　　　［

i．クルー，スト　　…韻
1

・派遣契約の内容を記した書類等

職業安定法

就業条件

派遣される
　船　員

明示
＿　一　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　一　巴　一　一　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　　」

錨鞭議
巾
ド
ト講

「一一一一＿．＿一一一一＿一一一一一一一一〈運輸局等の窓口〉一一一一一一一　　一一一胴一一一一一　一一一一1

旨クルーリスト、資格証明書留により乗組み定員の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　：

［・派遣契約の内容と派遣される船舶、職務等を、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
1　　海員名簿　、船員手帳　、クルーリスト　と照倉。　　　　　　　　　　　　　　　　11

＿一
Q＿一＿一　＿＿＿＿＿一＿　　＿＿＿＿一＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一＿一＿一一一＿＿＿＿＿＿＿」

□

派遣船員であることが明記された海員名簿、船員手帳、クルーリストを船内へ備置き等

○船員労働官による監歪

　船員法等に基づく立入検査の際に、海員名簿、船員手帳、クルーリスト等により、派遣契約に準拠した就労実態と

　なっているが否かを確認。

　　　疑義がある場合

運輸局の船員労政課等船員職業安定法の事務担当部署に通報

　　　舗蒙．

船員労政課等の職員が船舶、事業場に船員職業安定法に基づく立入検査を実施
（必要に応じ、指導・勧告・改善命令等の措置）

論法の改正作業進む

　船員法は船員職業安定法と同じく2004年の通常

国会において改正され、2005年4月1日に施行さ

一改正により時間外労働に関する労使協定の締結が必要一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滞熱讃隔日乱瀟翫識、講妻輪諺駄譲鉱属銀．諺ぬ漉魁、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れる予定となっており、船員法施行規則について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も、一部改正され12月中に公布される。

せんぎょうDεc2004蔭19
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　改正前の船員法では「臨時の必要がある場合の

時間外労働」を労働時間の上限なしで認めていた

が、改正後は「（安全のための）臨時の必要がある

場合の時間外労働」と「労使協定による時間外労

働」に定義分けし、「（安全のための）臨時の必要が

ある場合の時間外労働」については労働時間の上

限はないが、「労使協定による時聞外労働」と時問

内労働の総労働時間は、ILO　180号条約に規定され

ているユ日当たりユ4時間、ユ週当たり72時間の規

制が取り入れられ、上限が設けられることとなる。

　この「労使協定による時間外労働」を実施させ

るにあたっては、新たに時間外労働に関する協定

書を締結し、行政官庁に届け出ることが求められ

るQ

　国土交通省では早期の届出が望ましいとの判断

から施行日前であっても届け出ることができると

しており、届出の手続き等および協定書で定める

時間外労働の具体的事由等については、必要な通

達を発出するとしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　（船員対策室）

【資料】労使協定による時間外労働の制度が設けられたことに伴う協定に

　　　記載すべき事項等（船員法施行規則第42条の9の2関係）

（改正前）

　時間内労働
（1日8時間まで）

臨時の必要がある場合のみ

時間外労働可能・

「

上限なし

窓舞

上限なし
（改正後）

　時間内労働．

（1日B時間まで）

（安全のための）・．臨時の必要、

競

購
灘

卵
躍

歎
窺

一
譲
墾
載

嚢
襲
嚢

マ
ヒ
お
　
　
　
　
び

難
．
磯

　
撒

上限1

1日14時間
週72時間
を設ける

協定を締結すれば、臨時
の必要がある場合以外で

も時間外労働が可能

協定書記載事項

・時間外労働をさせる必要がある具体的理由

・対象となる海員の職務及び員数

・作業の種類

・労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる

期間及び時間数の限度並びに遵守させるための措置

有効期間を定める
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海運関係分野の規制改革要望を提出
一τ6年11月集中受付月閲での要

　政府は、規制改革については年2回（6月およ

び11月）の集中受付月間を設け幅広く要望を受け

付けており、当協会はこれら機会を利用しながら

会員各社からの意見・要望を取りまとめ対応して

いる。

　16年度6月の集中受付月間に際しては、昨年度

までの要望事項の進捗状況、および会員への意見

照会の結果等を踏まえ、10項目からなる要望を内

閣府規制改革・民間開放推進室（以下、「民間開放

推進室」）に提出し、1項目（ねずみ族駆除免除検査

証書の有効期間の延長）について実現を見た（本

誌2004年10月号P．14参照）。

　16年11月集中受付月間への対応については、上

記6月受付月間の結果等を踏まえ、11月16日、以

下7項目からなる要望を民間開放推進室に提出し

た（【資料】参照）。

　1．港湾関係諸税ならびに諸料金の適正化

配属＿
王
　　　　　　　　　浦島ウ織熱、。讃甑国訴藤㍊轟、蕊話μ臨暴一一芒、認藁、

2．外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化

3．港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化

4，日本籍船でのカジノの自由化

5，解撤等のために輸出される船舶のバーゼル

　法に基づく輸出手続きの廃止

6．内航輸送用トレーラー・シャーシの車検制

　度の緩和

7．内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫に

　関する規定の見直し

　本要望については、民間開放推進室と関係省庁

間で所要の調整が行われ、来年2月頃までには結

論が得られる予定である。

　なお、進捗状況については、以下ホームページ

にて随時公開されている。

　http：ノ／www．kisei・kaikaku，gojp／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）

【資料1全国規制改革・民間開放要望書（H16年11月） 日本船主協会

要望

ﾔ号

要望事項
i學生名）

具　体　的

v望内容
具体的事業の

ﾀ施内容
要　　　望　　　理’　由 根拠法令等 制度の

滑ﾇ官庁

「 港湾関係 港湾関係諸税（と 外航船はわが国港湾への入港毎に港湾関係諸税である「と とん税法第1 財務省、総

諸税なら ん税，特別とん税． ん税」，「特別とん税」、「固定資産税」（固定資産税は日本籍 条、特別とん 務省、国土

びに諸料 船舶固定資産税） 船のみに負荷）を負担している。このうち、とん税は諸外 税法第1条、 交通省等

金の適正 並びに諸料金（入

凡“
国ではその徴収目的が港湾の維持・改修費用など使途が明 地方税法3B9

化 港料、公共岸壁使 確であるが、わが国では、一般財源に繰り入れられ、目的 条、港湾法第

用料等）の徴収の も使途も不明確である。また、わが国において、例えば神 照条2項等
目的ならびに考え 戸港・名古屋港・東京港の3港に外航船が入港する場合、

方を明確にした上

ﾅ、諸外国と同等
F　囁、

それら3港全てでとん税が都度徴収されるが、米国などに
ｨいては、とん税の徴収は最初に寄港した港のみで、次港

となるよう制度の 以降は徴収されていない。さらに、「入港料」などの港湾諸

適正化を図ること。 料金も負担しており、港湾入港に伴う経費は著しく割高で、
1　・、石

　　F，g F「　　　遭
@　　－

、わが国港湾の国際競争力喪失の一因となっているので、』徴

「 収の目的ならびに考え方を整理し、諸外国と水準が同等と

なるよう綱度を適正にすべきである。

2 外貿埠頭 原価主義に基づぐ 外貿埠頭公社にお 昭和55年12月16日の港湾審議会答申では外貿埠頭公団の業務 外貿埠頭公団 国止交通省

公社の埠 料金の妥当性の検 ける岸壁等の貸付 の移管に関して、『……外貿埠頭の管理運営という公共的か の解散及び業

頭等貸付 ：証及び、囁荷動きの 斜の額は減価償却ぺ つ国家的に重要な業務を行うものであるので前述の通りこ 務承継に関す

料の適正 実態や公共埠頭料 修繕費、’管理費、 れを適切かつ確実に運営していくことが出来るような財団 る法律施行規

化 金との格差等を勘． 災害復旧引当金、 法入を国が指定するとともに、指定された財団法人に対し 則第5条第1
印したぐより弾力， 貸倒引当金、支払 ても法人の指定に伴う通常の監督のほか、国の海運政策及 項

的で国際競争力の 利息等の費用額の び港湾政策との整合性の取れた外貿埠頭の整備及び質地が

ある料金設定を可 合計を基準とし、 行われるよう国の監督措置が必要となる。たとえば、貸付

、能とすること かっ、岸壁等に係 料の適正な水準の確保、外貿埠頭施設の処分などの制限、

囁早
る覆鉢埠頭の建設・ 需給バランスと港湾問の機能分担を考慮した外貿埠頭の整

に要した資金の償 備などの為の措置が挙げられる。1とした。国はこの答弁を

還を考慮してぺ埠 充分尊重し、原価主義に基づく料金の妥当牲の検証、及び
F　、P 頭公社が定めてい 荷動きの実態や公共埠頭料金との格差等も充分勘案、弾力

る。 的で国際競争力を有する料金設定とするように各埠頭公社

を指導すべぎである。
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要望
^
番
号

要望事項
k事頂名）

具　体　的

v望内容
具体的事業の

ﾀ施内容
要　　　望　　　理　　　由 根拠法令等 制度の

滑ﾇ官庁

3 港湾・輸 全ての港湾輸出 200巳年7月23日よD輸出入・港湾諸手続のシングルウィンド 関税法、港湾 国土交通省、

出入手続 入関連手続を対象 ウ化が関係省庁により実現されてはいるが、実態は各種甲 法、出入国管 財務省、法

ぎ等の一 として、申講の必 請・手続の見直しや簡素化がなされず、単に既存のシステ 理及び難民認 務省、厚生

層の簡素 要性が失われたも ムが接続されただけのものであるため、利便性の向上には 定法等 労働省、儂

化 の、申請の中で削 結びついていない。従って、全ての関連手続を対象として、 林水産省、

除できる項且さ 申請の必要性が失われたもの、申講の中で削除でぎるも項 地方自治体

らに省庁間に共通 目、更に省庁間に共通する項目の標準化、統一化できるも 等　　　F
する項目の標準化、 のを抽出した上で、申請手続きを徹底的に削減・簡素化す

統一化でをるもの ることを要望する。

を抽出した上で、

申請手続を徹底的

に削減・簡素化す ￥

るよう要望する。

4 日本籍船 日本籍船では現行 国民への健全な娯楽を提供し、クルーズ客船事業の振興を 刑法第185条、 警察庁、法

でのカジ 刑法が適用される 図るため、日本籍船でのカジノの自由化を行うこと。 186条 務省囁

ノの自由 ため、公海上であ

化 ってもカジノが禁

止されているが、

カジノの運営が非

合法とならないよ F

う所用の法整備を

行う。
遣

5 解撤等の 現在「特定有害物 バーゼル条約を船舶に適用した場合、廃棄物と何ら関係の バーゼル法第 環境省、鰹

ために輸 愚盲の輸出入等の ない「寄港国」が「輸出厨」になるほか、安全運航に必要な船 2条第｝項、 済産業省、

出される 規制に関する法律」 舶の構造や設備機器から有害物質の除去を求められる可能 輸出貿易管理 国土交通圏

船舶のバ （以下、バーゼル 性があるなど多くの実行・実効上の問題が生じる。このた 令別表第2の

一ゼル法 法）を所管する各 めバーゼル条約締約国会議（COP）では同条約の規定を船 35の2、パー
「

に基づく 省庁は、平成11年 舶に適用することについては明確な結論を出しておらず、 ゼル法第4条

輸出手続 5月の通達により、 げ 今後国際海事機関、国際労働機関と協調しつつ環境上適切 第順、外国囁叫 凡　＝

きの廃止 解撤等を目的とし な船舶解撤のための現実的な解決策を検討することとして 為替及び外国

た日本籍船の輸出 いる。本年10月下旬に開催されたCOP　7についても、同条 貿易法第48条 嘔　　’

について当該船舶 二二事務局1ま閂The　Secret臼riat　of　the　Basel　Corlv臼ntbn 第3項、関税

がアスベスト等の wishes　to　stress　that，　at　present，　whlle　indlvidual ’法螺6ア条、お
F　　　　　　　　監

有害廃棄物を含む countriescanmaketheirowndisposltionsunderna一 よび関係通達

場合、輸出申請等 tiona日aw，　COP7did　not　adopt　a　iegatly　binding　de一
ニヒF

の手続ぎが必要と cislon　requlrlng　the163Parties　to　the　Basel　Convenマ 　　　　　囁“G　・ 　　　昼　　痔早　“内

している。このバ tion　to　co口trol　the　exPort　of　shiPs　under　the　terms F
冗

一ゼル法に基づい of　the　Conventbn　and　to　prDh｝bit　exports　wltぬeut ‘　　　　　　　　ヒ疋　ピ

FγP　　戸

た輸出申請等手続 、

the　oonsent　of　recipient　countries．”との異例のコメ

きの廃止を要望す ントを同条約ウェブサイトで公表している。このような状

る。 況下、多くの国が慎重な対応をとる中、わが国では、平成
、

遣

U年5月の通達により同条約の日本籍船への適用を決定し
ト

石

ており、実質的に同回船の解撤目的での輸出が困難となつ

ている。従って，日本籍船につきまとうこのハンディキャ 遣

ップを除去し円滑な解撒を確保するために、同通達の廃止
、

」

を求める。

6 内航輸送 内航輸送用のトレ 内航輸送用のトレーラー・シャーシに対する目動車検査証 道路運送車両 国土交通省

用トレー 一ラー・シャーシ の有効期限は、毎日陸上輸送している一般のトラック同様 法第61条（自

ラー・シ に対する車検制度 1年である。主に海上輸送用であるトレーラ門・シャーシ 動車検董証の

ヤーシの を現行の1年から は、本船船内または港頭地区駐車場に停車している状態が 有効期限プ囁
馬

車検制度 3年にする。また、 長く、陸上走行距離が短いものとなっている。また、シヤ

の緩和 国選交通省では， 一シ自体は動力を持たず、トレーラー（ヘッド）に牽引さ “

平成16年度中に安 れるだけである。このような使用実態に即し、内航輸送用

全確保、環境保全、 のトレーラー・シャーシに対する車検制度を現行の1年か

技徳進歩の面から ら3年にすべきである。

有効期間の延長を
‘

判断する調査を実

施することとなつ

ているが、これを

早急に取りまとめ、

その結果に基づき

所要の措置を講じ

られたい。
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要望

ﾔ号

要望事項
A（事項名）

具　体　的

v望内容．
具体的事業の

ﾀ施内容
要　　　望　　　理　　　由 根拠法令等 制度の

滑ﾇ官庁

7臼 、内航輸送 内航輸送用シャー 自動車の保有者は車庫法により保管場所を確保しなくては 車庫法第3条、 国土交通省、

用トレ7 シ運用上において 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ﾈらないが、海上輸送用トレーラー・シャーシについても 貨物自動車運 警察庁

ラー・、シ はこ登録用車庫罐 一般のトラック同様、同法が適用されている。しかし，内、 送事業法第4

．ヤーシの ’保の負担が所有ぎ 航輸送用シャーシの車庫の利用実態は、船内及び港頭地区 条

車庫に聞 に強いられる一方、 の駐車場に限られ、かつ運用上常時海上輸送のものもある。

する規足 その車庫はほとん トレーラーベッド、しシャーシ夫々1台ずつの車庫取得に加

の見直し ど利用されておら・ え（港頭地区におけるヤードの確保が仕出し地／仕向け地

ゑ現在の規制は 三方で必要となり、． ﾀ質取扱いトレーラー・シャーシの約
、、「 利用実態にそぐわ 4倍の車庫の確保が必要となる。このため、内航輸送用に

ン．

ない。．ため、内航

A送用シャーシに

利用されるシャーシについては、’利用実態に合ぜて車庫に

ﾖする規制を見直し、車庫一台のスペースで複数台数登録

「r

ついては、車庫一 できるようにすべきである。

台のズペニスで複

数台登録できるよ．

　ト｡、’

@　ト　「「　、
．証碑聯

F、

第二船籍制度創設に向け、3回目の特区提案を提出
一2004年11月、第6次構造改革特区提案一

　2004年11月17日、当協会は愛媛県今治市と共同で

「わが国外航商船の第二船旧制度の創設」に関す

る3回目の構造改革特区提案を内閣官房構造改革

特区推進室に提出した（【資料】参照）。

　本件については、これまで担当省庁である国土

交通圏は、特区対応は不可とする一方で「外航海

運政策推進検討会議」においてこの問題を検討す

るとの回答をおこなってきているが、当協会は、

同検討会議における議論に積極的に参加するとと

　　　　　　　　廉論㍉，麟蕊、礁識M論滋識。魚魚轟漁

もに、特区を通じても第二船籍制度創設の可能性

を模索することとし、今回当協会として3回目（今

治市との共同提案は2回目）の提案をおこなった

ものである。

　今後本件は、特区推進室と国土交通省との間で

検討が行われ、05年1月から2月にかけて結論が

出されるものと見込まれている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）

、【資料｝し、・

．3・提琴麟

1暖；略糊鱒畔斌μ1わゆる月本人纈聯要件の醗

、日陰櫛船噸するゆ軽：晦蝿聯要件・醗およ．猷夕岬岬員の海技資解三三

現行制度みもとで（ρ．日本籍船が、舶員配乗要件・船舶設備／検査要件・税制の3点を主とする高コスト

せんぎょう0θ02004働23



舗匿WS輔匿WS翻髭WS築羅W蕊塗羅脚§§1ξ・礪轡聾　難轡轟

要因によ・て画譜勃が大幅に劣るため・．躰の外購齢三七翠・ノ曲解酬r騨を置

籍せざるを得ない概ζな・ているからで軸し魁ながら・rうし桝困三脚場合鐸鞭鯵

副のお腺ている三三治・社会唐勢磯回剰ざる鵡ない酵から1躰騨！・比畔瞭
定性に劣るとと忌め菰さらに何らカ〕畔三態醗制ても四四二巴欝勲嘩鞍蘇

とはなり得ないためギわ岬にとρて購㌻海際油壷力を一廓騨招電開が擁拷え1

られる・躰籍船が三三並み媚臓争力を回すれば満引にとって脚白保鉢齢噸で動

勲高い躰籍縮向が強まるこ婦確実であり嫡た旧構船嚥少を防止ず礁灘講ずるζ≒．

は・・996年の第・3・歯髄今において鯵薩で擬され斥「祉運送法9郷鱒虚語脚；対

する騰決議」（鮒1および2参照）噂話に訴訟ること融勧で澗：脚ζ鱒1．騨を魅ξ

した論調集積が繊さ二二外航船主が・・嘩近い郷言論醗を噸保麓砂髄謡本
船主協会は・日本籍外航商舶を対象に以下3点を実現し・今治市を船籍港とずる新たな熊本麟籍卸度（第

二船籍制度）を創設し、．わが国商船隊に占める日本二二の比率を増加することと㌻たレも、、、

　①．：日本籍舶に対するいれゆる日盛木船員配乗琴件を改廃する『と。

②す1轡特纏麟轄件㌣売血に際し嘩騨お騨1隅群鰍

　③新造外航商船に関わる登録免許税を外国籍山並みとし、かつ外航二心に幽すや圃牢無産税脅廃止

　　するこ1と・なお・鵬の姻騨の日糟二合へ・辮rつい・嬬rれを記する画論瞬

　　制度創設後5年間は登録免許税を非課税とすること。、

これら3点の実現を目指すにあたり、税財政措潭にかかわるものは醤区とレr取り扱やな野ζ二ζ．ζ盗聴

ているため・蘇から③についマま特区縣を行・てきていな勉た力詠第論叢鶏姦鯉・

②についても提案に盛り霞まず、．今回は（動「日本籍外航簡艦に対するド・わゆる招喬木鮒月醇乗要件爾i警

廃」のみに絞り込んだ提案を行う・ととした・これは・．． 謔T次提案征す姻‡交融鰹畔l！（⑫

とも特区として対応不可とするもの）以階われた三省と融合主協今との折藩中で＠鱒熊笹

・検螢件につい・は四這鍍の欄緩和醐旧きる賭弓られたため罷り滞醗案幣
つかけとする同省の本件に対する前向きな取り屈み姿勢を評価したためであ．る。、

また今治市は・…5年・．月の今治・縮地域12市嗣餅を搬国土交瀦に罪源τ吹P騨肺．

構艦齢業」が酷の2・・4年度「広域連携による論難網形雌二業」備助対象既定削、

れた・と説け・近・「論者陥創造嗣委章会を設立して騨・造篠の滋藤温熱駅◎
規制緩和の方向性を検温することとしている。今治市とpては｝本特区提案を地域再生（ρ有効タ手段◎・、

ひとつとしても位臨けており．旧輸主協会と点しで今治市を拶鱗；船籍制憲謬論港と恥．

創面の地元造船業との相納果によ・て堺でも類柳ない噺”今治海事者曇霞を端鮮帯・

としたい。

添付1　　　　　　　　海上運送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衆議院運輸委員会、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成8年6月5日空

　近年の急激な．円高の進行等により我が国外航海運の国際競争力が低下した結果、日本船舶及び日本人

船員の数は急激に減少し、深刻な事態に立ち至っている。我が国にとって安定的な国際海上輸送ヵを確

保することは、海洋国家として不可欠な重要課題であり、政府は早急に次の事項につき措置を講ずべき．
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である。

1　日本船舶と日本入船員の減少を防止するためには、我が国外航海運の全体的な基盤強化が急務であ

　り．・政府は関係者に一層の努力を求めるとともに・国際韓争力鯵隼ρため『）布勲存目箪奮判ずうll二と。、

1畑田哩即舌．・繍蝋型制海上鞘・繍る安全性と郷の蘇晦洋脚隅瓦の

総建課員の遊技鱗rも落丁い1こ1が必要でlll燃や醗峰1

添輿添，、　海上騨の一部を改耳する辮韓寸マる鵬灘♂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、藷葦警野

幌中筋激な驕の進駐貼り我が酬航騎西騨勧輯下し1婦果・：β国母眼㌍駄

輝轡騨野外・澗蝉態垂r立ち至・回漕岬惚F琴牢糊騨輸勲特

　2002年11月にスペイン沖で発生したプレスティ

ージ号油濁事故を受けて、2003年12月のIMO第50

回海洋環境保護委員会（MEPC50＞においてシング

ルハルタンカー（SHT）のフェーズアウトを定める

MARPOL条約改正が採択された。同改正では、

5，000DWT以上のSHTの最終使用期限が2015年か

ら2010年に前倒しされたが、船体評価検査（CAS）

で状態が良好とされたSHTについては旗国の裁量

により船齢25年または2015年のいずれか早い日ま

での使用延長を認められることとなった（寄港国

は2010年以降SHTの入港拒否が可能）。同改正は2005

年4月に発効することから、国土交通省海事局は

それに対応した国内ルールを検討するため、海運、

石油業界、学識経験者を交えた「タンカーのダブ

ルハル化促進に関する検討会」（座長：石田育男海

事局安全基準課長。以下、検討会）を本年5月に

発足させた（本誌2004年8月号P．3参照）。

　海事局は当初2010年以降のSHTの使用を認めな

いとする方針を打出していたが、当協会および石

油連盟がわが国原油安定輸送への悪影響等につい

て強く懸念を表明したため、海事局／石油連盟／

当協会の三者により2010年時点でのVLCC輸送マ

ーケットに関する調査・分析を行った上でわが国

の方針を決めることとなった。その調査・分析に

よると、わが国石油輸入量：の2～3割を占める季

節変動要因の需要量についてはVLCCのスポット

用船で対応されているが、2010年における同用船

市場でのダブルハルタンカーの比率は1／4程度

と予測され、わが国でのSHTの使用を2010年とし

た場合、原油供給に支障を来たす惧れが大きいと

せんぎょうPθ62004㊧25



の結論に至った。（2010年におけるVLCC輸送マー

ケットについては、以下の国土交通省ホームペー

ジ参照）

　http：／／www．mlit，gojp／kaiji／tanker／tankerO4／

　01　index．h㎞1

　この結論を踏まえ海事局は、10月22日に開催し

た第4回検討会において、5，000DWT以上のSHT

については、CASに適合することを条件に、船齢

25歳または2015年における引渡し日に相当する日

のいずれか早い日までの使用を認めることとし、

改正条約発効日までに所要の国内法を整備するこ

ととなった（上記SHTのフェーズアウトを含む国

内法令の概要については【資料】参照）。これによ

り、懸案となっていたこの問題は、関係業界と国

土交通省との問にコンセンサスが成立した内容で

決着をみることとなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）

【資料】　MARPOL条約改正の国内法令化について 日本船主協会／企画調整部

、 MARPOL条約改正（2003，12） 第4回検討会での結論（診0σ4，1G．22＞

SH「「のフエー ①5、00α⊃WT以上のシングル八ルタンカー（SHT）に ①5，000DWT，以上の（SHT）については、　CASを条
ズアウト ついては、2010年の引渡日に相当する日までにフェ 件に、船齢25歳に達する日または2015年の引渡日に

（MARPOし条 一ズアウト。但し．旗国は、CA＄を条件に、船齢25 相当する臼のいずれか早い日まで運航を認めること

約附属書113G 歳に達する日密たは2015年の引渡日に相当する日の ができる

規則： ・いずれか早い日まで運航を認めることがでぎる ◎ダブルボ、トム／サイドは、船齢25歳に達する臼ま

5，0GODW↑以上 、②、．また旗国は、ダブルボトム／サイドについては、 たは2015年の引渡日に相当する日のいずれか早い日
に適用）， 船齢25歳に達する日まで運航を認めることができる。 表で運航を認めるガ　　内㌧

＄HTによる重 ①5、000DWT以上のSHTによる重質油輸送は、2005 ①51000DWT以上のSHTによる重質油輸送は、2005
質油輸送禁止 ’年4月5日以降禁止。但し、旗国は、ダブルボトム 年4月5臼以降禁止。但し、ダツルボトム／サイド

（MARPOL条 ／サイドについては船齢25歳に達する日まで、また、 ，　は船齢25歳に達する日または2015年の引渡E1に相当

約附属書113G それ以外のSHTについては一定の重質原油（※）の する日のいずれか早いまで運航を認める。．
規則： ’輸送に限り船齢25歳に達する日まで、運航を認める ②600－5，000DWTは、2008年の引渡臼に相当するE似

600DWT以上に囁 ことがでぎる。（※15℃で密度900㎏／㎡以上、945㎏ 降禁止。但し、ダブルボトム／サイドは船齢25歳に
適用） ／㎡未満の原油〉 ，達する日まで運航を認める。新造船は2005年4月5

②6DD・5，000DWTは2008年の引渡日に相当する日以
日以降ダブル八ルとするゴ　　　　　　　　段．’　　　　　　　　　　　　　　　　、了

降禁止。但し、旗国は、船齢25歳に達する臼までの ③　上記①、②について、平水区域では適用を免除す

運航を認めることができる。 る。

③　上記①②についで、旗国は内航船等の適用を免
♂

徐できる。・．　F”
、P　、・　亭　　　　　デ・㌦凡、貿F！．　　ξデ再　　　’．ド　　　　　　看

注1）5，000DWT以上のSHT（ダブルボトム／サイドを含む）は、重質油輸送に従事するものであっても13G規則が適用される。拠
　　　って13G規則で定めるフェーズアウトの対象となるほか、船齢15歳以上でGASに適合しなければならない。
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船社／荷主業界が定航海運を巡る諸問題に関し前向きに対話

一コンテナ・シッビング・フォーラムの模様一

　定航海運を巡る最近の国際晴勢や今後め需給動向につき＼日本発着の定航船社・関係荷主が対話

　を行うコンテナ・シッビング・フォーラム（主催1日本海事新聞社）が、当協会と日本荷主協会の

r協力の下、2004年11月30日に東京で開催された。冒頭、櫻井俊樹国土交通省海事局外航課長が一社問

「鞭雌法適用聯渡を巡る廻国騨に関：穿る・難脚・巖・1合柵荷主一夫

塑脚こよ聯と馴顔翻テわれた・

．理嚇纏哩酬ラインジ・パン雛聯押蜘輯舟囲輝難／欧

些タ驚騨吻ト鰍していや丁丁の現零丁東麟航路におけや2005年の

警轡1轡㌣1岬響町の騨縛めるよ騨㌔＿，

▲賊デが吸ゆゲ7：オ．』ラムの灘
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’九鰯便鯵

航路を維持する

　響灘方面から東に向かって関門海峡を通過した

船が周防灘に抜ける時に通るのが、関門航路南東

水道です。

　関門航路では、水深12メートルが確保され、全

面！3メートル化が進められている段階にあり、航

行する船の喫水（最大許容喫水）．は、水先関係者

の取り決めにより11．40メートル以下とされていま

す。

　しかし南東水道地区においては、航路埋没のた

め、これまで海図に示されている最も浅い個所の

水深（最浅値）は10．3メートルとなっていました

ので、平成ユ4年以来この地区を東に航行する船の

喫水は10．0メートル以下に制限されていました。

この喫水制限による影響は大きなものとなってお

り、その早期改善が望まれていましたが、このた

び（平成玉6年9月）、この個所も最大許容喫水が他

の地区と同じ1ユ，40メートルとされることになりま

した。これは、凌漂後の測量の結果、！0．3メート

ルの個所は見受けられなくなり、海図の補正が行

われることになったためです。

　因みに、「2004日本船舶明細書」に示される1万

G／T以上の日本籍船171隻について満載喫水の分布

を見てみると、表に示すとおり、11．4メートル以

上は69隻（40％）、10メートル以上1ユ．4メートル未

満は22隻（13％）となっており、10メートル未満

は80隻（47％）でした。なお、内航許可船17隻は

すべて10メートル未満でした。

　今回の喫水制隈緩和によって恩恵を受ける可能

性のある22隻について船種を見ると、LNG＊船と

LPG＊＊船とで19隻を占めることが注目されます。

この数字はあくまでも日本籍船のみが対象ですが、

日本商船隊全体を類推してみるのも面白いのでは

ないでしょうか。また、わざわざ喫水を浅くした

り遠回りしないで航行できるようになった船も、

かなりの数になるのではないでしょうか。

　関門航路南東水道においては、常に海底の浮泥

（シルト）が航路に流入・堆積（シルテーション）

しており、毎年厚さ7cm、60万m3が堆積すると言

われています。この量をダンプで運ぶには、毎日

250台が必要になります。また、早靹瀬戸付近では

潮流が速いため、海底の砂が波打ってきて、あた

かも砂漠の砂丘のように成長して数メートルにも

およぶサンドウェーブが発生します。サンドウェ

ーブが発生すると、その成長に伴い航行船の喫水

制限が必要になってくるため、3～5年毎に濠i深

してこれを除去しなくてはなりません。因みに、

最近の喫水制限としては、平成14年6月から16年

4月までの約2年間、東航船の許容喫水が11．4メ

ートルから10．5メートルまでに制限されました。

　これらの理由から関門航路は継続して濠蝶が必

要な航路であり、船舶の交通を確保するため開発

および保全に関する工事が必要な航路として、港

湾法による「開発保全航路」に指定されています。

そしてその開発および保全は国土交通大臣が行な

い、その費用は国が負担することと規定されてお

り、関門航路事務所により航路の整備・管理が行

われています。なお、開発保全航路としては、東

京湾口、伊勢湾口、備讃瀬戸などに全国で16航路
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が指定されています。

　これら凌諜工事により発生した凌漂土のうち、

砂・レキ（小石）などの良質土は、埋立、人工海

浜の造成、海底汚泥の磨砂などに用いられていま

す。また粘土やシルトなどの軟弱土は土砂処分場

に運ばれます。平成17年度に苅田沖に開港する新

北九州空港用地は、このようにして造成されたも

のです。

　しかし、将来的に土砂処分場用水面もだんだん

不足してくることから、その対策として、分級と

いう新しい取組みが始まっています。分級とは湊

深土から良質な砂分のみを取り出す方法で、凌洪

土と水を混合させて泥水を作り、ソイルセパレー

タと呼ぶ筒状の装置に圧弔することにより、遠心

力と比重差のために砂分とシルト・粘土分とに分

離されるものです。この工法は平成14～15年度に

実用化されており、中央水道の湊深土56万m3から．

35万m3の砂が分離され、新北九州空港の工事にリ

サイクル使用されています。従って処分場に運ば

れる量は1／3強で済んだことになります。

　以上のように、今回の喫水制限の解除による効

果を考えているうちに、毎日700隻余が航行する関

門航路の重要性と、航路整備・維持管理の必要性

がいかに大きいかに改めて気付かされた次第です。

　　　　　　　　（九州地区事務局長　鈴木成男）

＊　Liquefied　Petroleum　Gas（LPG：液化石油ガス）。プ

　ロバンやブタンといった石油ガスを液化させたもの。

　輸送の際は、常圧で冷却あるいは常温で加圧（加圧

　低温もある）して液化したままLPG船で運ばれる。

＊＊Hquefied　Natural　Gas（LNG；液化天然ガス）。メタ

　　ンを主成分とする天然ガスを海上輸送のため液化さ

　せたもの。マイナス162℃の超低温で液化し、体積が

　600分の1になる天然ガスの性質を利用し、大量輸送

　を実現した，輸送の際は、超低温維持の特殊なタン

　クを持ったLNG船で運ばれる。

船種別・満載喫水別隻数
　（1万〔ンT以上の日本籍船〉

満載　喫：水（外航）
満載喫水
i内　　航）

．船　　種♂
隻．一数

@（計）． 11．4㎡以上
10．Om以上．11、4m未満

10，0m未満 10．Om未満

油　内 ’21、 、20
1
．
、

鉱　・　　　石 、　　、5・、 5

．鉱石一石炭、
5 5．

鉱石・ばら積 r　　　4． 4％

石’　　　　炭 r　　、γ 1
1

ば　．ら凱険 ．3　． 2　r
1

．自動車・RO／RO ’　　～D
12 8

石　内灰㌧　石 6 1 5．

セ　メ’ン、卜1 4 4

L　　N1∵．G． 23． 8 …4 達

L　、P　∴G ．5　、
5

コ．ン　テ　ナ 12　、 12r

客・　　　舶．－、 ’5
5

フ・エ　リ1一 ．　　　44
「

44．

特㌦：殊一船∴ 3r、 2・
1

隻＼数・：（設ジ’ 「71 69、
、含2 63 1ア

㌦％r 100・、 40、
13 37 10、

・2004日本船舶明細書による。
・外航とは内航許可船以外をいう。
・内航はすべて10m未満である。

撒
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lll聯SFシ・ビング’エコノミ・クスルビュー
黍ヨ5；1委員会（SERC）第16回中間会合が台北にて開

　、催された。（本誌2004年11月号参照）

響朧雲瓢驚攣鷲驚；霧鷺

　　枠組をとりまとめた「NOWPAP（北西太平洋

　　行動計画）地域油流出緊急時計画」のMOU

　　署名記念式典が韓国・釜山にて行われ、本格

　　的に実施されることとなった。

欝罫緊贈墜轡ζ譜鰍
驚：慰欝禦聲鱒錺ll廉

　　向けて決意を表明した。

羅OECD罐委員会（MTC）およびワ』クショ
欝1；・ツプがパリにて開催された・

濾ξ

響讐響朧倉黛重罪ノ㌫二二

　　Structural　Rules＝CSR）の発効を2006年1月1

　　日に延期することを発表した。

滋1躰と繭アジア言綱連合（ASE訓）10姻
1亥llの船員政策当局による専門家会合が東京にて

遺iα開催された。船員教育、国際海事機関（IMO）

1旦悪鳥蠣離（ILO）等における船員関係国

　　際条約をめぐる動き、その他船員政策に関わ

30鈎ぜんきょうDεσ2004

　　、る事項について、意見交換・情報交換が行わ

　　れた。

　　（関連記事P．31囲み記事参照）

譲醸交通分野における環境問題に関する国土交通

1：Eヨli省と米国環境保護庁との政策対話第1回会合

　　が、米国・ワシントンDCで開催された。海運

　　関係では、船舶からの排出ガスに関する取組

　　みやバラスト水を通じた生物種の侵入防止に

　〔関する課題について意見交換等がなされた。

灘塗i当協会とデンマーク船主協会による海運セミ

1魏ナーが棘にて開催された。

　　（P．7シッビングフラッシュ参照）

126幹SF航行安全および環境委員会（SNEC）第ユ1
差ヨli回中間会合がシンガポールにて開催された。

　　（P．13海運ニュース参照）

繊繍難謹朧叢鍵灘裏
　　授）」の第2園会合を開催し、各部門ごとの収

　　支見込や、一般制度に統合した場合に想定さ

　　れる論点などについて意見交換した。
．．　〆隅

`SF船員委員会第10回中間会合がインドネシ

　　アのジャカルタにて開催された。

　　（P．16海運ニュース参照）

麺1コンテナ・シ・ピングフ肥ラム（主催：

劇毒躰鱒新聞社脇か当協会・躰荷葡

　ヒ．会〉が東京にて開催された。

　．（P．27囲み記事参照）



日・ASEAN船員政策専門家レセプションの開催

こ9会鱒船員騨腸における日本政府とASE州諸国噸聞嘩携二化を．目駆二二
たもので、ASEAN加盟10ヶ国（ブルネイ、カンボジア、イ’ン．ドネシア、ラ’オス、マレーシア＼・ミぞ、

ンマら、．フィリピン、シンガポール、タイ．1ベトナム）が参加したげ．、　一：：　1．＼．．：・

会合糊催された・セブ・・ンには・甲土交織…脚加盟即峠騨担当者をは⑳、

馴しだ騰墨描会およ．び当協会の也四脚欝の購御名カミ雌吟
レセ㍗ヲ・ン腰当聯蘇区鈴木冨1会長（離三井会長）がろピプ碧行レ撃・E醸

．櫨国の鰻・活躍・対し・感謝の意議するとζも・・三三塘騨界全体囎を嘩

臨
翻
…

ムレセプションの様子・

茎一口
灘鍵糠

蝦 等9

麟面
γめe

l雌
▲スピーチを行なう鈴木副会長

　　　NOVザ

　　越7瞬ぎ；

　　　　　　◎、

　　　　　　er
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（11月24日　日本船主協会役員会議室にて開催）

総務委員会

1．船協組織に関する検討会

政策委員会

1．外航海運政策推進検討会議について

2．平成17年度税制改正要望について

3．規制改革要望（平成16年6月集中受付月間の

結果および同11月への対応）について

4．諸外国における外航船語間協定に対する独禁

法適用除外制度の見直しについて

5．ASFシッビング．・エコノミックス・レビコ．一

委員会（SERC）第16回中間会合の模様について

6．日本／デンマーク海運セミナーについて

港湾物流委員会

1．輸出入および港湾諸手続の簡素化に関する動

　きについて

工務委員会

1．MARPOL条約改正の国内法制化問題について

2．国際船級協会（IACS）の共通構造規則（CSR）

　について

安全環境委員会

1．IMO第52回海洋環境保護委員会（MEPC52）の

模様について

2．バーゼル条約第7回締約国会議（COP　7）の模

様について

3．東京都「船舶等による大気汚染対策検討委員

会」第2回会議の模様について

労政委員会

ユ．第3回政策フォーラムについて

2．船員保険制度について

3．ILO予備技術海事会議について

法務保険委員会

1．国際油濁補償基金第9回総会等の模様

2．IMO第89回法律委員会の模様

近海内航部会

構造改革委員会

1．港湾関連業務構造改革小委員会

2．内航活性化小委員会

3．船籍問題小委員会

1．内航活性化小委員会の検討状況について

2．船舶職業安定法・船員法の一部改正について

3．平成17年度税制改正要望について

4．冊子　内航海運組合総連合会「内航船の消え

　る日が来る」について
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㊨　油濁損害賠償保障法施行規則の一部を改正す

　　る省令（国土交通省令第94号、平成16年11月

　　8日公布、平成17年3月1日施行、一部平成

　　16年12月ユ日および平成17年4月ユ日施行）

㊨　満載喫水線規則等の一部を改正する省令（国

　　土交通省令第95号、平成16年11月24日公布、平

　　成17年1月1日施行）

⑭　海上運送事業の活性化のための船員法等の一

　　部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整

　　備に関する政令（政令第368号、平成16年11月25

　　日公布、平成17年4月1日施行）

㊥　船員職業安定法施行令（政令第369号、平成16

　　年11月25日公布、平成17年4月！日施行）

　　　糠情壽繕要墾書等麹調輪嚇

提出日：ユユ月ユ6日

宛先：規制改革・民間開放推進会議

件　名：規制改革要望

要　旨：7項目からなる海運関係の規制改革要望

提出日：11月22日

宛先：国土交通大臣北側一雄殿
件名：モーダルシフト推進に関する要望

要　旨：内航海運活性化に向けた当協会として取

　　　　響欝惣詫縣轟鶴

　　　　ため、運航コストの多くを占める燃料油

　　　　に係る石炭石油税の類的非課税イヒをは，，

　　　　じめとした税制措置、車検制度・車庫規、

　　　　制に係る特例措置等の実現などの規制緩∫、

　　　　和等、所要の環境整備を求めていくζとご、

　　　　とし・当協会旧報距離フェリ雌今・・

　　　　日本内航海運組合総連合会と連名で～モご

　　　　一ダルシフト推進のための要望を行った。’

提出日：11月25日

宛先：海事振興連盟会長関谷勝嗣殿
件　名：モーダルシフト推進に関する要望

要　旨：　　　　　同　上

　提出日：1ユ月26日

　宛　先：総務省総合通信基盤藤津波部電波政策課

　件　名：電波利用料の料額算定に関する具体化方

　　　　　針（案）について

　要旨：①電波利用料の見直しによる増収分は

　　　　　　「電波資源拡大のための研究開発」「携

　　　　　　帯電話等の不感対策」に充てられるこ

　　　　　　ととなっているが、これら事業は国の

　　　　　　電波政策に係るものであり、その費用

　　　　　　を利用者に負担させるのは不適当と考

　　　　　　える。

　　　　　②具体化方針（案）においては、6GHz

　　　　　　以下の帯域が逼迫帯域とされている。

　　　　　　船舶関係では、3GHz帯（Sバンド〉を

　　　　　　盟麗描盤；㍍蘇

　　　　　　から、このSバンドとXバンド（9．4GHz

　　　　　　帯）の双方を採用し、これらレーダー

　　　　　　の特性を勘案して、状況に応じて使い

　　　　　　分けている。電波利用料の算定に当た

　　　　　　っては、船舶が安全に航行する上での

　　　　　　これらレーダーの重要性・特殊性を十

　　　　　　分勘案した上で決定されるべきと考え

　　　　　　る。

点心国際会議の愚痴麟翔高士麟

　会議名：IMO第36回訓練当直基準小委員会（罰W）

、日程：1月10日～14日

　場　所：ロンドン
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第3回JSA－KSA　Cupサッカー大会開催される

　海運リーグ選抜の日本船難チームと韓国船難チームによる親善サッカ」大会がd2月4口出に日、

旧劇難麗∫騨まし岬｝よ29欝欝lo等叩il開騨等．

　当日は、グラン、ド・テント設営、お弁当の手配からビデオ撮影まで、日本船社チームが手分けを

して行うなど手作り感のある大会で、日本船社チーム（25名）、、韓薗船社チーみ（24名）の選手の他、

応援団なども加えて多くの参加者で賑わいました。

　開会式、選手紹介に引き続いて二試合が行われ、結果は仲良く1勝1敗でし左。

　・第一試合（トップチーム）：B本8－2韓国’

・第二試合（リザーブチーム）■躰ユ．．「2韓国

　試含後、韓国チ．一ムの宿泊地である新宿で懇親パーティ」を行い、JSA＊一KsA＊cu戸φ授与を行い

ました。本年よりJSA－KSA　CUPを勝利チームが保管する方式とし、第二試合の勝者である日本チ・

一ムが来年CUPを持ってソ．ウルへ行くことを誓い、パーティーを終えました。その後の2次会でも

盛り上がり、メンバー同士の親睦がさらに深まりました。今後とも両国海運業界の若手が交流する

場として成長していくことを期待しています。

豪し噺ご援助ただきまし畑本舟合主協会ならびに一儲筋々にご暢を勧部てお礼

申し上げます。ありがとうございました。

第3回　日韓船祉代表親善サッカー大会代表幹事

　　　　　　　　内川崎汽船株式会社溶、成国．，、集肇「

、＊JSA；日本船主協会

＊KSA＝韓国船主協会

▲試合前の日本／韓国一社チームの選手
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糠灘灘　　垂灘繍撚 ・一

齬｣一
1　わが国貿易額の推移

こた：、　　　≡
　　　　　　　　　L面

　　　（単位：10億円）　　2，

輸　出 輸　入
前年比前年同期比（％）

年　月
（FOB） （αF） 入㈲出超

輸　出 輸入
1985

41，956
311085 ユ0，870． 4．0 ▲3．8

1990 41，457 33，855 7，601 9．6 16．8

1995 41，530
311548

9，982 2．6 12．3

2DOD
51β54 40，938 10，715 8．6 16．1

2001
48，979 42，415 6，563 △5．2 3．6

2002 52，109 42，228 9，881 6．4 ▲0．4
2003 54，562 44，322 10，240 4．7 5．0

2003年η月 4，548 3，558 99〔｝ △2．0 △5．1
1
2 4，958 3，835 1，123 8．5 1．6

2004年1月 4，274 3，774
500

11．3 0．8

2 4，768 3，36フ 11402
10．3 ▲0．9

3 5，442 4，319
11123

13．2 12．3

4 5，107 4，030
lIO76

10．8 6．6

5
4，724 3，793

931
9．8 5．0

6 5，289 4，／46 1，143 19．4 15．5

フ 5，308 4，η4 1，134 14．3 8．3

8 4，783 4，210
573 10．5 18．5

9
5，463 4，231 1232 12．4 12．5

濡10／；1 F．日面2：罫
詳4：1：：．臼1：7：、1 D1：9］56．芸 D．1．1．，＝7．， ．12閣7．il

．遣己．

（注）財務省貿易統計による。

3，不定期不自由市場の成約状況

十一…一　　　　　　　　　　揚轍講葛蹴霧擁簸懸濾

対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年　月 舗）平均 最高値 最安値

1990 144．81 124．30 160．10
1995 94．06 80．30 104．25
1999 113．91 11L28 116．40
2000 107．77 102．50 114．90
20D1 121．53 113．85 131．69
2002 125．28 η5，92 134．69
20D3 U5，90 10フ．03 ！20．81

20D3年11月 409．20 108．03 110．20
12

107．90 107．03 109．75

2004年1月 106．48 105．97 107．55
2

106．46 105．34 109．00
3

108．62 104．30 112．12
4 1D7，25 104．03 110．20
5

112．35 108．82 114．40
6 109．47 107．35 111．07
7

109．36 107．90 112．08

8 11D．36 109．15 m．70
9 1D9．96 109．22 11120
10 108．92 106．13 111．10

D1．1菊 ．1．04，：93＝ ：1． P021：40：． ．106：198：：・

（単位：千M／T）

区分 航 海 用 船

△
シングル

（品　目 別 内　訳）
用船

口　計 連続航海

年次
航　　海

石　炭 穀　物 砂．糖 鉱　石 スクラップ 肥　料 その他
Trip Period

1998
186，197 1，712 184，621 69，301 4L938 3，800 64，994

836 2，499
1280 136，972 24，700

1999 14L321 L304 150，481 56，184 30，686 3，，274 57，309
235

1，709 1，082 149，734 39，581

2000 146，643 2，182 144，461 46，549 26，147 4，576 67，431
198 182 11551

170，032 45，021

2001
154，005 3，063 150，942 52，324 16，789 7，288 72，177

472 97B 914
150，154 38，455

2002 132，269
978 1311291 43，406 15，182 5，853 65，105

442 11054 249 184，89D 50，474

2003
99，655 1β20 98，335 30，722 6，097 3，657 5フ，001 248 438 172

208，690
811721

2004　3 9，545
300

9，245 4，フ28 499 35 3，764
128 28 63

2｝238 3，946

4
9，897

549 9，348 4，098
441 0 4，634

0 157 0
23，414 2，971

5
7，812

150
7，662 4，209

296 42 3，080
0 35 0

16，788 1，487

6
7，934

600 7，334 2，214
971 282 3，764

99 6 0
22，307 4，312

7
6，826 σ 6，826 2，ア60 1，064

0 2，840
69 93 o

25，945 8，837

8
6，038

505 5，533
L441 262 112 3，607

80 3
1

0
19，612 4，645

9
7，934

160
7，834 2，065

373 49 5，118
65 164 0

25，942 6，411

10
4，721

0
4，721 1，935

546 24 2，090
68 58 0

22，743 6，659

己…． PTl． ．、4：1β：0申．．己／ ．lo．．1 ．’． S＝，：809：．己 ．1．1：．5！：0：
．　＝26ス ．　．．．．．31．．． 1〔2．β9ア； 1　．：；1σ ／　l．．．＝4 L　；．1．o．／ 、．．l 撃戟D9β1．＄1． ：7．1螂．．：1

（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次
2002 2003 2004 2002 2003 2004

最高 最低 ヨτ≡「

謫ｯ
最低 日芒デ

謇ｺ 最低 日古
ｼ同 最低 最高 最低 日古ｨ夏干 最低

1
50．00 34．75 161．00 102．50 152．50 87．00 40．00 35．OD 120．00 75．00 127．50 82．50

2 4250 37．50 132．50 6フ．50 159．00 102．50 40．00 36．25 117．50 65．00 132．50 87．50
3

37．00 32．00 160．00 1D5．00 117．50 70．75 40．00 30．00 145．00 85．OO 112．50 60．00
4

29．50 28．00 137．50 52．50 110．00 77．50 31．00 27．50 97．00 45．00 87．50 67．50
5

62．00 39．50 109．50 42．00 125．00 71．25 48．75 33．00 99．00 50．00 100．00 69．50
6

35．00 29．50 90．00 56．00 135．00 114．00 42．50 3LOO 70．00 52．50 112．50 87．50

7
50．00 32．50 63．75 45．00 148．00 120．00 38．75 29．50 54．00 42．50 …23，00 95．00

8
35．OD 68．00 41．00 121．00 97．50 32．50 28．00 57．50 40．00 102．50 87．50

9
45．00 34．00 135．00 70．00 157．50 8350 42．50 28．00 115．OD 50．00 了45，00 75，DO

10
99．75 40．50 78．00 42．50 290．00

156．00　　　　　　」 68．50 42．50 90．00 47．50 225．00 117．50
1
1

11000 62．50 152．50 102．5D 350．00 265．00 72．50 47．50 126．50 75．00 255．00 16ア．50
12

137．50 990 16000 13375 10500 8000 137．5D 9500

（注）①日本郵船調査グループ資料による。

　　④グラフの値はいずれも最高値。

②単位はワールドスケールレート。　③いずれも2D万D／W以上の船舶によるもの。

5．穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧） （単位：ドル／トン）

ガルフ／日本 ガルフ／西欧

月次
2003 20D4 20D3 2004

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

27．90　　27，25 一 一 一2
27．40 73．00 一 一3
29．75 72．50 一 一4
34．00 一 一 一5

32．50　　32，00 一 20．25　　18，50 一6
31．25　　29，40 37．00 18．20

一
7 3275 50．00　　46．50 20．00

一8
一

53．75 20．00
一9

34，25　　33．ア5 一
a〕．oo

一10 3700 59．00
一 一1

1 一
62．50

㎜ 一12 5450
｝

（注〉①日本郵船調査グループ資料による。②いずれも5万D／W以上8万D／W未満の
　　船舶によるもの。③グラフの値はいずれも最高値。

．ρメ．Fこ駅i晒 @．囁鴇嘉著・際揮，’鵡覇　璽〆鴇i・纂娠薄舞；瀞溶鹸餐染鴛盆i識灘畿ヨ藍鵜蕪鵜ジ羅；
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6．石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧） （単位：ドル／トン）

オーストうり ア／西欧（石炭） ブラジル／中国（鉄鉱石） ブうジル／西欧（鉄鉱石）

月次
2003 2004 2003 2004 2003 2004

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
　　　　　　　最低日古取同

最高　　最低 最高　　最低
1

14．20　　12．20 39．70　　35．OD 14．30　　12，50 46．50　　34．00 9．40　　780 26．00　　22，00
2

15．25　　τ1．45 32．口。 i5．GO　　τ3，15 50．OO　　35．〔〕O 8．80　　　625 26．00　　20，75
3

15．25　　13．70 31．65 15．80　　14．20 40．00　　35．50 9．00　　7，70 19．00　　｝7，25
4

一 一 16．00　　14，80 35．00　　32．50 8．95　　675 18，00　　15，25
5

16．35 1830 18．00　　16．50 26．50　　25．00 10．35　　925 14，75　　11．30
6

一 一 1800　　16．25 28．00　　22．90 9．50　　840 13，50　　8，25

7
一 一

｝7，50　　15．40 3200 8，50　　705 1890　　16，90
8

17，15　　16．30 一 20，35　　17．50 34．50　　10．20 一 1900　　14，90
9

一 一 21．50　　16．50 37，55　　3000 1160　　1L50 1825　　145010
一

27．50 30．00 40，00　　3325 1875　　13．90 『1
1 32．00 41．00 35．50　　29．50 45．80　　40．00 22，00　　17．00 25．00
ユ2

一 3350　　3000 21．00

（注）①日本郵船調資グループ資料による。

　　③グラフの値はいずれも最高値。

②いずれもケープサイズ（14万D／W以上）の船舶によるもの。

7，タンカー運賃指数

タ ン カ 一　　運 賃 指 数
月次 2002 2003 2004

VLOC 中型 小型 H・D H・C VLCO 中型 小型 H・D H・C VLCO Suez Afra Handy Clean

1
2

39．9 86．9 126．1 165．3 ｝48．1
98．6

P33．3
161．9
P80．9

165．6
P86．8

266．3
Q67．1

231．3
Q45．6

133
P32

250
P78

289
Q15

386
R55

287
R26

3
39．4 85．6 115．8 158．8 149．9 114．D 224．9 275．6 29D．D 273．4

132 153 182 238 323
4 36．0 91．3 ユ16．6 164．2 τ48．5 128．6 240．2 2940 290．D 328．2

96 τ4τ 可40 204 210
5

36．4 105．4 143．9 194．2 178．8 79．8 150．4 217．7 200．D 294．3
95 137 164 201 235

6
49．9 89．9 159．1 204．0 1771 854 156．2 2009 235．D 231．1 1ユ9 149 193 233 256

7 40．1 96．8 130．2 200．8 1580 506 110．5 1329 250．0 221．0
127 156 187 243 240

8 44．6 83．3 131．5 166．8 1713 528 103．2 1677 197．5 221．1
107 155 169 219 217

9 356 839 109．6 158．3 1780 584 92．1 138．2 208．9 233．1
103 154 163 229 226

10 41．0 833 118．1 153．3 1549 579 120．4 1533 202．0 180．0
195 285 355 320 263

11 73．3 1079 137．5 154．4 1735 704 158．4 1640 258．3 213．3
12 102．7 1722 175．8 192．5 207．7 125．5 278．9 332．5 290．0 288．6

平均 482 978 1325 173．2 1662 879 164．8 2024 246．3 2468

（注）①2003年までは「LloydFs　Shlp　Manager」、2004年からは「Lloydls　Shlpping　Econornlst」による，②タンカー運賃はワー

　　ルドスケールレート。③タンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり（～20〔B）⑦VLOO：15万トン以上◎中型：フ万～

　　】5万トン⑳小型’3万～7万トン◎H・Dごハンディ・ダーティ：3万5000トン未満㊥H・C＝ハンディ・クリーン：全船型。（2004

　　～）⑦VLCC：20万トン以上◎Suez：12～20万トン⑪Afra：7～12万トン◎Handy：25～7万トン㊦Glean：全船型

1影：餌鶯賢γ1障’蝦罪三1油1幾烹「；囁」マ：妻烈欝iξi二’藁［聴；罵…i宥1「：11∴霊1’・賑驚禦；ま3：i圏 内残i“ii亨『：耀・1：、職掌瓦四隅｝“i二；蹴；償艶i隷ジ∵？三『↑・…「”’ご∵．ヅ』囁㍗蔓i；二
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8．貨物船定期用船料指数
2003 2004

月
次

L2万以上
Q万未満

2万以上
R，5万未満

3，5万以上

T万未満
5万以上

W，5万未満
8，5万以上 総合指数

］2万以上

Q万未満
2万以上

R，5万未満

3，5万以上

T万未満
5万以上
W5万未満

8，5万以上 総合指数
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3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

723

P
9
旦
3
4
9
2
6
7
2
6
7
2
2
1
2
6
！
　
＝

199
P92
Q12
Q82
Q83
R09

R14
Q95
R07
R42
S22
S69

234
Q07
Q44
Q57
Q85
R47

Q78
Q80
Q89
R81

S17
T21

295
Q43
Q81

R25
R82
R43

R30
R15
R21

T43
U05
U88

235
Q29
Q45
Q59
Q90
Q97

Q98
R06
R50
U90
U62
V72

185

P56
ﾊ51

Q03
Q90
R04

Q73
Q76

Q94
R37
R09
R60

341

R
4
旦
4
4
8
5
8
1
6
2
己
4
4
3
3
3
6

601

V16
U36
U15
T15

S「9

S15
S76
T10
T32

563

V32
V06
T71

S83
R41

S40
S84
T01

T56

851

W35
W61

V30
T55
S39

T48

T96
U81

U63

875
W81

V35
U04
S46
S32

T38
U45
U26

U64

553
U13
S51

T58
T33
S01

S78
T62
T14
T03

出所： 「L［oyd’s　Shlpp旧g　Economist」

（注）①船型区分は重量トンによる。

　　②用船料指数は1985年＝100。

9．係船船腹量の推移
2002 2003 2004

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー
隻数千G／T千D／W 隻数千G／T干D／W 隻数千G／T千D／W 隻数千G／T千D／W 隻数千G／丁千D／W 隻数千G／T千D／W

　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
］
2
1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
1
　
1

242、17541，966
Q321．714L899
Q29］17281，887
Q38118962，061
Q30117631，946
Q2111742］，936

Q2211678L874
Q231，6671，861
Q291，7271，927
Q281，6821，937
Q25116581，878
Q2D　1β331、841

40　7921．528
S0　6661259
S0　68811305
S2　69211310
S］　6351，199
S2　63711202

S3　8321，65フ
Sフ1．47531004
S71．55031155
S81．5623」73
T01．55631162
S71、4803，000

24UI8591，958
Q361．8651，911
Q371．7701，791
Q321．6871，720
Q241．5251，555
Q］5114411，513

Q26115561フ19
Q］5114771，633
Q13114071，534
Q03112731，383
Q09113201，406
Q07L3081．386

43　9051，838
S4　74111488
S5　485　940
S4　361　706
S6　5251，016
S8　5271，019

S8　524ユ，014
T0　7861，569
T0　7841，567
T3　フ091，414
T2　7061，407
T1　7051，407

205ユ，3171β50
Q06、．23611279P88U5611234
P811．10111232
P751．04111178
P68　9351105フ

P66　9021．006
P59　90011008
P46　802　881
P55　882　934

53　287　489
T1　286　490
T6　300　509
T5　163　256
T4　145　224
T5　142　218

T2　131　204
T0　130　199
S7　　90　146
S3　103　148

（注） インフォーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。
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一一一一一一一一一一…一一 ﾒ集雑感一一一…一一一一一一一一

　　　「今、自分に出来ること」

　　　数年前子供のπA活動の年度目標としてこんな
　表題を掲げたことがあります。誰かがやってくれ
　　ると思わないで、学校に足を運んで子供の日常の

　現場を自分の目で見、先生方と気楽に話をして欲
　　しいとの思いからでした。（特に父親は）子供が学

　校のことを話していてもそれがどのような場所で、
　　どんな先生が関わりあっているのか判らないこと

　が多いのではないでしょうか（判ろうとしない面
　　もあります）。子供達の意見は学校側には伝わりに

　　くいものです。また、学校としても予算や慣行の

　制限があって思うように施策が実現出来ないこと
　　も事実です。

　　今年当社として初めて「安全・環境報告書」を
　発行しました。その中で記事を集めることに苦労
　　したのが“社会貢献”でした。会社よりもはるか

　に名前が通ったホールを持ちながらそれを社会貢
　献として有効活用しているとは思えません。中に
　はマンションの管理人組合、町内会やP工Aの役員
、　をしたり、少年野球チームの監督や地域のサッカ

　ーチームのコーチをしている社員もいますが、会
　社として特徴のあるような試みは行っていません。
　海外では強制的に行わなければならないような制
　度がある国もあると聞いています。
　　個人的にはここ数年障害児学級や病院などで演

奏をする機会が増えました。演奏会に出かけられ
ない人達のためにこちらから訪問して演奏するボ
ランティアの団体に登録しておくとメールでいく

つかの催しを案内され、自分の都合がつくときに

参加すればよい仕組です。今年の9月11日には都
内の病院のロビーでベッドのままや車椅子の方々
に囲まれドボルザークの「新世界から」の一部を

演奏しました。聴いて戴いた人たちに9月11日と
新世界の関係を理解していただけたかちょっと疑
問ではありましたが、演奏が終わって看護師に付
き添われて病室に戻る際に言われた「ありがとう
ございました」の一言に自分自身も「ありがとう」

の気持ちになりました。さまざまな施設での演奏
会ではスピーカーからではない生の音を体全体で
受け止めてくれる人達に伝えられたらと思ってい
ます。

　今年も発生してしまった地震や台風により不自

由な生活を送っておられる方々が大勢います。日
本中から多くの若者が「今、自分に出来ること」

をするために、被災地で活躍しています。私自身

が出かけていっても迷惑になりそうなので募金に
協力しました。

　　飯野海運株式会社　ステークホルダー
　　リレーションズマネジメントグループ
　　　　法務・保険チームリーダー　鈴木康昭

一一一一一　 ﾒ集委員名簿一一一一　一一一一編集後記一一一・

第一中央汽船

飯野海運

船
一
揖
井
船
運
運
会

場
汽
郵
三
汽
海
海
蛸

船
崎
本
船
光
洋
軍
備

川
常
日
商
三
三
新
日

総務グループ次長

ステークホルダーリレーションズ

マネジメントグループ法務・保険チームリーダー

総務部副部長

旧・広報グループ情報広報チーム長

調査グループ調整チーム長

広報室室長代理

社長室経営企画課長

総務部総務課長

加藤和男

総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー　森

常務理事総務部長兼広報室長

常務理事

海務部長

企画調整部長兼国際企画室士

関連業務部長

船員対策室長

鈴木康昭

廣岡　啓

高山　敦

山田喜之

大貫英則

還藤秀己

荒井正樹

　　　均

梅本哲朗

植村保雄

半田　牧

園田裕一

井上　晃
高橋幸一郎

　早いものでもう今年もあとわずか。さて

今月号には毎年恒例の「1年を振り返って」

「海運界10大ニュース」記事掲載です。2004

年海運界は外航海運の好況をはじめとして

様々な出来事がありましたが、今年をRe－

viewする際の一助となれば幸いです。ぜひ

ご覧になって下さいね。

　自分自身をを振り返ってみると、本誌の

毎月の編集作業にあたり、読者の方々に業

界の動向や会議報告を少しでも分かり易く

お伝えできていたかどうかというと反省点

は多々あります。来年は更に良いものをお

届けできるよう精進して参りたいと思いま

すので、2005年置どうぞこの「せんきょう」
を． Xしくお願い致します。　　　　　（N）

せんきょう12月号No．533（Vol．45　No．9）
発　行麟平成16年12月20日

創刊麟昭和35年8月10日
発行所麟社団法人　日本船主協会

〒102－8603東京都『二代田区平河町2－6－4（海運ビル）

TEL．（03）3264－7181（総務部広報室）

編集・発行人働梅本哲朗

製　作立株式会社タイヨーグラフィック

定　価幽40フ円（消費税を含む。会員については会費に含めて

　　　購読料を徴収している）
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日本の経済を支える海運にはく

諸外国並みの税制が必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　も・・

　　　　　　　　・驚e’　　　　　　監毒

　鼻＿　　　げ　

無灘繍

　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要
産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っ
ています。

　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入

し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行

い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性

から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数

標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。

　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と

同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。

　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資す

るものと、私たちは考えます。

トン数標準税制の導入国

導入済み
オランダ、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク，フランス、

Aイルランド、ベルギー、インド

導入決定済 米国、韓国

鹸

一船が支える日本の暮らし一

社団法人日本船主協会
http＝〃www．lsane亡．or．1ρ／



平成16年12月20日発行　毎月1回20日発行　No　533昭和47年3月8日第3種郵便物認可シンプルかつ効率的な組織を目指して一当協会の組織改革について一　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　き　　り　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　1噌　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ　　　　　　　毒　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　£　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　監準　　　　　　　　　　　　　　震　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζ　　　　　　　　　　　　　　　寵　　　　　　孟　　　　誕　　　　　　　　　　　　　　　、　　　，麟No．533懲　　∴　　�h・学　　�_奪セ�_爆　　幸�_》略　�`　　　を　なぜ　　　さ　　　う�`藩謎轡離≒　き　きヒぬ　　ヘリ　ヨ　　響1辱、ザ慰雪彗際癖嬢　礁粘　　∴弊回忌きょう　」　’　唇’1‘‘Q004年の海運市況を振り返って”株式会社商船三井営業調査室長【】蛯原公一郎2「「［締序磐蕊陰．4［醗灘｝1ン・　　　　　　　　　　　　　　　61．シンプルかつ効率的な組織を目指して　一当協会の組織改革について一2．当協会とデンマーク船主協会の首脳が当面の諸問題　について活発な意見交換　一日本・デンマーク海運セミナー一［麗垂日醗驚灘難総ξ∴1．海賊問題、マ・シ海峡の責任分担問題等について議論　一アジア船主フォーラム航行安全および環境委員会第11回中間会合の模様一2．船員に関する共通議題についてアジアの船主間で活発な意見交換　一アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第10回中間会合の模様一，「　曜　　　　　闇闇1．船員派遣事業者の審査手順の検討進む　一改正された船員職業安定法における船員派遣事業について一2．船員法の改正作業進む　一改正により時間外労働に関する労使協定の締結が必要一3．海運関係分野の規制改革要望を提出　一16年H月集中受付月間での要望一4．第二船籍制度創設に向け、3回目の特区提案を提出　一2004年11月、第6次構造改革特区提案一5．5，000DWT以上のシングル八ルタンカーの使用期限を2015年まで延長　一第4回「タンカーのダブル八ル化促進に関する検討会」について一1■■■18［囲腫灘懸醗欝．．28海運日誌（11月）30船協だより　　　32海運統計編集雑感5933囲み盛事・船社／荷主業界が定航海運を巡る諸問題に関し前向ぎに対話・日’ASEAN船員政策専門家レセプションの開催・第3回JSA−KSA　Cupサッカー大会開催される714233嬬　昨年7月に外国人船員問題タスクフォースが結成され、本年3月の同タスクフォースの解散までの間に、この問題への踏み込んだ対応が如何にあるべきかの検討が行なわれた。この過程を今一度振り返り、来る課題への取組みの一助としたい。　タスクフォースが結成された昨年7月の時点では、日本船主は日本商船隊に乗組む外国人船員賃金に関する2004年1月以降のベンチマークの100ドルの値上げ問題に直面していた。100ドルのベンチマークの値上げは、E体船主全体では約50億円のコスト負担の増加を意味し、他人任せにはできない船主経済上の大きな問題であった。　当協会では従来外国人船員問題への不関与の姿勢を20m年から「緩やかな関与」へと方針を変え、更にタスクフォースのタスクは「より踏み込んだ対応体制」の検討ではあったものの、既に現実の大きな問題が目前に迫っていたわけである。　このような状況のなかで、タスクフォースは次の取組みを行なった。第1に日本船i主の主要な船員供給国であるフィリピンにミッションを送り、船員供給国としてのニーズに直に接することにした。第2に昨年9月から開始されたIBF交渉に国社側の人材を送り込んだ。結果として、ITFと対峙する雇用者側交渉団（JNG）の基本的な考え方は、日本船主協会が唱える原則（�@船員の賃金は船員居住国の物価水準に見合うものであること。�A労働協約は船員の出身国組合と雇用者の間で交渉されるものであること。�BiTFによるFOCキャンペーンおよび他政策を容認しないこと）に一致していることが確i認でぎた。第3に今後の交渉体制の構築に向けて、JNGのメンバーである国船協との関係強化に取り組んだ。前述の通り、他入任せにできない一大事を乗り切るための選択肢はいくつかあったものの、結果的には日本船出も参加した新たな国際船員労務協会が交渉を担い、日本船主協会は政策を担当するとの大まかな整理を行い、当協会および会員各社は外国人船員問題に取り組むこととした。　2006年以降の賃金交渉は来年から本格的にスタートする。既にJNGメンバーによる水面下の勢力争いやインパクトのある値上げの要求が出てくるであろうことも聞こえてくる。船員供給国の事情に基づいた適正な賃金・労働条件等の決定に向けて、適切かつより踏み込んだ姿勢を取ることが、日本船主協会および会員各社に期待されるいわば大きな転換点の年であったと認識している。騰縫講灘魏灘灘懸撫i欝纏灘麟騒餓一懇灘一羅；義鋸葉鞍ゆ嚢駐　　莚　晶華客熱…ジー撚戦野実法竃貯蚤寸書朔島露築鳶匿ドー　　一　トfしご爵　　藍碧rド旨量せんきょうPθσ2004�S亘、匝■株式会社商船三井営業調醒長蛯原公一郎■　2004年の外航海運市況を振り返ると、コンテナ、ドライバルク、タンカーの主要三分野のいずれにおいても従来に無いほどの市況高騰が起こり、更に今後とも長期間にわたって市況水準は高原状態で推移すると思われる状態となったことを最大のポイントとして挙げたいと思う。　コンテナ輸送の需要拡大は楽観的な予想すら上回り、アジア発の東西航路では年率15％を超える荷動き増となった。北米向けについては、最近数年間にわたって荷動きの筆頭を占めている住宅関連貨物に加えて薄型テレビなどの新商品に向けて消費が底堅く、また、欧州はユーロ高に加えて今後はEU拡大の経済効果が効きだし、まずは低価格商品の消費が伸びると想像するとアジア製品の市場が拡大すると思われ、2ケタ台の荷動きの伸びはしばらく続くであろう。今後数年間にわたり高水準の船腹供給が予定されているが、強い荷動きに吸収され需給が急速に緩むことは無さそうである。発展途上国の経済不振の影響で長年にわたって伸び悩んでいた南北航路の荷動きも急速に拡大し採算が改善されたことも、かつては好業績といわれた年であっても航路別採算はまだら模様であったことと比べると大きな違いである。　製品貿易の拡大によってアジア発航路での大型コンテナ船大量投入となり、中国をはじめとするアジア各国の港湾整備も旺盛な投資によってコンテナターミナルなどの整備が急速に進み、反動で日本の主要港の斜陽化が懸念される事態となった。　一方、港湾インフラが荷動きに追いつかない状況が欧米で顕在化してきた。南カリフォルニアでは突然に取扱能力の限界という問題が突きつけられた形となったが、ターミナル能力、鉄道の輸送能力といった施設、要員の不足に加え、環境規制もあり、インフラ問題の速やかな解決は期待しにくい。今後数年間、ピーク・シーズンにおいてはインフラ制約が船舶の航海日数を伸ばし、スペース供給量の伸びを抑える結果になるので、コンテナ・サービスの需給の緩和を更に先送りすることになると思われる。　各分野とも現象的には中国景気が目下の市況の原因だが、背景にはやはり米国を始め先進国諸国の経済の変質がある。米国では現職ブッシュ大統領が再選され、9・11テロ以降の財政支出拡大から反転して経常収支の改善を目指した政策への変更が必要と指摘されているが、米国経済の第三次産業依存の進行は海外への生産移転と輸入商品への依存度の上昇を引き続き高めると考えると、消費財の輸入増加という基調は変わらないだろう。　中国経済は景気抑制政策が採られており景気の冷え込みが心配されたが、最近発表された統計か2��せんきょうD8‘2004らは依然として高い成長水準が続いていることが観察される。今年初めの頃のバブル経済的状況から考えれば当然で必要なことであったと思われる。程度問題ではあるがいくらか経済の成長ペースが落ちたとしても、依然として世界で最も高い成長水準であることに変わりはない。国内の経済格差が拡大し社会不安が懸念されるが、解消のためには今後は内陸や東北での経済発展が必要であり、成長への投資は今後とも高い水準で継続されよう。　2003年にゴールドマン・サックスが発表した調査レポートによって“BRICs”と言う呼び名が世間に広まったが、2004年は中国に加えてロシアが国際経済のなかで目立つ存在として再登場してきた年として記憶されるだろう。先行した中国、あるいはエネルギー資源国ロシアほどではないが、ブラジルはひところの経済不振を脱しつつあるようであり、インドも新政権のもとで従来よりも開放的な経済運営を進めるのではないかと期待される。　バルカーの滞船はいったん緩和したが、再び混雑してきた。需要の増加に対応して生産国では生産、流通の両面で能力増強投資が行われているが、なかでも輸送インフラが急増する需要に追いつくにはまだまだ時間が掛かりそうである。滞船が解消されれば需給ギャップは当然緩和されるが、それでもタイトな状態は続く。　タンカー市況は、米国と東アジアの石油需要拡大を背景に高い水準で乱高下した。米国は国内生産がなだらかに減少しており、輸入依存を強めている。中国は新規の油田開発にも取り組んでいるが国内消費の増加に追いつくほどの産出増は期待できそうも無い。本来、もともとは純輸出国であったインドネシアが純輸入国に転じるなど、海上輸送需要が伸びている。原油の調達先が中東のみならず西アフリカなどの遠方へ拡がり海上輸送需要を押し上げている。近距離資源であるサハリン・プロジェクトで石油生産も本格化することは国民経済としては朗報だが、当面は海上輸送需要に大きな影響を与えるほどではない。シベリア原油を太平洋パイプライン経由で日本海側へ輸送する方向へ進んでいるようだが、肝心な東シベリアでの油田開発の状況も不透明であり、東アジア諸国は当分の問、中東などからの海上輸送に依存せざるを得ない。　コンテナ船、バルカー、タンカー、さらにはLNG船とどの分野でも大型船への需要が高まっているのに対し、1990年代後半の韓国の造船設備拡張以降、世界の大型船の建造設備は増えていない。中国での拡張が実際に生産に反映されるのは2015年に向けて実現すると言われている。コンテナ、資源輸送ともに大型船が主役となったマーケット状況だが建造能力の不足で輸送能力の供給面でボトルネックを生じている。造船業界の手持工事量は海運の好況を受けて4年分に達すると言われる程の大量の受注残を抱えるほどに増加した。受注残の更なる増加が起きると流石に将来の供給圧力が懸念されるが、竣工までのリード・タイムの長さから目先の海運市況に供給圧力として働く状況とはなっていない。　以上のような環境の観察からは2005年も市況は堅調に推移するであろうと結論付けたい。せんぎょうPθσ2004�Q31．外航海運各社は大幅な増益を達成　2004葎9月中間決算では、堅調な荷況と運賃回復のもと外航海運各社は増収となり、燃料費および用船料の高騰や海外諸港における船混みに伴うコスト増などの収益圧迫要因はあったものの、継続的かつ大幅なコスト削減が奏功し、軒並み大幅な増益となった。大手3社はコンテナ・ドライバルク・．タンカーの全部門で増収となり、経常べ「スで2期連続の最高益を達成した。2．水先制度の抜本改革が進む　2003年10月の当協会の水先制度抜本改革の申し入れを受け、国土交通省は、およそ半世紀ぶDに水先制度の抜本的な見直しを行うこととし、本年3月、「水先制度のあり方に関する懇談会（座長：杉山武彦一橋大学学長（当時：副学長））」を設置した。同懇談会では、�@水先区・強制対象船舶の範囲のあり方、�A水先人免許制度・水先人の養成・懲戒等、�B水先人会・水先業務の運営のあり方、�C水先に関する国の関与のあD方など全般的な議論が行われており、本年度中に取りまとめが行われる。3．外航海運政策推進検討会議の設置　国土交通省海事局および当協会は、本年6月、「外航海運政策推進検討会議」を設置し、海運税制、第二船籍制度等を含む諸課題について検討を行った。　今後、国民経済に対する外航海運産業の貢献等についてさらに議論を深め、早期に取りまとめる方向にある。4．当協会の組織改革を決定　当協会は、2003年にタスクフォース等を設置し海運業界の構造改革を強力に推進してきたが、その中の課題の1つである当協会の組織改革について、本年11月、その概要をとりまとめた。　この改革には、シンプルかつ効率的な組織等を目指し、理事を始めとする役員等員数の削減、常設委員会の統合、事務局組織の見直しなどが盛り込まれてレ、る。事務局本部組織は2005年1月に再編されるなど、できる（≒ころから順次実施され、2005年4月（もしくは6月の通常総会時）に完全実施する予定。5．船員をめぐる諸問題に新たな展開　国際船員問題タスクフォ」スでの検討結果に基づき、日本商船隊に乗組む外国人船員の労働協約交渉への関与のあD方については、．当協会は「政策」を、当協会の会員会社も加盟して改組された国際船員労務協会は「交渉」を担当することで、夫々の役割を明確にし、日本側として一枚岩となって取り組んで行くこととなった。　一方、常用雇用型の船員派遣事業の創設等を盛込んだ船員職業安定法の改正が拳年の通常国会で成立した。これにより、2005年4月1日以降、一定の基準を満たす船舶管理会社等は許可を受けて船員派遣事業を営むことが可能になるとともに、同事業の許可を受けることにより、日本重刷を所有しない場合であっても外国籍船に配乗される日本人船員に対して船員保険が適4鐙ぜんきょうD6‘2004隅されることとなった。6．海事保安に関するISPSコードが発効’2001年9月に発生した米国同時多発テロ事件を契機として検討されてぎた、・海事分野における国際的なテ白防止対策のためのSOLAS条約第）皿章の改正およびISPSコード（船舶および、港湾施設の国際保安コード）が本年7月T日に．発効した。また・国払おし’ても1「姫鱒舟口繕び附際港湾施設の保安の確保等に関する法律止どし・て同日施行された。　同コードの実施に伴い、船舶への備付けが義務付けられている国際船舶保安証書めパナマ政’府からの発給遅延や、諸外国の港湾当局による不当な入港拒否・拘留等が発生しないか懸念されたが、大きな混乱が生じるごとはなかった67．．海上運送事業活性化3法が成立。一方》燃　料油の高騰が内髄海運事業者の経営状態に影　響を及ぼす　「次世代内航海運ビジョン」を踏まえ、内航海運業に係る参入規制の緩和、事業区分の廃止、乗組員の労働時間規制の見直し等を内容とした．内航海運業法、船員職業安定法および船員法の改庄を」括して行う「海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律」が成立した。L方、運航コズ．トの過半数を占める燃料油価格が10数年来の高騰に見舞密）れ、内航海運事業者にとつ．てこれまで以上に厳しい経営状況が強いられている。8　外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度見直しの動きが広がる・外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度はこれまで日米欧をは．じめ世界的に広く認められてぎたが、2003年以降これを見直す動ぎがいくつかの国・地域で顕在化している。　特に、欧州（EU）および豪州においては本年10月、現行制度の原則廃止を提案する報告案が公表され、何れも2005年中には結論が出される晃込みである5」方、、我が国でも本年5月に産内面よる騨鋼発馬船鯛鰯牢に関す禰搾価てし’る・．．9．国民保護法が施行、内航海運業者も指定公　共機関に選定．r2003年に成立した武力攻撃事態対処法をはじめとする、いわゆる有事関連三法を受けて、国民膿法をはじめと菊個別7清が本年9群国会で成立し�i。、　海運業界か与は1内髄海運事業看16社1がご避難住民および緊急物資の運送等の役割を担う指定公共機関として選定された。、10．スーパー中枢港湾指定される　「スーパー中枢港湾選定委員会（委員長：水口弘一中小企業公庫総裁、当協会委員：平野裕司港湾物流委員長）」における5回にわたる審議を受けて、本年7月23日、薗±交通省は京浜港（東京港、横浜港）1．阪神港（大阪港神戸港）および伊勢湾（名古屋港、四日市港！をス7パー車山港湾として指定した。　これを受けスーパー中枢港湾においては、ターミナルシステムの統合・大規模化、iT三等に向けた社会実験を開始した。せんきょう1）θ62004�K51■シンプルかつ効率的な組織を目指してき　一一当協会の組織改革にうい≒ζ↓轟弧／　　　　　　　　　編�jミ怒＿ご灘寄説脇饗皆玉書誘　昨年6月の当協会通常総会において、草刈会長より当協会か取り組むへき課題の一つとして、‘当協会の運営方法、財政基盤、そしてそのための最低必要な組織体制はとうあるへきかを総点検し、その結果に基づく改革を直ちに実行に移す「との方針か示された。これを受けて「船協組織改革タスクフォース」（座長　当時太田飯野海運社長、現在宮原日本郵船社長）を立ち上げ、’船協業務・組織体制を見直し、自前の協会運営（即ち日本海運振興会の補助金に依存しない協会運営）’を目指すこととし、その実現に向けて国詞を開始した。その後昨年10月に、当協会は港湾の高コスト構造を是正するため、特別会費制度の廃止を含む水先制度の抜本改革の申し入れを国土交通省に行ったか、まず自らの襟を正すへく、平成16年度より日本海運振興会からの補助金を辞退することとした。同補助金は、当協会の15年度予算13億円のうちの約4億円を占めていたため同額の大幅な事業費等の削減か必要となったか、ユ6年度の予算について同タスクフォースで検討を重ねた結果、「1毎のシンフォニーファミリーコンサート」等の広報事業や、各種調査研究事業なとの廃止・縮小による事業費の大幅削減や管理費　人件費の見直しを行い、15年度に比し約4億2，000万円削減する予算案を作成した。同案は本年6月の通常総会て承認され、16年度は同予算の下に運営されることとなった。　同予算案の作成作業終了後、引き続き当協会の組織の合理化に取り組むため、本年4月に「船協組織に関する検討会」（座長　当時芦田商船三井副社長、現在宮原日本郵船社長）をあらたに立ち上げ、�@シンプルかつ効率的な組織、�A会員に対して質のよいサービスを提供てきる組織、�B国際問題に十分対応可能な組織’を念頭に置き、以降10数回に亘り鋭意検討を重ね、本年9月に組織改革案を取り纏めた。同改革案は9月22日の常任理事会て承認を得た後、関係者の意見を踏まえなから細部の詰めを行い、11月24日の理事会に諮り最終的に承認された。同改革案の概要は次のとおりとなっている。〈船協組織改革案の概要＞1　船協の意思決定機構　・理事会等意思決定機構の構成メンバー数を削　減する。6鋤ぜんきょうDθc2004　理事数等は会員がピーク時の200社を超えていた頃と変わっておらず、この頃と比べて会員数が半減していることを勘案し、次のとお　り員数を削減する。副会長……6名から4名に常任理事……14名から10名に理　　事……35名から20名に評議員……44名から20名程度に監事……4名から2〜3名に・理事会開催回数は現行年6回（臨時を含めると年7回）から臨時を含め原則年4回に減じ、代わりに常任理事会の毎月開催を定例化する。2．委員会・部会　・委員会は現在の8委員会から「政策」「労政」　　「海工務（仮称）」の3委員会に統合する。　・「タスクフォース」については、現在常設委　員会の下に設置されているが、機動性を持つ　て課題を処理するため、常設委員会のみなら　ず、常任理事会の直接傘下も可能とする。　・部会は現在の「オーナー」「客船」を廃止する。　なお、オーナー部会とほぼ同様のメンバーで　活動を行っている「外航中小船主協会」につ　いては、船協事務局が引き続きサポートする。　　「近海内航」は内航問題に特化した組織に改組するか、廃止するが、内航問題の受け皿組織は何らかの形で存続させる。3，事務局　・本部組織を現在の4部2室（広報室を含める　　と4部3室）から「総務」「企画」「海務」の　　3部に統合する。　・阪神、九州の両地区事務局は今後2〜3年内　　を目途に廃止する。但し、地区船主会自体は　存置する。　・部長会議の充実、適正要員規模の実現と効率　的な人員配置、目標管理制度等の導入による　職員のモチベーションの向上等により、事務　局体制の効率化と活性化を図る。4，実施時期　・12月1日より出来るところがら着手し、明年　　4月1日（もしくは6月総会時）の完全実施　　を目指す。5，Reviewの実施　・完全実施から6ヶ月後にRevlewを行い、修正　すべきところは修正する。　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務部〉　　　　　　　　　　　　　　一a当協　　　　　　　　　　日本・デンマーク海運セミナリー　　　　　　　　　　　　　　1無難雛灘羅壽運上懸灘　デンマーク王国マルグレーテ（Margrethe）2世女王陛下の日本公式訪問に随行して、デンマーク船主協会Knud　Pontoppidan会長（A　P．　Moller副社長）以下同船協首脳14名とHammer　Hansen海事局長が来日し、11月17日�梶A同国ヘンリック（Hen−rik）心配殿下臨席の下、東京において当協会との海運セミナーが開催された。　当協会からは草刈会長はじめ、副会長・常任理事など計14名が出席し、国土交通省からは矢部海事局長他が出席した。　セミナーでは正配殿下の開会スピーチに続き両船協会長・海事局長が、第二船籍制度やトン数税制、独禁法適用除外制度、海事保安問題、クオリティシッビングの推進などにつきプレゼンテーションを行い、その後、出席者間で意見交換を行った。セミナー後発表したプレスリリースと出席者リストは【資料1】、【資料2】の通りである。　　　　　　　　　　　　　　　（国際企画室）せんぎょうDθc2004◎7三．婆騨・轟轟響．，西畑難．　　　　察　轡　　　　獣継　　　　　　　　婁・二・T�d牽沸　　　　　　綴ゴ認　：．．，　・　　吼鹸・　　　＿撰　　1繋　　　距纐讐　　　、論　　　畿、　　　ゾむξ晒ρくプレゼンテーションを行う草刈会長▼海運セミナーの模様三国　　　　　　　　　　　　　　やげ　ド　　　　　　　　　　　　　ぢ　　　ほ　　　　　　　　　　　　奮　　　　　導　　　　　・〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　売　　　　　　　　　　　、　　タ囁　譲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳　　　　　　　へ瀞　　　　　　　．一轍、鑓蟹灘濃霧灘磯、鐡．1灘薫．【酬一・．一「{，14貞＞r・一声湯∴　　　　　　　　　　　　　　日本イデ／マーク海逓セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　含004年了1月存臼、　　　　　　　　　　　　　　　日本ぺの公式荊・獣…4年11肺白一1b日の弛マーク鋼妊陛下融峰己殿松式翻；際卵鞭主融と・・マー・船主協会！…1月畑・棘で海運・・種羅・た・・・．iー・1現下備運諸問熱する意見・糠相国嫌・・友麟を雌するとともに，・・デ・マーク縫関儲間砥恵・資す・対話を更・廻す・・とを目的と．岬催・島縫ゼ・ナーは、デ・マーク王国王配殿下のスピー知よ・て開会した却下は1、町抄》一ク両国間の長きに亘る縫の歴史に黙を当て・特に醐間の貿易の徽と1912年！と糊され岬8�SせんぎょうDθσ2004・デンマ」ク通商航海条約に言及された。同条約は今日も両国間の海運での協力の礎である。　クヌジド・ポントピダンデンマーク船協会長はU998年に導入されたデンマーク第二船籍制度（DIS）蓄よ碑002年導入のrトン数回制に関する自国ゐ経験を紹介した。これら積極的な施策によりデンマ門ク海運界に世界と平等・共通の競争条件が付与され、諸コストが割高な国状にもかかわらず、デンヤーグが重要海運国としてさらに発展することが可能になった。最後にポントピダン会長は、海運業の利益となる薗際貿易およ．び海運サービス自由化と、国際貿易を促進する効率的で競争力ある世界的輸送システ：ムの創造に向けた努力を継続する重要性を強調した。　草刈隆郎日本船協会長は、日本海喜界が国際的に平等な競争条件を確保するため、トン数税制や第二船籍制度などの新たな外航海運政策導入が不可欠であることを強調した。外航船社聞協定に対する独禁法適用除外制度に関しでは、．草刈会長はある国・地域での一方的な法制の変更は、貿易相手璃1．地博め関係溝制との不整冷を引き起こす可能性があり、このような事態は国際サプライチェー．唐ﾉ深刻な経済的影響を与えかねないとの懸念を示した。同会長は、関係期間で国際的に合意可能な解決策を検討すべきであると強調した。　ヤーンハマーハンセノデンマーク海事局長は、日本とデンマーク海事当局間の良好かつ建設的な協力の深い意義を強調した6ハマ｝ハンセン局長は、地域的な規制より世界的な協力との観点から、IMOの枠内でのクオ，デイシッ．ビングや効率的なポートステートコントロール（寄港国による監督）実施に向けた長期的政策��追及の重要性に留意した。また、海賊対策の重要性が強調された。　矢部哲国土交通省察事局長は、旗国による施策やポートステートコントロール、インセンティブ．制度導入を通じ、世界規模でクオリティーシッビングを達成することの重要性を強調した。矢部局、長1ままた、海事保安向上には3つのC、即ちCoopera廿on（協力）、　Continuous　improvement　with・expedeh66S．（経験を踏ま．えた継続的な改善）、Capaci↑y　buildi且g（能力強化）が必要であると指摘し元。母衝に∴琴部局申事より安全で良質な灘上輸送は日・デンマークを含む国際社会の協力強化により実現されるべきであると強調した。r　日本／デンマ「ク海運セミナー閉会にあたって、双方の出席者は、セミナーが所期の目的を全面的．に達成し、極めて積極的かつ建設的に友好的な意見交換が行われたとの認識を共有した。本セミナー後には、・女王陛下と心配殿下ご臨席の下、昼食会が開催された。以　上せんきょう0β02004�M9欝懸難欝灘難欝懸欝灘難叢！鞍鎌鍵繋麟灘繊織灘前簾2】日本／デンマーク海運セミナー（2004，1τ．17）　　　　　　　出席者リスト会　社　名　　　　　　　　　　　　会社役職（船協役職）　　　　　　　　　　氏　　　名日本／デンマーク海運当局国土交通省海事局局長矢部　　哲Danish　Marltime　AuthorityDlrector　GeneraIMr　Jorgen　Hammer　Hansen国土交通省海事局企画課課長西川　　健国土交通省海事局外再再国際機関条約対策室室長高原修司日本船主協会日本郵船会長（JSA会長）草刈　隆郎川崎汽船社長（JSA副会長）二二　保工新和海運取締役相談役（JSA副会長）鷲見　嘉一八二汽船社長（JSA副会長）小林　宏志新日本石油タンカー社長（JSA副会長）神田　康孝第一中央汽船社長（JSA常任理事）野村　親信飯野海運社長（JSA常任理事）杉本　勝之明治海運社長（JSA常任理事）内Eヨ和也日本郵船社長（JSA常任理事）宮原　耕治日正汽船社長（JSA常任理事）大久保武彦商船三井社長（JSA常任理事）芦田　二二日本郵船特別顧問（JSA港湾物流委員長）平野　裕司日本二二協会理事長福島　義章日本船主協会企画調整部長／国際企画室長園田　裕一デンマーク船主協会A，P．　MのIIer・MaerskExecutlve　Vlce　Presldent（DSA会長）Mr．　Knud　PontoppidanJ，Laurltzen　A／SPresident＆GEO（DSA副会長）Mr，　Torben　JanhoItDampskibsselskabet　Torm　A／SManaglng　DlrectQr，　CEO（DSA理事）Mr．　Klaus　KjaerulffCorra［LlneManaghg　Dlrec亡。「（DSA理事）Mr，　B1�詠nαausenDampskibsselskabet　Norden　A／SExecutlve　Vice　PresidentMr　Carsten　MortensenDampskibsselskabet　Norden　A／SSenior　Vice　PresidentMr．　Jacob　MeldgaardDampsk｝bsselskabet　Nαden　A／SSe膚αVlce　PresidentMr，　Lars　Bagge　Christense「〕Dampsklbsselskabet　Torm　A／SExecutlve　Vlce　PresidentMr．　MichaeI　SkovLauritzen　Bulkers　A／SPresidentMr，　Jens　Dltlev　LauritzenLaurにzen〔⊃ool　ABPresldentMr，　Mats　J日nssonLaurltzen　Kosan　A／SPreSIdentMr．　Jan　Kastrup−NielsenLauritzen　Tankers　A／SPresidentMr，　Anders　Mortensen、Dan｝sh＄bipowners’AssociationManaging　DirectQr（理事長）Mr．　Peter　BlerregaardDa［ish　Shipowners’AssoclatlonGenera［Manager（国際企画室長）Mr．　Ren6　Plil　Pedersenデンマーク船主協会在日本代表者J，Laurltzen　K．K，PresidentMr　lb　HansenMaersk　K．K．PreSIdentMr．」�Crgen　H，　MadsenMaersk　K，K，Vice　PreSIdentMr，　M　Shlb日Maersk　Broker　JapanGeneral　ManagerMr，　C．　PbugmandMaersk　Tanker＄JapanDlrecto「Mr，　S，　TagamiMaersk　K　KGenera嗣anagerMr　Mchael　C，　SallyTorm　K．K．General　Manager，　CharteringMr，　Jens　Pontoppldan冊著F隔再@瀦　　兎10難せんきょうOgo　2004藷　　藩灘灘縫驚蠣灘鷺．〜Q考資判門〈デンマーク船主協会（DSA）の概略〉’Danmarks　Rederiforening（英文名；Danlsh　Shipowners’A＄sociation）所在地：Amaliegade33　DK一了256　Copenhagen　K　Denmarkホームページ：http：〃www．danishshipping．com／index．htmlE−mail：info＠shipowners．dk　1884年設立。本部をコペンハ「ゲンに置き、ベルギーのブリュッセルに舛EU駐在員事驚所炉ある。隙隙｝締焼湯気澱長腎等に関し・デンマーク船主の利益を代表して国内外の薦個寄継磯！璋0等）への意見山峡に弩やるρま々・船員雇用者団体として・国内外（ρ海員組合と交渉1嘩購師う伯・．鯛の安全蘇・華華牌関わ些事凝取り扱う・近年・髄や・・．リーρ団体とも合併し〉加翠船社は21社r現在の会長はKnud　Pontoppld鵡斥（A．孕理011er−Maersk剥社長）、r事務局畢はPeter　Bjerregaard氏。2005年5月のICSイISF総会は同船協のホストにより、コペンハーグンで開催されるげ、．〈デンマーク船協組織（HPより．仮訳）〉理事会事務局長、⊥労務部（労働協約、労働法、船員の教育／採用、社会法、船員問題、船用医薬品、研修）貿易・海運政策部　　　（海運政策、市場参入、税、財務、経済政策、広報、　　　　　　　　　　統計）　一法務担当　　　　（賠償責伍保険競争法株式関連事項、船舶登録）ブラッセル駐在員事務所海務部総務部（船舶建造、環境・汚染問題、船舶保安、安全航行、ISM証書関係、船員の安全・健康管理）〔給与、不動産管理、奨学金、ローン、会計）フェリー・小型船事務局　（カーフェリー協会および中小船主協会事項）せんきょう0θ‘2004＠11講雛灘懸羅雛1懸麟雛欝灘1難縫灘灘灘灘欝灘1社　　　　　　名活動地域船　隊　・業　務A、P，　Mめller全世界コンテナ、タンカー、ガス、自動車資材運搬、海纃\造物設置、ケーブル敷設、三三冗A／SDampskibsselskabet　Torm全世界タンカー、バルク（ばら積み貨物）DFDS　A／S近海（北ヨーロッパ）旅客、Ro・RoJ，Laurltzen　A／S全世界リーファー（冷凍貨物）、ドライバルク（乾貨物）、t化ガスDampskibs3elskabet　Norden　A／S全世界タンカー、ドライバルクA／＄Em．Z，　Svitzer全世界曳航、サルベージ（海難救助）、海洋調査、近海バ泣NSoandlines　Denmark　A／S近海（北ヨーロッパ）フェリー、Ro・RoRoyal　ArGtic　Line　A／S近海住に大西洋）コンテナ、一般貨物Elsam　Kraft　A／S全世界ドライバルク、バージTankskibsrederiet　herning　a／s全世界ガス、化学物質、タンカーAlc日tel　Submarine　Networks　Marine　A／S全世界ケーブル敷設Corrai　Llne　A／S全世界家畜運搬Aa［borg　Portland　A／S全世界ドライバルクArctic　Umiaq　Llne　A／Sグリーンランド旅客Rederiet　Otto　DanielSen全世界一般貨物、コンテナDifko　Selskaberne全世界タンカー、バルク、リーファーTESMA　A／S全世界タンカー、バルク、コンテナ、化学物質、液化ガスRederlet　Erlk　Winther全世界一般貨物Bugser　og　Blerning　Danmark　AS近海（北ヨーロッパ）曳航Marsk　Olie　og　Gas　A／S全世界洋上作業用プラットフォームAmerada　Hess　APS近海（北海）洋上作業用プラットフォーム《デン々一ク船協加盟会社（HPよp）ジ、　磨、．弄．£＿r　．へ一ρ�f噸「�f揖．乳．Y、撒…D　一嚇研・韓億齢哺席耀瀞v晒一唱年瓢細曝漏側野椰ヒ・阿−傭’囁塘欄鷺酬か”殊階甲‘「噛　囁ねバ硝『囁『F兎帆囁囁ド「炉　甲嚇w内’ru戸琵兎　　　　帖囁�k「　　『F　p　内乳ア，　　≧江　�`グ∴　急「ゴ■［「「能ヒ12�Sせんきょう0θ02004麗EW5麗EWS騰匿W5髄匿W§灘騨》醗蔓羅轡鑛擦襲轡繋騨羅考灘纏騨羅麟　　　　　　　　　　　《i蟻壁会議レポ≒i；卜難　アジア船主フォーラム航行安全および環境委員会（ASF　SNEC）第11回中間会合が、2004年11月26日、シンガポール船主協会の主催のもとシンガポールにおいて開催された。　向会合には、日本、中国、台湾、香港、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、．タイ、ベトナムの船主協会が参加し、当協会からは、ASF　SNECの委員を務める神田副会長（新日本石油タンカー社長）の代理として高橋秀幸同社総務部長、および事務局より半田牧海務部長が参加し、航行安全および海洋環境に係る諸問題につき意見交換を行った。　主な審議概要は次のとおりである。○海賊および武装強盗　国際商業会議所（ICC）の下部組織である国際海事局（IMB）による海賊被害統計資料によると、2004年1月から9月差でに全世界で発生した海賊および武装強盗の件数は、昨年同期比で27％減少したものの、この全発生件数のうち約47％が東南アジア地域に集中していることが報告された。このため、同地域の沿岸国政府に対して、かかる事件を防ぐために、陸上／海上の双方でより強力かつ効果的な対策を取るよう要請することとした。さらに、マラッカ・シンガポール海峡の沿岸3力国（インドネシア、マレーシア、シンガポール）によって締結された海峡パトロール協定や、アジアユ6力綱・地域会合において決定された海賊等に関する情報共有センターの設立、またIMO理事会において、同海峡の航行安全・環境問題等について2005年7月にジャカルタでハイレベル会合を開催する決定がなされたことなどを歓迎する意見が出された。○バルクキャリアおよびタンカーの安全問題　IACS（国際船級協会連合）では、現在各船級協会によって異なる船体構造部材の寸法（長さ、幅、板厚）などの設計基準を統一するため、共通構造規則（Common　Structural　Rules＝CSR）案の作成を行っているが、この中で不合理な腐食予備厚が採用された場合、船体重量の大幅な増加を招く怖せんぎょうDθc2004�S13れがあることが懸念されている。　当協会では、同規則案の作成過程における透明性の確保や、合理的な内容となるよう慎重に検討すべきとする内容の意見書を本年7月にIACS会長宛に送付しており、その後、日本造船工業会もVLCCに関する同規則案の影響評価の結果を発表し、技術的問題点を指摘している。このため、今回のSNEC会合においても、当協会はこれら資料を席上配布し、出席者の理解を求めた。　この結果、SNECとしてIACSに対して、海運業界とオープンかつ広範な協議の場を持つことを要請し、CSR案がIMOによって作成中のゴール・ベース・スタンダードと整合性を持つ必要がある点について指摘することとなった。国が合意により協力して航行安全のための施設を整備・維持するべきとしているが、マシ海峡において、これら協力を行っているのは、現在のところ日本のみである。このため、当協会は、同海峡の公平な責任分担のあり方についてASFで取り上げるよう、本年4月に草刈会長名でシンガポール船協宛レターを送付するとともに、本年5月に開催された第13回ASFシンガポール総会においても再度、同趣旨を説明した。　この結果、今回のSNEC会合において本件に関する検討が開始され、当協会の見解に一定の理解が示された。また、SNECとしてメンバー船協に対して、それぞれの自国政府当局に当協会の見解を伝えるよう要請した。　　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部〉○マラッカ・シンガポール海峡の責任分担問題　国連海洋法条約第43条では、海峡利用国と沿岸r資料�d。ジ舳。．粛安全鵬盛藩訟1　　　　　　　　　　　　　　　　　プレスリリース．（要訳）　　　sNECは・．本年・月〜9月掴際海事局qMB）集計）｝・全世界で難し嘩賊雛雌装旧事・．　　件の結節・・3年同蹴で27％減少したことに臆した・実数でみる之凍南ア源輝興唯．織峯総々襟総噸繋マ10轡警蛭藻響轡’　　　瀬9ヌ・バーは・マラ・力帯1・おや・てタグやバプの縄即欄1ζ縮醜身雌蝉求誇れた沙目近腺件につ・・て蜘総を抱いた・麟員会は・・かか碑劣蛎心際：俳鞭　　るとともに・沿岸国繭に対して・このような犯罪を防ぐたあに・陸キ野上ρ勘で：ゆ即か　　つ効果的な対策を取るよう要請するものである。　　　SNEごは、2004年7月20日にインドネシア、マレーシア、シンガポニルの滑滑3力国ゐ海軍⇒梅津14�GせんきょうDθc2004　　．対策のため、、連携態勢による海峡パトロール協定を締結したことを歓迎した。また、東京で開催さ　　れたアジア16力函・地域会合において、アジア地域における海賊・武装強盗事件に関する新たな情　　報共有センターの主催者としてシンガポールが指名されたことを支持した。さらに本委員会は、最　　近開催された夏MO理事会が、マラッカ・シンガポール海峡における航行安全、保安および環境保護　　隔年策を検討するために、ハイレびル会合g開催（2005年7月、ジャカルタにおいて開催予定）を　　．賦払したととに歓迎め意を表明した。　○海事保安’　　　SNECは、船舶および港湾施設の国際保安コード（ISPSコード）の履行に関連し、種々の問題点　　が12月のIMO海上安全委員会（MSC）の場で提起されることに注目し｛さらにそれら問題点の多く　　が、とISPSコζドで要求される事項の解釈や適用に関するもめであることに留意した。また、海事保　　安を．促進するためめより効果的な方策は、協力関係と規則の共通理解を通じて行われるものと考え　　る。6NRCは、船舶の運航を阻害した．り、船員にさらなる負担を強いたりすることなく海事保安を強　　：化するた齢1ζド、全てρ関係者が互いに協調して対応するよう1要請するもg）であるρ・◎唖ク・卑：画アおよびタ功一の安全問題：．　　・1奉委立会｝ま、IACS　g）Jolnt　Tanker　Pr（オectおよびJoint　Bul琴er　Pr（オectによって作成され、パブリッ　　1客・戸矛ン、トを求め：られて験る船体の華通構造規則（CS卑）．案についr検討を行った。　　、・1杢i琴重患唾v200：5年7月1『同規則力1最：終化される前に・」毎運業界≒オープンかつ広範な協議の場　　一を持つタうIIA¢Sに要請するもので南る・　　　翠sN騨・岬餌9に、やて病中のブ→レ’ベース路、�kダづと撃「生を持つ必要　∫こζ｝む石油／タ・力臨界の船舶の運航潰易パタ�k波全対策くな棚事業発展にと・て　　梅壷琴絃る蘇ρ騨から・r韓員会のメンバ出盛か船主と運航者がより効率的な嬉憲駕ヒ噸船1畔鰍噸粥騨理●整備一二　　　、戸神融業・両論雨脚安繭紬噸嚇無�S聯用国が軽済白幡任を賄君隷膿誰議．・かし一榊聯・。て取・扱・れるこ・糧望鷺垂藷欝S脚搾船内に鳩そ即自騨局に脚見解を伝え、財箏騨関鱒」7糊P。LAh・e・W　　、∫5N君ρはgOq5年5月にM今RPOLAnnexVrが発効する、こと〜またユ年上に硫黄分排出規制海域GECA）　　�e奉条眠薬1む、1船舶からの排ガろの劇減おタび排妻権取引φスキ「ムにつ�kて議論し1留倶した。5�f本委員会は、シンガポ�lルにおいでS画Eご第11回申問会合を開催したSSA．に謝意を表した。ぜんきよう0θ02004��15思川W5糊EW5翻蹉W5鑓置W5韓騨》§糠羅騨蕊複縷騨蕪　N「�dブ�k！勢一＝｛∫臨．鳳iざ；ラ　・：ξ〆礼rξアr．’・：7石τ：三〕パぐ’1二γ望ジ　船員に関する共通議題についてアジアの船主間で活発な意見交換　一アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第10回中間会合の模様一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟三熱譜甑論、．藩鼠論仙幽。〔無二誕薫空言翫　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会の第10回中間会合が、ユユ月30日ジャカルタにおいてインドネシア船主協会の主催により開催された。　会合には中国、香港、台湾、シンガポールをはじめ9力国の船主協会から31名が参加し、中国賢覧のLi　Shan　Min議長およびASEAN船協のCarlosSalinas副議長の下、船員に関する共通議題について活発な意見交換が行われた。日本からは商船三井の頼成船舶部長と事務局より高橋船員対策室長が出席した。　会合に先立つ11月29日には国際海運連盟（ISF）とASFによる共同セミナーが開催され、　ILO海事統合条約およびlntemaUonal　Bargaining　Forum（IBF＊）について当委員会の副議長でもあるSalinas氏から講演があり、その後の質疑応答も交えて参加メンバーはこのテーマの重要性についての理解を深めた。　30日の本会合では日本からIBF交渉についてのこれまでの経緯や外国人船員問題に関する当協会と国際船員労務協会の役割等を報告し、参加メンバーの理解を得た。また、外国人船員の賃金を大幅に引き上げる動きに対して、もしそのようなことになればアジア船主の利益が損な．われるばかりか、アジア各国の自国籍船の船員賃金へも波及することになり、ひいてはアジアの船員の雇用の不安定化につながる懸念が大いにあると日本から問題提起し、メンバー全員がこの動きに反対していくことで意見の一致を見た。　その他、ILO海事統合条約、船員の身分証明、船員の教育訓練、海事保安問題等についての検討を行い、船員委員会としての意見を取り纏めて別紙の共同宣言（【資料】参照）として採択した。　なお、次回の第！1回中間会合は来年秋に中国の武漢において開催される予定である。　＊IBF；国際団体交渉協議会。2003年5月に1TF（国際運　輸労連〉とIMEC（国際海事使用者委員会）およびIM−　MAγ（国際船員労務協会）が合意して設立された。　IBF　に参加する船主が運航する船舶に乗組む船員の労働条　件を交渉する。　　　　　　　　　　　　　　　（船員対策室）ざ【資料L、ASF船員委鼻会第lo肉中間会合’．糊騨『1薇胆、　≧ア鍔ア船羊ブオ÷ラム（AS亘》三帰委二会の第10甲中聞会議｝綿φb4年11月3Q日、ll、イ1ンド率》アφ鑓雫、カ∴．燈曙鵜難燃ζ�fr磐讐1轡r響：∵騨委墜話1熊川鱗；は沖臥香港旧宅台即AS聯齢よびイ・．ドネシア・マ・一シア・マ4リピ〜◎．ン1輝一ル溶けゆ代夢岬細別二三み）ど二階し衝当肇国今嫉零�c然灘耀三朔響轡岬岬1∵轡τ轡甲弊弊轡や？マ講長で効フィ別皿螂生野A）飯野南る煙・ス．サリナス、昂の励を歓，1・脚日の午前｝ILO海事統合条約の進捗状況に関するセミナーが開催された。本会合はこのようなセミナーは有益かつ生産的であり、アジアの癖運業界がILOの難展や他の船員に関する重要問題に関する認識を更新するためにも非常に役立つものであると考えるb．．16麹せんきょうD8σ2004　当委員会は、瓦0海事統合条約の進捗状況について検討し、この新しい条約は意義があり、且つ現実的であることが重要であり、全ての国が批准できる基準となることが重要であると考える。　、当会議は、各国政府が積極的且つ公正さをもって、条約策定に関わり、自ら進んで批准し得るような条約どすることを主張した。当会議は∴9月にジュネーブで開催され統合条約につき詳細な検討が行なわれ蓼IL・戦闘聴職議に今SFメ・・ミーが簾的に参加したことに留意した・　当委員会は、世界のなかで大多数の船員を訓練し供給しているアジア諸国の強い要望や関心を反映することを目的として2005年に開催される特別会議および2006年の海事総会へより多くのASFメンバーが参加することを奨励した。　当事興会1ホISPSコードが海上保安に欠かせないものとの理解がなされた時に、船員が潜在的な脅威堺な趣その蘇とし礪牲と馳て・｝μζについ鍾木な齢を有している・当選｝塘噸縛弊関レ船員カミ犯署扱いされかる卓について・それが松平であるばかり．騨界が熟榊即関聯臥τ・’る時に生じているとの考えを示した・一華献1ゆイ1些吟向聯区今力郷rおける轍に伴なう舟合員の公正な扱いに騨手引き書策励働き轡濫衝、半鱒は・メ、ンバr嗣駆．多照府と本件臓り櫛よう促した・・鱗章雑纈？聯死：に即る）保轍び遺押鯛題に関するIM・／IL・翻朝齢酢業塑ヲ刎続く醐に髄：し齢即題について鰍者の確認と調整を支継るため略メンバー嘩ゆ卯問題に町構髄糊すうこと酬要と考えるr給齢斥酵ゆ鯛鯵ρ確められ嬢全醐基準について協議をし洛墨型蝋礫生ずる問題解決のための欧州での努力について留意した。当会議は米国がクルーリス．トビザを廃止する『と爾決定およ閉麟員炉ヤ1典取得ρたや岬人的に米国領事館に出頭することを主張していることに対しΣ鷲轡議はこ轡メ吻有鮒LO騨擬している国1こ否鋤印判　当会議ばぐアジア0昌々が1．上陸や本船への交通のためる入国を容易にするため、新しいILO185条約に基づく身牙証明を受け入れることを米国や他の当局1『対し奨励することを訴えた。　当委員会は、‘船員の雇用条件に関する最近の交渉問題の進捗状況につき協議し留意したP当委員会は、アジア船主の鱗お播アジ禰員め騨環境の購ζい野地から・現在およ捌寺来の船員の労働環境犀ぴ福利9発畢に関するアジア船主の声牽糾合することが：重要であることを理解した・当翠会は・瀬嘩瞭件瞬輝の蛎群お羅繍状況に船・働であるべきであり・また、雇用者と船員供給国の船員の代表との交渉を通じで決定されるべきである事を改めて強調した。　当委員会は、現在外航海運に従事するアジア船員の年齢四駅および員数について全A6Fメンバーにおける調査が昨年の中間会合で実施さ．れた．ことに留意した。∴撚欝欝r｝1轡自国痛1騨郷瑚口し�激ﾄ轡士にやて士官候野選聯の不足・稚者蜘理および貝零細の不足によりアジアにおける．自国瀬の平均年齢旨旨齢化の傾向にある。当会議は）各地1とおいて、若者が船員としてのキャ．リアについて考える意識め高揚を図ることに関するメンバーあ努力に留意し、そのような地域においで新しく士官候補生が増ぜんきょうp802004麟17醐EW5閥EW5羅W5糀W5鰯W§ぎ　羅鵬騰灘糀迦癩向熱る・と廟鮒嚇れ々・当会議は1鯛に塘で離さμた岬隠詞サプ抑鴎、瀬締およ岬�梶E弄る耀業界が取り組解き・6つの議騨ついて駄な晦を以・貿嘩界1：：瑠愈偽当会謬は岬灘蟹圃ア：ジア木平洋駆海影回1織関七会謹）規嘩鴫1　（海事教育訓練機関）がアジアρ上縁職員の肇晟を支援するために協調脅繹目すべぎご．どを考慮した6、当琴員会は・第・・回噸会髄…5年秋武鑑にr開概た・〜旨の中国鵬窪し雌聯し牽・・「当1・委員会は、、ジ瞳カルタにおいて第10回中間会合を主催したイン、ドネシア船協に対し感謬φ意を表咀し撮犠議燦内外情報＼幽魂　船員職業安定法は2004年の通常国会において改正（主な改正点は船員派遣事業の許可）され、2005年4月1日施行に向けて現在細目についての検討が進められているところである。（平成16年法律第7ユ一等）【資料】船員派遣事業の適正な運営を確保するチェック方法1．船員派遣事業の許可等　　　　　　　　　〈申講〉　「．申請書類一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・　1・船員派遣事業許可申請書　　　　　　　　　　　1　戸船員派遣事業計画書　　　　　　　　　　　　　；　レ財務諸表、納税証明書等財産的基礎に関する書類　Illl：諜繋船、係わる能力を諦。書翻1：脚固焔翫適正に晒するための規程　等疑・　　　　　　　譲総藻・　今回の改正は、一定の基準を満たす事業者が船員派遣元事業者としての許可を受け、常用雇用する船員を船員派遣先事業者の船舶へ派遣する事業を営むことを可能にするものであり、この船員派遣事業制度の創設により、これまで日本籍船舶を所有しない若しくは裸傭船もしない事業者に雇用される日本人船員に対し船員保険が適用されなかった問題が解決する見通しとなっていることから、その制度の詳細・動向については大いに注目されている。　新制度における船員派遣元事業者としての「許可」については、【資料】の「1．船員派遣事業の3．船員派遣事業等に係わる申告等の制度フロー図　樗灘韻1求職申込者1船員募集に応じた船員1i違麟に係わる申告地　方運　輸局（運航労務管理官等）　その他の者　　違反事実に係わる情報提供「　　報告示指度制くづ基に令法は「一「−　　　　　　許　可事業所毎に許可証の交付→事業所毎に掲示立入検査等行政指導行政処分　・改善命令　・事業停止命令　・許可の取消　等1一　＿　一　＿　＿　一　＿　一　＿　一　＿　r　一　＿　＿　＿　一　一　一　，18働せんきょう08c2004許可等」にある審査に基づき実施され、「確認」については、本船での雇入れ公認作業において「2．実際に船員が派遣される場合の船員法手続きを通したチェック」のスキームに基づき実施される予定である。　更に、「監督」については、「3．船員派遣事業等に係る申告等の制度フロー図」に示される様な申告制度を設け、運輸局の船員労務官に立入り検査などの権限を付与し強化される。　現在、国土交通省は官労使の意見を調整の上、通達等の詳細規定の作成に臨んでおり、当協会としては早期実現への協力および船社の意見の反映に務めている。　　　　　　　　　　　　　　　　　（船員対策室）2実際に船員が派遣される場合の船員法手続きを通したチェック○雇入契約の公認（届出）申請・一一一一一一一q必要書類〉一一一一一一一一・1・公認申請書　　　　　　　　［　船員法卜海員名簿　　　　　　　　　　　，　　労働条件　　　　明示1・D員手帳　　　　　　　　　　　Il・海技免状等の資格証明書　　　　　［i．クルー，スト　　…韻1・派遣契約の内容を記した書類等職業安定法就業条件派遣される　船　員明示＿　一　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　一　巴　一　一　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　　」錨鞭議巾ドト講「一一一一＿．＿一一一一＿一一一一一一一一〈運輸局等の窓口〉一一一一一一一　　一一一胴一一一一一　一一一一1旨クルーリスト、資格証明書留により乗組み定員の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　：［・派遣契約の内容と派遣される船舶、職務等を、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：1　　海員名簿　、船員手帳　、クルーリスト　と照倉。　　　　　　　　　　　　　　　　11＿一Q＿一＿一　＿＿＿＿＿一＿　　＿＿＿＿一＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一＿一＿一一一＿＿＿＿＿＿＿」□派遣船員であることが明記された海員名簿、船員手帳、クルーリストを船内へ備置き等○船員労働官による監歪　船員法等に基づく立入検査の際に、海員名簿、船員手帳、クルーリスト等により、派遣契約に準拠した就労実態と　なっているが否かを確認。　　　疑義がある場合運輸局の船員労政課等船員職業安定法の事務担当部署に通報　　　舗蒙．船員労政課等の職員が船舶、事業場に船員職業安定法に基づく立入検査を実施（必要に応じ、指導・勧告・改善命令等の措置）論法の改正作業進む　船員法は船員職業安定法と同じく2004年の通常国会において改正され、2005年4月1日に施行さ一改正により時間外労働に関する労使協定の締結が必要一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滞熱讃隔日乱瀟翫識、講妻輪諺駄譲鉱属銀．諺ぬ漉魁、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れる予定となっており、船員法施行規則について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も、一部改正され12月中に公布される。せんぎょうDεc2004蔭19閥EW鰯EWS羅WS羅W5続》》籔i耀糀羅糀　改正前の船員法では「臨時の必要がある場合の時間外労働」を労働時間の上限なしで認めていたが、改正後は「（安全のための）臨時の必要がある場合の時間外労働」と「労使協定による時間外労働」に定義分けし、「（安全のための）臨時の必要がある場合の時間外労働」については労働時間の上限はないが、「労使協定による時聞外労働」と時問内労働の総労働時間は、ILO　180号条約に規定されているユ日当たりユ4時間、ユ週当たり72時間の規制が取り入れられ、上限が設けられることとなる。　この「労使協定による時間外労働」を実施させるにあたっては、新たに時間外労働に関する協定書を締結し、行政官庁に届け出ることが求められるQ　国土交通省では早期の届出が望ましいとの判断から施行日前であっても届け出ることができるとしており、届出の手続き等および協定書で定める時間外労働の具体的事由等については、必要な通達を発出するとしている。　　　　　　　　　　　　　　　　（船員対策室）【資料】労使協定による時間外労働の制度が設けられたことに伴う協定に　　　記載すべき事項等（船員法施行規則第42条の9の2関係）（改正前）　時間内労働（1日8時間まで）臨時の必要がある場合のみ時間外労働可能・「上限なし窓舞上限なし（改正後）　時間内労働．（1日B時間まで）（安全のための）・．臨時の必要、競購灘卵躍歎窺一譲墾載嚢襲嚢マヒお　　　　び難．磯　撒上限11日14時間週72時間を設ける協定を締結すれば、臨時の必要がある場合以外でも時間外労働が可能協定書記載事項・時間外労働をさせる必要がある具体的理由・対象となる海員の職務及び員数・作業の種類・労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに遵守させるための措置有効期間を定める20鰯せんきょうD802004海運関係分野の規制改革要望を提出一τ6年11月集中受付月閲での要　政府は、規制改革については年2回（6月および11月）の集中受付月間を設け幅広く要望を受け付けており、当協会はこれら機会を利用しながら会員各社からの意見・要望を取りまとめ対応している。　16年度6月の集中受付月間に際しては、昨年度までの要望事項の進捗状況、および会員への意見照会の結果等を踏まえ、10項目からなる要望を内閣府規制改革・民間開放推進室（以下、「民間開放推進室」）に提出し、1項目（ねずみ族駆除免除検査証書の有効期間の延長）について実現を見た（本誌2004年10月号P．14参照）。　16年11月集中受付月間への対応については、上記6月受付月間の結果等を踏まえ、11月16日、以下7項目からなる要望を民間開放推進室に提出した（【資料】参照）。　1．港湾関係諸税ならびに諸料金の適正化配属＿王　　　　　　　　　浦島ウ織熱、。讃甑国訴藤�m轟、蕊話μ臨暴一一芒、認藁、2．外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化3．港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化4，日本籍船でのカジノの自由化5，解撤等のために輸出される船舶のバーゼル　法に基づく輸出手続きの廃止6．内航輸送用トレーラー・シャーシの車検制　度の緩和7．内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫に　関する規定の見直し　本要望については、民間開放推進室と関係省庁間で所要の調整が行われ、来年2月頃までには結論が得られる予定である。　なお、進捗状況については、以下ホームページにて随時公開されている。　http：ノ／www．kisei・kaikaku，gojp／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）【資料1全国規制改革・民間開放要望書（H16年11月）日本船主協会要望ﾔ号要望事項i學生名）具　体　的v望内容具体的事業のﾀ施内容要　　　望　　　理’　由根拠法令等制度の滑ﾇ官庁「港湾関係港湾関係諸税（と外航船はわが国港湾への入港毎に港湾関係諸税である「ととん税法第1財務省、総諸税ならん税，特別とん税．ん税」，「特別とん税」、「固定資産税」（固定資産税は日本籍条、特別とん務省、国土びに諸料船舶固定資産税）船のみに負荷）を負担している。このうち、とん税は諸外税法第1条、交通省等金の適正並びに諸料金（入凡“国ではその徴収目的が港湾の維持・改修費用など使途が明地方税法3B9化港料、公共岸壁使確であるが、わが国では、一般財源に繰り入れられ、目的条、港湾法第用料等）の徴収のも使途も不明確である。また、わが国において、例えば神照条2項等目的ならびに考え戸港・名古屋港・東京港の3港に外航船が入港する場合、方を明確にした上ﾅ、諸外国と同等F　囁、それら3港全てでとん税が都度徴収されるが、米国などにｨいては、とん税の徴収は最初に寄港した港のみで、次港となるよう制度の以降は徴収されていない。さらに、「入港料」などの港湾諸適正化を図ること。料金も負担しており、港湾入港に伴う経費は著しく割高で、1　・、石　　F，gF「　　　遭@　　−、わが国港湾の国際競争力喪失の一因となっているので、』徴「収の目的ならびに考え方を整理し、諸外国と水準が同等となるよう綱度を適正にすべきである。2外貿埠頭原価主義に基づぐ外貿埠頭公社にお昭和55年12月16日の港湾審議会答申では外貿埠頭公団の業務外貿埠頭公団国止交通省公社の埠料金の妥当性の検ける岸壁等の貸付の移管に関して、『……外貿埠頭の管理運営という公共的かの解散及び業頭等貸付：証及び、囁荷動きの斜の額は減価償却ぺつ国家的に重要な業務を行うものであるので前述の通りこ務承継に関す料の適正実態や公共埠頭料修繕費、’管理費、れを適切かつ確実に運営していくことが出来るような財団る法律施行規化金との格差等を勘．災害復旧引当金、法入を国が指定するとともに、指定された財団法人に対し則第5条第1印したぐより弾力，貸倒引当金、支払ても法人の指定に伴う通常の監督のほか、国の海運政策及項的で国際競争力の利息等の費用額のび港湾政策との整合性の取れた外貿埠頭の整備及び質地がある料金設定を可合計を基準とし、行われるよう国の監督措置が必要となる。たとえば、貸付、能とすることかっ、岸壁等に係料の適正な水準の確保、外貿埠頭施設の処分などの制限、囁早る覆鉢埠頭の建設・需給バランスと港湾問の機能分担を考慮した外貿埠頭の整に要した資金の償備などの為の措置が挙げられる。1とした。国はこの答弁を還を考慮してぺ埠充分尊重し、原価主義に基づく料金の妥当牲の検証、及びF　、P頭公社が定めてい荷動きの実態や公共埠頭料金との格差等も充分勘案、弾力る。的で国際競争力を有する料金設定とするように各埠頭公社を指導すべぎである。せんきょうDθε2004魯21尾州W5鋪EWS羅W5糀W§蝿騨§羅糀耀轡蕊要望^番号要望事項k事頂名）具　体　的v望内容具体的事業のﾀ施内容要　　　望　　　理　　　由根拠法令等制度の滑ﾇ官庁3港湾・輸全ての港湾輸出200巳年7月23日よD輸出入・港湾諸手続のシングルウィンド関税法、港湾国土交通省、出入手続入関連手続を対象ウ化が関係省庁により実現されてはいるが、実態は各種甲法、出入国管財務省、法ぎ等の一として、申講の必請・手続の見直しや簡素化がなされず、単に既存のシステ理及び難民認務省、厚生層の簡素要性が失われたもムが接続されただけのものであるため、利便性の向上には定法等労働省、儂化の、申請の中で削結びついていない。従って、全ての関連手続を対象として、林水産省、除できる項且さ申請の必要性が失われたもの、申講の中で削除でぎるも項地方自治体らに省庁間に共通目、更に省庁間に共通する項目の標準化、統一化できるも等　　　Fする項目の標準化、のを抽出した上で、申請手続きを徹底的に削減・簡素化す統一化でをるものることを要望する。を抽出した上で、申請手続を徹底的に削減・簡素化す￥るよう要望する。4日本籍船日本籍船では現行国民への健全な娯楽を提供し、クルーズ客船事業の振興を刑法第185条、警察庁、法でのカジ刑法が適用される図るため、日本籍船でのカジノの自由化を行うこと。186条務省囁ノの自由ため、公海上であ化ってもカジノが禁止されているが、カジノの運営が非合法とならないよFう所用の法整備を行う。遣5解撤等の現在「特定有害物バーゼル条約を船舶に適用した場合、廃棄物と何ら関係のバーゼル法第環境省、鰹ために輸愚盲の輸出入等のない「寄港国」が「輸出厨」になるほか、安全運航に必要な船2条第｝項、済産業省、出される規制に関する法律」舶の構造や設備機器から有害物質の除去を求められる可能輸出貿易管理国土交通圏船舶のバ（以下、バーゼル性があるなど多くの実行・実効上の問題が生じる。このた令別表第2の一ゼル法法）を所管する各めバーゼル条約締約国会議（COP）では同条約の規定を船35の2、パー「に基づく省庁は、平成11年舶に適用することについては明確な結論を出しておらず、ゼル法第4条輸出手続5月の通達により、げ今後国際海事機関、国際労働機関と協調しつつ環境上適切第順、外国囁叫凡　＝きの廃止解撤等を目的としな船舶解撤のための現実的な解決策を検討することとして為替及び外国た日本籍船の輸出いる。本年10月下旬に開催されたCOP　7についても、同条貿易法第48条嘔　　’について当該船舶二二事務局1ま閂The　Secret臼riat　of　the　Basel　Corlv臼ntbn第3項、関税がアスベスト等のwishes　to　stress　that，　at　present，　whlle　indlvidual’法螺6ア条、おF　　　　　　　　監有害廃棄物を含むcountriescanmaketheirowndisposltionsunderna一よび関係通達場合、輸出申請等tiona日aw，　COP7did　not　adopt　a　iegatly　binding　de一ニヒFの手続ぎが必要とcislon　requlrlng　the163Parties　to　the　Basel　Convenマ　　　　　囁“G　・　　　昼　　痔早　“内している。このバtion　to　co口trol　the　exPort　of　shiPs　under　the　termsF冗一ゼル法に基づいof　the　Conventbn　and　to　prDh｝bit　exports　wltぬeut‘　　　　　　　　ヒ疋　ピFγP　　戸た輸出申請等手続、the　oonsent　of　recipient　countries．”との異例のコメきの廃止を要望すントを同条約ウェブサイトで公表している。このような状る。況下、多くの国が慎重な対応をとる中、わが国では、平成、遣U年5月の通達により同条約の日本籍船への適用を決定しト石ており、実質的に同回船の解撤目的での輸出が困難となつている。従って，日本籍船につきまとうこのハンディキャ遣ップを除去し円滑な解撒を確保するために、同通達の廃止、」を求める。6内航輸送内航輸送用のトレ内航輸送用のトレーラー・シャーシに対する目動車検査証道路運送車両国土交通省用トレー一ラー・シャーシの有効期限は、毎日陸上輸送している一般のトラック同様法第61条（自ラー・シに対する車検制度1年である。主に海上輸送用であるトレーラ門・シャーシ動車検董証のヤーシのを現行の1年からは、本船船内または港頭地区駐車場に停車している状態が有効期限プ囁馬車検制度3年にする。また、長く、陸上走行距離が短いものとなっている。また、シヤの緩和国選交通省では，一シ自体は動力を持たず、トレーラー（ヘッド）に牽引さ“平成16年度中に安れるだけである。このような使用実態に即し、内航輸送用全確保、環境保全、のトレーラー・シャーシに対する車検制度を現行の1年か技徳進歩の面からら3年にすべきである。有効期間の延長を‘判断する調査を実施することとなつているが、これを早急に取りまとめ、その結果に基づき所要の措置を講じられたい。22�SせんきょうDθ‘2004要望ﾔ号要望事項A（事項名）具　体　的v望内容．具体的事業のﾀ施内容要　　　望　　　理　　　由根拠法令等制度の滑ﾇ官庁7臼、内航輸送内航輸送用シャー自動車の保有者は車庫法により保管場所を確保しなくては車庫法第3条、国土交通省、用トレ7シ運用上において　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ﾈらないが、海上輸送用トレーラー・シャーシについても貨物自動車運警察庁ラー・、シはこ登録用車庫罐一般のトラック同様、同法が適用されている。しかし，内、送事業法第4．ヤーシの’保の負担が所有ぎ航輸送用シャーシの車庫の利用実態は、船内及び港頭地区条車庫に聞に強いられる一方、の駐車場に限られ、かつ運用上常時海上輸送のものもある。する規足その車庫はほとんトレーラーベッド、しシャーシ夫々1台ずつの車庫取得に加の見直しど利用されておら・え（港頭地区におけるヤードの確保が仕出し地／仕向け地ゑ現在の規制は三方で必要となり、．ﾀ質取扱いトレーラー・シャーシの約、、「利用実態にそぐわ4倍の車庫の確保が必要となる。このため、内航輸送用にン．ない。．ため、内航A送用シャーシに利用されるシャーシについては、’利用実態に合ぜて車庫にﾖする規制を見直し、車庫一台のスペースで複数台数登録「rついては、車庫一できるようにすべきである。台のズペニスで複数台登録できるよ．　ト｡、’@　ト　「「　、．証碑聯F、第二船籍制度創設に向け、3回目の特区提案を提出一2004年11月、第6次構造改革特区提案一　2004年11月17日、当協会は愛媛県今治市と共同で「わが国外航商船の第二船旧制度の創設」に関する3回目の構造改革特区提案を内閣官房構造改革特区推進室に提出した（【資料】参照）。　本件については、これまで担当省庁である国土交通圏は、特区対応は不可とする一方で「外航海運政策推進検討会議」においてこの問題を検討するとの回答をおこなってきているが、当協会は、同検討会議における議論に積極的に参加するとと　　　　　　　　廉論�_，麟蕊、礁識M論滋識。魚魚轟漁もに、特区を通じても第二船籍制度創設の可能性を模索することとし、今回当協会として3回目（今治市との共同提案は2回目）の提案をおこなったものである。　今後本件は、特区推進室と国土交通省との間で検討が行われ、05年1月から2月にかけて結論が出されるものと見込まれている。　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）、【資料｝し、・．3・提琴麟1暖；略糊鱒畔斌μ1わゆる月本人纈聯要件の醗、日陰櫛船噸するゆ軽：晦蝿聯要件・醗およ．猷夕岬岬員の海技資解三三現行制度みもとで（ρ．日本籍船が、舶員配乗要件・船舶設備／検査要件・税制の3点を主とする高コストせんぎょう0θ02004働23舗匿WS輔匿WS翻髭WS築羅W蕊塗羅脚§§1ξ・礪轡聾　難轡轟要因によ・て画譜勃が大幅に劣るため・．躰の外購齢三七翠・ノ曲解酬r騨を置籍せざるを得ない概ζな・ているからで軸し魁ながら・rうし桝困三脚場合鐸鞭鯵副のお腺ている三三治・社会唐勢磯回剰ざる鵡ない酵から1躰騨！・比畔瞭定性に劣るとと忌め菰さらに何らカ〕畔三態醗制ても四四二巴欝勲嘩鞍蘇とはなり得ないためギわ岬にとρて購�n海際油壷力を一廓騨招電開が擁拷え1られる・躰籍船が三三並み媚臓争力を回すれば満引にとって脚白保鉢齢噸で動勲高い躰籍縮向が強まるこ婦確実であり嫡た旧構船嚥少を防止ず礁灘講ずるζ≒．は・・996年の第・3・歯髄今において鯵薩で擬され斥「祉運送法9郷鱒虚語脚；対する騰決議」（鮒1および2参照）噂話に訴訟ること融勧で澗：脚ζ鱒1．騨を魅ξした論調集積が繊さ二二外航船主が・・嘩近い郷言論醗を噸保麓砂髄謡本船主協会は・日本籍外航商舶を対象に以下3点を実現し・今治市を船籍港とずる新たな熊本麟籍卸度（第二船籍制度）を創設し、．わが国商船隊に占める日本二二の比率を増加することと�nたレも、、、　�@．：日本籍舶に対するいれゆる日盛木船員配乗琴件を改廃する『と。�Aす1轡特纏麟轄件�k売血に際し嘩騨お騨1隅群鰍　�B新造外航商船に関わる登録免許税を外国籍山並みとし、かつ外航二心に幽すや圃牢無産税脅廃止　　するこ1と・なお・鵬の姻騨の日糟二合へ・辮rつい・嬬rれを記する画論瞬　　制度創設後5年間は登録免許税を非課税とすること。、これら3点の実現を目指すにあたり、税財政措潭にかかわるものは醤区とレr取り扱やな野ζ二ζ．ζ盗聴ているため・蘇から�Bについマま特区縣を行・てきていな勉た力詠第論叢鶏姦鯉・�Aについても提案に盛り霞まず、．今回は（動「日本籍外航簡艦に対するド・わゆる招喬木鮒月醇乗要件爾i警廃」のみに絞り込んだ提案を行う・ととした・これは・．．謔T次提案征す姻‡交融鰹畔l！（�Kとも特区として対応不可とするもの）以階われた三省と融合主協今との折藩中で＠鱒熊笹・検螢件につい・は四這鍍の欄緩和醐旧きる賭弓られたため罷り滞醗案幣つかけとする同省の本件に対する前向きな取り屈み姿勢を評価したためであ．る。、また今治市は・…5年・．月の今治・縮地域12市嗣餅を搬国土交瀦に罪源τ吹P騨肺．構艦齢業」が酷の2・・4年度「広域連携による論難網形雌二業」備助対象既定削、れた・と説け・近・「論者陥創造嗣委章会を設立して騨・造篠の滋藤温熱駅◎規制緩和の方向性を検温することとしている。今治市とpては｝本特区提案を地域再生（ρ有効タ手段◎・、ひとつとしても位臨けており．旧輸主協会と点しで今治市を拶鱗；船籍制憲謬論港と恥．創面の地元造船業との相納果によ・て堺でも類柳ない噺”今治海事者曇霞を端鮮帯・としたい。添付1　　　　　　　　海上運送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衆議院運輸委員会、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成8年6月5日空　近年の急激な．円高の進行等により我が国外航海運の国際競争力が低下した結果、日本船舶及び日本人船員の数は急激に減少し、深刻な事態に立ち至っている。我が国にとって安定的な国際海上輸送ヵを確保することは、海洋国家として不可欠な重要課題であり、政府は早急に次の事項につき措置を講ずべき．24愚せんぎょうPεご2004である。1　日本船舶と日本入船員の減少を防止するためには、我が国外航海運の全体的な基盤強化が急務であ　り．・政府は関係者に一層の努力を求めるとともに・国際韓争力鯵隼ρため『）布勲存目箪奮判ずうll二と。、1畑田哩即舌．・繍蝋型制海上鞘・繍る安全性と郷の蘇晦洋脚隅瓦の総建課員の遊技鱗rも落丁い1こ1が必要でlll燃や醗峰1添輿添，、　海上騨の一部を改耳する辮韓寸マる鵬灘♂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、藷葦警野幌中筋激な驕の進駐貼り我が酬航騎西騨勧輯下し1婦果・：β国母眼�i駄輝轡騨野外・澗蝉態垂r立ち至・回漕岬惚F琴牢糊騨輸勲特　2002年11月にスペイン沖で発生したプレスティージ号油濁事故を受けて、2003年12月のIMO第50回海洋環境保護委員会（MEPC50＞においてシングルハルタンカー（SHT）のフェーズアウトを定めるMARPOL条約改正が採択された。同改正では、5，000DWT以上のSHTの最終使用期限が2015年から2010年に前倒しされたが、船体評価検査（CAS）で状態が良好とされたSHTについては旗国の裁量により船齢25年または2015年のいずれか早い日までの使用延長を認められることとなった（寄港国は2010年以降SHTの入港拒否が可能）。同改正は2005年4月に発効することから、国土交通省海事局はそれに対応した国内ルールを検討するため、海運、石油業界、学識経験者を交えた「タンカーのダブルハル化促進に関する検討会」（座長：石田育男海事局安全基準課長。以下、検討会）を本年5月に発足させた（本誌2004年8月号P．3参照）。　海事局は当初2010年以降のSHTの使用を認めないとする方針を打出していたが、当協会および石油連盟がわが国原油安定輸送への悪影響等について強く懸念を表明したため、海事局／石油連盟／当協会の三者により2010年時点でのVLCC輸送マーケットに関する調査・分析を行った上でわが国の方針を決めることとなった。その調査・分析によると、わが国石油輸入量：の2〜3割を占める季節変動要因の需要量についてはVLCCのスポット用船で対応されているが、2010年における同用船市場でのダブルハルタンカーの比率は1／4程度と予測され、わが国でのSHTの使用を2010年とした場合、原油供給に支障を来たす惧れが大きいとせんぎょうPθ62004��25の結論に至った。（2010年におけるVLCC輸送マーケットについては、以下の国土交通省ホームページ参照）　http：／／www．mlit，gojp／kaiji／tanker／tankerO4／　01　index．h�q1　この結論を踏まえ海事局は、10月22日に開催した第4回検討会において、5，000DWT以上のSHTについては、CASに適合することを条件に、船齢25歳または2015年における引渡し日に相当する日のいずれか早い日までの使用を認めることとし、改正条約発効日までに所要の国内法を整備することとなった（上記SHTのフェーズアウトを含む国内法令の概要については【資料】参照）。これにより、懸案となっていたこの問題は、関係業界と国土交通省との問にコンセンサスが成立した内容で決着をみることとなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）【資料】　MARPOL条約改正の国内法令化について日本船主協会／企画調整部、MARPOL条約改正（2003，12）第4回検討会での結論（診0σ4，1G．22＞SH「「のフエー�@5、00α⊃WT以上のシングル八ルタンカー（SHT）に�@5，000DWT，以上の（SHT）については、　CASを条ズアウトついては、2010年の引渡日に相当する日までにフェ件に、船齢25歳に達する日または2015年の引渡日に（MARPOし条一ズアウト。但し．旗国は、CA＄を条件に、船齢25相当する臼のいずれか早い日まで運航を認めること約附属書113G歳に達する日密たは2015年の引渡日に相当する日のができる規則：・いずれか早い日まで運航を認めることがでぎる◎ダブルボ、トム／サイドは、船齢25歳に達する臼ま5，0GODW↑以上、�A、．また旗国は、ダブルボトム／サイドについては、たは2015年の引渡日に相当する日のいずれか早い日に適用），船齢25歳に達する日まで運航を認めることができる。表で運航を認めるガ　　内�d＄HTによる重�@5、000DWT以上のSHTによる重質油輸送は、2005�@51000DWT以上のSHTによる重質油輸送は、2005質油輸送禁止’年4月5日以降禁止。但し、旗国は、ダブルボトム年4月5臼以降禁止。但し、ダツルボトム／サイド（MARPOL条／サイドについては船齢25歳に達する日まで、また、，　は船齢25歳に達する日または2015年の引渡E1に相当約附属書113Gそれ以外のSHTについては一定の重質原油（※）のする日のいずれか早いまで運航を認める。．規則：’輸送に限り船齢25歳に達する日まで、運航を認める�A600−5，000DWTは、2008年の引渡臼に相当するE似600DWT以上に囁ことがでぎる。（※15℃で密度900�s／�u以上、945�s降禁止。但し、ダブルボトム／サイドは船齢25歳に適用）／�u未満の原油〉，達する日まで運航を認める。新造船は2005年4月5�A6DD・5，000DWTは2008年の引渡日に相当する日以日以降ダブル八ルとするゴ　　　　　　　　段．’　　　　　　　　　　　　　　　　、了降禁止。但し、旗国は、船齢25歳に達する臼までの�B　上記�@、�Aについて、平水区域では適用を免除す運航を認めることができる。る。�B　上記�@�Aについで、旗国は内航船等の適用を免♂徐できる。・．　F”、P　、・　亭　　　　　デ・�j凡、貿F！．　　ξデ再　　　’．ド　　　　　　看注1）5，000DWT以上のSHT（ダブルボトム／サイドを含む）は、重質油輸送に従事するものであっても13G規則が適用される。拠　　　って13G規則で定めるフェーズアウトの対象となるほか、船齢15歳以上でGASに適合しなければならない。26動せんきょうPθσ2004船社／荷主業界が定航海運を巡る諸問題に関し前向きに対話一コンテナ・シッビング・フォーラムの模様一　定航海運を巡る最近の国際晴勢や今後め需給動向につき＼日本発着の定航船社・関係荷主が対話　を行うコンテナ・シッビング・フォーラム（主催1日本海事新聞社）が、当協会と日本荷主協会のr協力の下、2004年11月30日に東京で開催された。冒頭、櫻井俊樹国土交通省海事局外航課長が一社問「鞭雌法適用聯渡を巡る廻国騨に関：穿る・難脚・巖・1合柵荷主一夫塑脚こよ聯と馴顔翻テわれた・．理嚇纏哩酬ラインジ・パン雛聯押蜘輯舟囲輝難／欧些タ驚騨吻ト鰍していや丁丁の現零丁東麟航路におけや2005年の警轡1轡�k1岬響町の騨縛めるよ騨�`＿，▲賊デが吸ゆゲ7：オ．』ラムの灘ぜんきようPθ62004駒27’九鰯便鯵航路を維持する　響灘方面から東に向かって関門海峡を通過した船が周防灘に抜ける時に通るのが、関門航路南東水道です。　関門航路では、水深12メートルが確保され、全面！3メートル化が進められている段階にあり、航行する船の喫水（最大許容喫水）．は、水先関係者の取り決めにより11．40メートル以下とされています。　しかし南東水道地区においては、航路埋没のため、これまで海図に示されている最も浅い個所の水深（最浅値）は10．3メートルとなっていましたので、平成ユ4年以来この地区を東に航行する船の喫水は10．0メートル以下に制限されていました。この喫水制限による影響は大きなものとなっており、その早期改善が望まれていましたが、このたび（平成玉6年9月）、この個所も最大許容喫水が他の地区と同じ1ユ，40メートルとされることになりました。これは、凌漂後の測量の結果、！0．3メートルの個所は見受けられなくなり、海図の補正が行われることになったためです。　因みに、「2004日本船舶明細書」に示される1万G／T以上の日本籍船171隻について満載喫水の分布を見てみると、表に示すとおり、11．4メートル以上は69隻（40％）、10メートル以上1ユ．4メートル未満は22隻（13％）となっており、10メートル未満は80隻（47％）でした。なお、内航許可船17隻はすべて10メートル未満でした。　今回の喫水制隈緩和によって恩恵を受ける可能性のある22隻について船種を見ると、LNG＊船とLPG＊＊船とで19隻を占めることが注目されます。この数字はあくまでも日本籍船のみが対象ですが、日本商船隊全体を類推してみるのも面白いのではないでしょうか。また、わざわざ喫水を浅くしたり遠回りしないで航行できるようになった船も、かなりの数になるのではないでしょうか。　関門航路南東水道においては、常に海底の浮泥（シルト）が航路に流入・堆積（シルテーション）しており、毎年厚さ7cm、60万m3が堆積すると言われています。この量をダンプで運ぶには、毎日250台が必要になります。また、早靹瀬戸付近では潮流が速いため、海底の砂が波打ってきて、あたかも砂漠の砂丘のように成長して数メートルにもおよぶサンドウェーブが発生します。サンドウェーブが発生すると、その成長に伴い航行船の喫水制限が必要になってくるため、3〜5年毎に濠i深してこれを除去しなくてはなりません。因みに、最近の喫水制限としては、平成14年6月から16年4月までの約2年間、東航船の許容喫水が11．4メートルから10．5メートルまでに制限されました。　これらの理由から関門航路は継続して濠蝶が必要な航路であり、船舶の交通を確保するため開発および保全に関する工事が必要な航路として、港湾法による「開発保全航路」に指定されています。そしてその開発および保全は国土交通大臣が行ない、その費用は国が負担することと規定されており、関門航路事務所により航路の整備・管理が行われています。なお、開発保全航路としては、東京湾口、伊勢湾口、備讃瀬戸などに全国で16航路28鎗せんきょうDθ02004が指定されています。　これら凌諜工事により発生した凌漂土のうち、砂・レキ（小石）などの良質土は、埋立、人工海浜の造成、海底汚泥の磨砂などに用いられています。また粘土やシルトなどの軟弱土は土砂処分場に運ばれます。平成17年度に苅田沖に開港する新北九州空港用地は、このようにして造成されたものです。　しかし、将来的に土砂処分場用水面もだんだん不足してくることから、その対策として、分級という新しい取組みが始まっています。分級とは湊深土から良質な砂分のみを取り出す方法で、凌洪土と水を混合させて泥水を作り、ソイルセパレータと呼ぶ筒状の装置に圧弔することにより、遠心力と比重差のために砂分とシルト・粘土分とに分離されるものです。この工法は平成14〜15年度に実用化されており、中央水道の湊深土56万m3から．35万m3の砂が分離され、新北九州空港の工事にリサイクル使用されています。従って処分場に運ばれる量は1／3強で済んだことになります。　以上のように、今回の喫水制限の解除による効果を考えているうちに、毎日700隻余が航行する関門航路の重要性と、航路整備・維持管理の必要性がいかに大きいかに改めて気付かされた次第です。　　　　　　　　（九州地区事務局長　鈴木成男）＊　Liquefied　Petroleum　Gas（LPG：液化石油ガス）。プ　ロバンやブタンといった石油ガスを液化させたもの。　輸送の際は、常圧で冷却あるいは常温で加圧（加圧　低温もある）して液化したままLPG船で運ばれる。＊＊Hquefied　Natural　Gas（LNG；液化天然ガス）。メタ　　ンを主成分とする天然ガスを海上輸送のため液化さ　せたもの。マイナス162℃の超低温で液化し、体積が　600分の1になる天然ガスの性質を利用し、大量輸送　を実現した，輸送の際は、超低温維持の特殊なタン　クを持ったLNG船で運ばれる。船種別・満載喫水別隻数　（1万〔ンT以上の日本籍船〉満載　喫：水（外航）満載喫水i内　　航）．船　　種♂隻．一数@（計）．11．4�u以上10．Om以上．11、4m未満10，0m未満10．Om未満油　内’21、、201．、鉱　・　　　石、　　、5・、5．鉱石一石炭、55．鉱石・ばら積r　　　4．4％石’　　　　炭r　　、γ11ば　．ら凱険．3　．2　r1．自動車・RO／RO’　　〜D128石　内灰�d　石615．セ　メ’ン、卜144L　　N1∵．G．23．8…4達L　、P　∴G．5　、5コ．ン　テ　ナ12　、12r客・　　　舶．−、’55フ・エ　リ1一．　　　44「44．特�j：殊一船∴3r、2・1隻＼数・：（設ジ’「7169、、含2631ア�j％r100・、40、133710、・2004日本船舶明細書による。・外航とは内航許可船以外をいう。・内航はすべて10m未満である。撒ぜんきょうDθc2004鯵29lll聯SFシ・ビング’エコノミ・クスルビュー黍ヨ5；1委員会（SERC）第16回中間会合が台北にて開　、催された。（本誌2004年11月号参照）響朧雲瓢驚攣鷲驚；霧鷺　　枠組をとりまとめた「NOWPAP（北西太平洋　　行動計画）地域油流出緊急時計画」のMOU　　署名記念式典が韓国・釜山にて行われ、本格　　的に実施されることとなった。欝罫緊贈墜轡ζ譜鰍驚：慰欝禦聲鱒錺ll廉　　向けて決意を表明した。羅OECD罐委員会（MTC）およびワ』クショ欝1；・ツプがパリにて開催された・濾ξ響讐響朧倉黛重罪ノ�l二二　　Structural　Rules＝CSR）の発効を2006年1月1　　日に延期することを発表した。滋1躰と繭アジア言綱連合（ASE訓）10姻1亥llの船員政策当局による専門家会合が東京にて遺iα開催された。船員教育、国際海事機関（IMO）1旦悪鳥蠣離（ILO）等における船員関係国　　際条約をめぐる動き、その他船員政策に関わ30鈎ぜんきょうDεσ2004　　、る事項について、意見交換・情報交換が行わ　　れた。　　（関連記事P．31囲み記事参照）譲醸交通分野における環境問題に関する国土交通1：Eヨli省と米国環境保護庁との政策対話第1回会合　　が、米国・ワシントンDCで開催された。海運　　関係では、船舶からの排出ガスに関する取組　　みやバラスト水を通じた生物種の侵入防止に　〔関する課題について意見交換等がなされた。灘塗i当協会とデンマーク船主協会による海運セミ1魏ナーが棘にて開催された。　　（P．7シッビングフラッシュ参照）126幹SF航行安全および環境委員会（SNEC）第ユ1差ヨli回中間会合がシンガポールにて開催された。　　（P．13海運ニュース参照）繊繍難謹朧叢鍵灘裏　　授）」の第2園会合を開催し、各部門ごとの収　　支見込や、一般制度に統合した場合に想定さ　　れる論点などについて意見交換した。．．　〆隅`SF船員委員会第10回中間会合がインドネシ　　アのジャカルタにて開催された。　　（P．16海運ニュース参照）麺1コンテナ・シ・ピングフ肥ラム（主催：劇毒躰鱒新聞社脇か当協会・躰荷葡　ヒ．会〉が東京にて開催された。　．（P．27囲み記事参照）日・ASEAN船員政策専門家レセプションの開催こ9会鱒船員騨腸における日本政府とASE州諸国噸聞嘩携二化を．目駆二二たもので、ASEAN加盟10ヶ国（ブルネイ、カンボジア、イ’ン．ドネシア、ラ’オス、マレーシア＼・ミぞ、ンマら、．フィリピン、シンガポール、タイ．1ベトナム）が参加したげ．、　一：：　1．＼．．：・会合糊催された・セブ・・ンには・甲土交織…脚加盟即峠騨担当者をは�S、馴しだ騰墨描会およ．び当協会の也四脚欝の購御名カミ雌吟レセ�hヲ・ン腰当聯蘇区鈴木冨1会長（離三井会長）がろピプ碧行レ撃・E醸．櫨国の鰻・活躍・対し・感謝の意議するとζも・・三三塘騨界全体囎を嘩臨翻…ムレセプションの様子・茎一口灘鍵糠蝦等9麟面γめel雌▲スピーチを行なう鈴木副会長　　　NOVザ　　越7瞬ぎ；　　　　　　◎、　　　　　　erぜんきょうD262004麟31（11月24日　日本船主協会役員会議室にて開催）総務委員会1．船協組織に関する検討会政策委員会1．外航海運政策推進検討会議について2．平成17年度税制改正要望について3．規制改革要望（平成16年6月集中受付月間の結果および同11月への対応）について4．諸外国における外航船語間協定に対する独禁法適用除外制度の見直しについて5．ASFシッビング．・エコノミックス・レビコ．一委員会（SERC）第16回中間会合の模様について6．日本／デンマーク海運セミナーについて港湾物流委員会1．輸出入および港湾諸手続の簡素化に関する動　きについて工務委員会1．MARPOL条約改正の国内法制化問題について2．国際船級協会（IACS）の共通構造規則（CSR）　について安全環境委員会1．IMO第52回海洋環境保護委員会（MEPC52）の模様について2．バーゼル条約第7回締約国会議（COP　7）の模様について3．東京都「船舶等による大気汚染対策検討委員会」第2回会議の模様について労政委員会ユ．第3回政策フォーラムについて2．船員保険制度について3．ILO予備技術海事会議について法務保険委員会1．国際油濁補償基金第9回総会等の模様2．IMO第89回法律委員会の模様近海内航部会構造改革委員会1．港湾関連業務構造改革小委員会2．内航活性化小委員会3．船籍問題小委員会1．内航活性化小委員会の検討状況について2．船舶職業安定法・船員法の一部改正について3．平成17年度税制改正要望について4．冊子　内航海運組合総連合会「内航船の消え　る日が来る」について32鞠ぜんぎょうDθ62004�堰@油濁損害賠償保障法施行規則の一部を改正す　　る省令（国土交通省令第94号、平成16年11月　　8日公布、平成17年3月1日施行、一部平成　　16年12月ユ日および平成17年4月ユ日施行）�堰@満載喫水線規則等の一部を改正する省令（国　　土交通省令第95号、平成16年11月24日公布、平　　成17年1月1日施行）�M　海上運送事業の活性化のための船員法等の一　　部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整　　備に関する政令（政令第368号、平成16年11月25　　日公布、平成17年4月1日施行）��　船員職業安定法施行令（政令第369号、平成16　　年11月25日公布、平成17年4月！日施行）　　　糠情壽繕要墾書等麹調輪嚇提出日：ユユ月ユ6日宛先：規制改革・民間開放推進会議件　名：規制改革要望要　旨：7項目からなる海運関係の規制改革要望提出日：11月22日宛先：国土交通大臣北側一雄殿件名：モーダルシフト推進に関する要望要　旨：内航海運活性化に向けた当協会として取　　　　響欝惣詫縣轟鶴　　　　ため、運航コストの多くを占める燃料油　　　　に係る石炭石油税の類的非課税イヒをは，，　　　　じめとした税制措置、車検制度・車庫規、　　　　制に係る特例措置等の実現などの規制緩∫、　　　　和等、所要の環境整備を求めていくζとご、　　　　とし・当協会旧報距離フェリ雌今・・　　　　日本内航海運組合総連合会と連名で〜モご　　　　一ダルシフト推進のための要望を行った。’提出日：11月25日宛先：海事振興連盟会長関谷勝嗣殿件　名：モーダルシフト推進に関する要望要　旨：　　　　　同　上　提出日：1ユ月26日　宛　先：総務省総合通信基盤藤津波部電波政策課　件　名：電波利用料の料額算定に関する具体化方　　　　　針（案）について　要旨：�@電波利用料の見直しによる増収分は　　　　　　「電波資源拡大のための研究開発」「携　　　　　　帯電話等の不感対策」に充てられるこ　　　　　　ととなっているが、これら事業は国の　　　　　　電波政策に係るものであり、その費用　　　　　　を利用者に負担させるのは不適当と考　　　　　　える。　　　　　�A具体化方針（案）においては、6GHz　　　　　　以下の帯域が逼迫帯域とされている。　　　　　　船舶関係では、3GHz帯（Sバンド〉を　　　　　　盟麗描盤；�b蘇　　　　　　から、このSバンドとXバンド（9．4GHz　　　　　　帯）の双方を採用し、これらレーダー　　　　　　の特性を勘案して、状況に応じて使い　　　　　　分けている。電波利用料の算定に当た　　　　　　っては、船舶が安全に航行する上での　　　　　　これらレーダーの重要性・特殊性を十　　　　　　分勘案した上で決定されるべきと考え　　　　　　る。点心国際会議の愚痴麟翔高士麟　会議名：IMO第36回訓練当直基準小委員会（罰W）、日程：1月10日〜14日　場　所：ロンドンせんきょうDθc2004穆33第3回JSA−KSA　Cupサッカー大会開催される　海運リーグ選抜の日本船難チームと韓国船難チームによる親善サッカ」大会がd2月4口出に日、旧劇難麗∫騨まし岬｝よ29欝欝lo等叩il開騨等．　当日は、グラン、ド・テント設営、お弁当の手配からビデオ撮影まで、日本船社チームが手分けをして行うなど手作り感のある大会で、日本船社チーム（25名）、、韓薗船社チーみ（24名）の選手の他、応援団なども加えて多くの参加者で賑わいました。　開会式、選手紹介に引き続いて二試合が行われ、結果は仲良く1勝1敗でし左。　・第一試合（トップチーム）：B本8−2韓国’・第二試合（リザーブチーム）■躰ユ．．「2韓国　試含後、韓国チ．一ムの宿泊地である新宿で懇親パーティ」を行い、JSA＊一KsA＊cu戸φ授与を行いました。本年よりJSA−KSA　CUPを勝利チームが保管する方式とし、第二試合の勝者である日本チ・一ムが来年CUPを持ってソ．ウルへ行くことを誓い、パーティーを終えました。その後の2次会でも盛り上がり、メンバー同士の親睦がさらに深まりました。今後とも両国海運業界の若手が交流する場として成長していくことを期待しています。豪し噺ご援助ただきまし畑本舟合主協会ならびに一儲筋々にご暢を勧部てお礼申し上げます。ありがとうございました。第3回　日韓船祉代表親善サッカー大会代表幹事　　　　　　　　内川崎汽船株式会社溶、成国．，、集肇「、＊JSA；日本船主協会＊KSA＝韓国船主協会▲試合前の日本／韓国一社チームの選手34働せんきょうρgσ2004糠灘灘　　垂灘繍撚・一齬｣一1　わが国貿易額の推移こた：、　　　≡　　　　　　　　　L面　　　（単位：10億円）　　2，輸　出輸　入前年比前年同期比（％）年　月（FOB）（αF）入�居o超輸　出輸入198541，956311085ユ0，870．4．0▲3．8199041，45733，8557，6019．616．8199541，5303115489，9822．612．32DOD51β5440，93810，7158．616．1200148，97942，4156，563△5．23．6200252，10942，2289，8816．4▲0．4200354，56244，32210，2404．75．02003年η月4，5483，55899〔｝△2．0△5．1124，9583，8351，1238．51．62004年1月4，2743，77450011．30．824，7683，36フ1140210．3▲0．935，4424，3191112313．212．345，1074，030lIO7610．86．654，7243，7939319．85．065，2894，／461，14319．415．5フ5，3084，η41，13414．38．384，7834，21057310．518．595，4634，231123212．412．5濡10／；1F．日面2：罫詳4：1：：．臼1：7：、1D1：9］56．芸D．1．1．，＝7．，．12閣7．il．遣己．（注）財務省貿易統計による。3，不定期不自由市場の成約状況十一…一　　　　　　　　　　揚轍講葛蹴霧擁簸懸濾対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）年　月舗）平均最高値最安値1990144．81124．30160．10199594．0680．30104．251999113．9111L28116．402000107．77102．50114．9020D1121．53113．85131．692002125．28η5，92134．6920D3U5，9010フ．03！20．8120D3年11月409．20108．03110．2012107．90107．03109．752004年1月106．48105．97107．552106．46105．34109．003108．62104．30112．1241D7，25104．03110．205112．35108．82114．406109．47107．35111．077109．36107．90112．08811D．36109．15m．7091D9．96109．221112010108．92106．13111．10D1．1菊．1．04，：93＝：1．P021：40：．．106：198：：・（単位：千M／T）区分航海用船△シングル（品　目別内　訳）用船口　計連続航海年次航　　海石　炭穀　物砂．糖鉱　石スクラップ肥　料その他TripPeriod1998186，1971，712184，62169，3014L9383，80064，9948362，4991280136，97224，700199914L321L304150，48156，18430，6863，，27457，3092351，7091，082149，73439，5812000146，6432，182144，46146，54926，1474，57667，43119818211551170，03245，0212001154，0053，063150，94252，32416，7897，28872，17747297B914150，15438，4552002132，269978131129143，40615，1825，85365，10544211054249184，89D50，474200399，6551β2098，33530，7226，0973，6575フ，001248438172208，6908117212004　39，5453009，2454，フ28499353，76412828632｝2383，94649，8975499，3484，09844104，6340157023，4142，97157，8121507，6624，209296423，080035016，7881，48767，9346007，3342，2149712823，764996022，3074，31276，826σ6，8262，ア601，06402，8406993o25，9458，83786，0385055，533L4412621123，6078031019，6124，64597，9341607，8342，065373495，11865164025，9426，411104，72104，7211，935546242，0906858022，7436，659己…．PTl．．、4：1β：0申．．己／．lo．．1．’．S＝，：809：．己．1．1：．5！：0：．　＝26ス．　．．．．．31．．．1〔2．β9ア；1　．：；1σ／　l．．．＝4L　；．1．o．／、．．l撃戟D9β1．＄1．：7．1螂．．：1（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。せんきょうDθc2004�Q35庶蠣欝欝繍縮特集。轍藻論撫帆船輩嚇緬，篇軽…こ磁議毒撫灘藩≡叢；〜翻然議鰻鞭甑謙鑛蕊蒜1茎鑓灘鍮藏編綴猿趣総隻難甕簾滋懸総繊灘鍍融融灘灘伽鋤鋤1D口。原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／西欧）「，「　「「「7淵、　曜ノ辱ノノ黙伽　’本日／湾，，「　！　7ヤ牌ぺ／、　　　米　　欧・一　彫バド　，　　　蜘　　ル〃グ＼ぺ　’V｝19991�求@　　　20σ02001200220032004、。。溜30o2QO1QOo8060毎oo穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧｝P、F囁、’／．ガルフ加本，＼：：∴’＼ガルフ／西欧、囁F｝999〔年1200α200120022DO32QO4〔ドル｝loo806020o4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次200220032004200220032004最高最低ヨτ≡「謫ｯ最低日芒デ謇ｺ最低日古ｼ同最低最高最低日古ｨ夏干最低150．0034．75161．00102．50152．5087．0040．0035．OD120．0075．00127．5082．502425037．50132．506フ．50159．00102．5040．0036．25117．5065．00132．5087．50337．0032．00160．001D5．00117．5070．7540．0030．00145．0085．OO112．5060．00429．5028．00137．5052．50110．0077．5031．0027．5097．0045．0087．5067．50562．0039．50109．5042．00125．0071．2548．7533．0099．0050．00100．0069．50635．0029．5090．0056．00135．00114．0042．503LOO70．0052．50112．5087．50750．0032．5063．7545．00148．00120．0038．7529．5054．0042．50…23，0095．00835．OD68．0041．00121．0097．5032．5028．0057．5040．00102．5087．50945．0034．00135．0070．00157．50835042．5028．00115．OD50．00了45，0075，DO1099．7540．5078．0042．50290．00156．00　　　　　　」68．5042．5090．0047．50225．00117．50111100062．50152．50102．5D350．00265．0072．5047．50126．5075．00255．0016ア．5012137．509901600013375105008000137．5D9500（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Cグラフの値はいずれも最高値。�A単位はワールドスケールレート。　�Bいずれも2D万D／W以上の船舶によるもの。5．穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）（単位：ドル／トン）ガルフ／日本ガルフ／西欧月次200320D420D32004最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低127．90　　27，25一一一227．4073．00一一329．7572．50一一434．00一一一532．50　　32，00一20．25　　18，50一631．25　　29，4037．0018．20一7327550．00　　46．5020．00一8一53．7520．00一934，25　　33．ア5一a〕．oo一10370059．00一一11一62．50�o一125450｝（注〉�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の　　船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。．ρメ．Fこ駅i晒@．囁鴇嘉著・際揮，’鵡覇　璽〆鴇i・纂娠薄舞；瀞溶鹸餐染鴛盆i識灘畿ヨ藍鵜蕪鵜ジ羅；36麹せんきょうPθ62004藷麟薫鶯繕灘諺繍謙諺撫議鰹謙滋漁繍翁灘蓄灘灘盤魏謙編磁繊欝議謙真麟麓藩糞藩1獄継撫醸撫譲轄灘漁瑠蕪茎き託撫轟藤爵翻1ドル）δq40302010o石炭（オーストラリア／西蜘・鉄鉱石（フラジル／中国・ブラジル／西欧｝鉄鉱石（ブラジル／中国）冗｝l　l　　　「石炭（オーストラリア／西欧）／螂　1ヒ、−￥，潤F　　FFート」＼　鉄鉱石　　　、iブラジル／西欧）了−1999�戟@　　　20DD内　　　2DO1鞭2003脳1ドル〕60　　40D圓鋤勘30　　2α12010150100聞0　　　　0運賃指数　　一nン7イーNリーンYHandy一←　、《、αga臼レ3‘、1〆鍔仁’Af旧中IlIA、，榊1F｝1謝SUBZ帰　1　’1　［1　’丹し　　　L撃ﾖ　冥　　’、C・』　呪1111il、　　　　一　　’�扞．ノ、、　、　、　　　　　「A　　［ｬ型　　∫！ノVLCC−Pノ・僧一’?^ぐ［げ　　’VLCC「劉〕o；痢　　　　　2001　　　　　鯉　　　　　　ε螂2004姻細細250脚1501DO5006．石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧）（単位：ドル／トン）オーストうりア／西欧（石炭）ブラジル／中国（鉄鉱石）ブうジル／西欧（鉄鉱石）月次200320042003200420032004最高　　最低最高　　最低最高　　最低　　　　　　　最低日古取同最高　　最低最高　　最低114．20　　12．2039．70　　35．OD14．30　　12，5046．50　　34．009．40　　78026．00　　22，00215．25　　τ1．4532．口。i5．GO　　τ3，1550．OO　　35．〔〕O8．80　　　62526．00　　20，75315．25　　13．7031．6515．80　　14．2040．00　　35．509．00　　7，7019．00　　｝7，254一一16．00　　14，8035．00　　32．508．95　　67518，00　　15，25516．35183018．00　　16．5026．50　　25．0010．35　　92514，75　　11．306一一1800　　16．2528．00　　22．909．50　　84013，50　　8，257一一｝7，50　　15．4032008，50　　7051890　　16，90817，15　　16．30一20，35　　17．5034．50　　10．20一1900　　14，909一一21．50　　16．5037，55　　30001160　　1L501825　　145010一27．5030．0040，00　　33251875　　13．90『1132．0041．0035．50　　29．5045．80　　40．0022，00　　17．0025．00ユ2一3350　　300021．00（注）�@日本郵船調資グループ資料による。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれもケープサイズ（14万D／W以上）の船舶によるもの。7，タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次200220032004VLOC中型小型H・DH・CVLCO中型小型H・DH・CVLCOSuezAfraHandyClean1239．986．9126．1165．3｝48．198．6P33．3161．9P80．9165．6P86．8266．3Q67．1231．3Q45．6133P32250P78289Q15386R55287R26339．485．6115．8158．8149．9114．D224．9275．629D．D273．4132153182238323436．091．3ユ16．6164．2τ48．5128．6240．22940290．D328．296τ4τ可40204210536．4105．4143．9194．2178．879．8150．4217．7200．D294．395137164201235649．989．9159．1204．01771854156．22009235．D231．11ユ9149193233256740．196．8130．2200．81580506110．51329250．0221．0127156187243240844．683．3131．5166．81713528103．21677197．5221．11071551692192179356839109．6158．3178058492．1138．2208．9233．11031541632292261041．0833118．1153．31549579120．41533202．0180．01952853553202631173．31079137．5154．41735704158．41640258．3213．312102．71722175．8192．5207．7125．5278．9332．5290．0288．6平均4829781325173．21662879164．82024246．32468（注）�@2003年までは「LloydFs　Shlp　Manager」、2004年からは「Lloydls　Shlpping　Econornlst」による，�Aタンカー運賃はワー　　ルドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり（〜20〔B）�FVLOO：15万トン以上◎中型：フ万〜　　】5万トン�S小型’3万〜7万トン◎H・Dごハンディ・ダーティ：3万5000トン未満��H・C＝ハンディ・クリーン：全船型。（2004　　〜）�FVLCC：20万トン以上◎Suez：12〜20万トン�JAfra：7〜12万トン◎Handy：25〜7万トン��Glean：全船型1影：餌鶯賢γ1障’蝦罪三1油1幾烹「；囁」マ：妻烈欝iξi二’藁［聴；罵…i宥1「：11∴霊1’・賑驚禦；ま3：i圏内残i“ii亨『：耀・1：、職掌瓦四隅｝“i二；蹴；償艶i隷ジ∵？三『↑・…「”’ご∵．ヅ』囁�h蔓i；二せんぎょうPθ02004◎37誌‘揺繍勲滋瓢謡瞬1繍義三；無編・…謙；総締灘識≡，・1・瀦議輪蓑磁漁融瀬熱繍霧欝総畷総繍葱雛鎌纏謙騰撫譜一難轍墨撫灘繕120o1100］ooo9006007ロロ5005σ0姻�o200100o用船料指数〜1∫∫し5脚’、巳｛　♪噛　　」’1〜ノ，、f’　　　、ノノ、日5万以上@if5万以上W，5万未満@｝一P一　　」35万以上T万潮、ノ7Fm　ノ　　　　　Af　　　L@　　　　一一　　、　　　　　、　　　　’　　　ダxy’＼総合指数2万以上R5乗蒲旧99爾　　　　20002001200220032004τ200　　1006　　万。細110010DO9DO80D80O　　　6QDフOO6005QO　　　4004003QO細loo02000係船船腹1000怩c州o600噌へ’　L〆哺　、　、貨物船@11「u　、P　見X！V〜＼@tタンカーヘパ　一、　　’A＾　’　》、　　’A　＿’r、�`勒2σΩo1999【年｝　　　20Dロ2D01罰σ22D0320q48．貨物船定期用船料指数20032004月次L2万以上Q万未満2万以上R，5万未満3，5万以上T万未満5万以上W，5万未満8，5万以上総合指数］2万以上Q万未満2万以上R，5万未満3，5万以上T万未満5万以上W5万未満8，5万以上総合指数123456　789101112723P9旦34926726722126！　＝199P92Q12Q82Q83R09R14Q95R07R42S22S69234Q07Q44Q57Q85R47Q78Q80Q89R81S17T21295Q43Q81R25R82R43R30R15R21T43U05U88235Q29Q45Q59Q90Q97Q98R06R50U90U62V72185P56ﾊ51Q03Q90R04Q73Q76Q94R37R09R60341R4旦44858162己443336601V16U36U15T15S「9S15S76T10T32563V32V06T71S83R41S40S84T01T56851W35W61V30T55S39T48T96U81U63875W81V35U04S46S32T38U45U26U64553U13S51T58T33S01S78T62T14T03出所：「L［oyd’s　Shlpp旧g　Economist」（注）�@船型区分は重量トンによる。　　�A用船料指数は1985年＝100。9．係船船腹量の推移200220032004月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G／T千D／W隻数千G／T干D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／丁千D／W隻数千G／T千D／W　　　　　　　　　0］2123456　789　　　　　　　　　｝　1　1242、17541，966Q321．714L899Q29］17281，887Q38118962，061Q30117631，946Q2111742］，936Q2211678L874Q231，6671，861Q291，7271，927Q281，6821，937Q25116581，878Q2D　1β331、84140　7921．528S0　6661259S0　68811305S2　69211310S］　6351，199S2　63711202S3　8321，65フSフ1．47531004S71．55031155S81．5623」73T01．55631162S71、4803，00024UI8591，958Q361．8651，911Q371．7701，791Q321．6871，720Q241．5251，555Q］5114411，513Q26115561フ19Q］5114771，633Q13114071，534Q03112731，383Q09113201，406Q07L3081．38643　9051，838S4　74111488S5　485　940S4　361　706S6　5251，016S8　5271，019S8　524ユ，014T0　7861，569T0　7841，567T3　フ091，414T2　7061，407T1　7051，407205ユ，3171β50Q06、．23611279P88U5611234P811．10111232P751．04111178P68　9351105フP66　9021．006P59　90011008P46　802　881P55　882　93453　287　489T1　286　490T6　300　509T5　163　256T4　145　224T5　142　218T2　131　204T0　130　199S7　　90　146S3　103　148（注）インフォーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。38翅ぜんきょう加ご2004一一一一一一一一一一…一一ﾒ集雑感一一一…一一一一一一一一　　　「今、自分に出来ること」　　　数年前子供のπA活動の年度目標としてこんな　表題を掲げたことがあります。誰かがやってくれ　　ると思わないで、学校に足を運んで子供の日常の　現場を自分の目で見、先生方と気楽に話をして欲　　しいとの思いからでした。（特に父親は）子供が学　校のことを話していてもそれがどのような場所で、　　どんな先生が関わりあっているのか判らないこと　が多いのではないでしょうか（判ろうとしない面　　もあります）。子供達の意見は学校側には伝わりに　　くいものです。また、学校としても予算や慣行の　制限があって思うように施策が実現出来ないこと　　も事実です。　　今年当社として初めて「安全・環境報告書」を　発行しました。その中で記事を集めることに苦労　　したのが“社会貢献”でした。会社よりもはるか　に名前が通ったホールを持ちながらそれを社会貢　献として有効活用しているとは思えません。中に　はマンションの管理人組合、町内会やP工Aの役員、　をしたり、少年野球チームの監督や地域のサッカ　ーチームのコーチをしている社員もいますが、会　社として特徴のあるような試みは行っていません。　海外では強制的に行わなければならないような制　度がある国もあると聞いています。　　個人的にはここ数年障害児学級や病院などで演奏をする機会が増えました。演奏会に出かけられない人達のためにこちらから訪問して演奏するボランティアの団体に登録しておくとメールでいくつかの催しを案内され、自分の都合がつくときに参加すればよい仕組です。今年の9月11日には都内の病院のロビーでベッドのままや車椅子の方々に囲まれドボルザークの「新世界から」の一部を演奏しました。聴いて戴いた人たちに9月11日と新世界の関係を理解していただけたかちょっと疑問ではありましたが、演奏が終わって看護師に付き添われて病室に戻る際に言われた「ありがとうございました」の一言に自分自身も「ありがとう」の気持ちになりました。さまざまな施設での演奏会ではスピーカーからではない生の音を体全体で受け止めてくれる人達に伝えられたらと思っています。　今年も発生してしまった地震や台風により不自由な生活を送っておられる方々が大勢います。日本中から多くの若者が「今、自分に出来ること」をするために、被災地で活躍しています。私自身が出かけていっても迷惑になりそうなので募金に協力しました。　　飯野海運株式会社　ステークホルダー　　リレーションズマネジメントグループ　　　　法務・保険チームリーダー　鈴木康昭一一一一一　ﾒ集委員名簿一一一一　一一一一編集後記一一一・第一中央汽船飯野海運船一揖井船運運会場汽郵三汽海海蛸船崎本船光洋軍備川常日商三三新日総務グループ次長ステークホルダーリレーションズマネジメントグループ法務・保険チームリーダー総務部副部長旧・広報グループ情報広報チーム長調査グループ調整チーム長広報室室長代理社長室経営企画課長総務部総務課長加藤和男総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー　森常務理事総務部長兼広報室長常務理事海務部長企画調整部長兼国際企画室士関連業務部長船員対策室長鈴木康昭廣岡　啓高山　敦山田喜之大貫英則還藤秀己荒井正樹　　　均梅本哲朗植村保雄半田　牧園田裕一井上　晃高橋幸一郎　早いものでもう今年もあとわずか。さて今月号には毎年恒例の「1年を振り返って」「海運界10大ニュース」記事掲載です。2004年海運界は外航海運の好況をはじめとして様々な出来事がありましたが、今年をRe−viewする際の一助となれば幸いです。ぜひご覧になって下さいね。　自分自身をを振り返ってみると、本誌の毎月の編集作業にあたり、読者の方々に業界の動向や会議報告を少しでも分かり易くお伝えできていたかどうかというと反省点は多々あります。来年は更に良いものをお届けできるよう精進して参りたいと思いますので、2005年置どうぞこの「せんきょう」を．Xしくお願い致します。　　　　　（N）せんきょう12月号No．533（Vol．45　No．9）発　行麟平成16年12月20日創刊麟昭和35年8月10日発行所麟社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都『二代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL．（03）3264−7181（総務部広報室）編集・発行人働梅本哲朗製　作立株式会社タイヨーグラフィック定　価幽40フ円（消費税を含む。会員については会費に含めて　　　購読料を徴収している）せんきょうP彦02004�M39日本の経済を支える海運にはく諸外国並みの税制が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　も・・　　　　　　　　・驚e’　　　　　　監毒　鼻＿　　　げ　無灘繍　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っています。　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資するものと、私たちは考えます。トン数標準税制の導入国導入済みオランダ、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク，フランス、Aイルランド、ベルギー、インド導入決定済米国、韓国鹸一船が支える日本の暮らし一社団法人日本船主協会http＝〃www．lsane亡．or．1ρ／

